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一
序
 
 

（
1
）
 
 
 

明
治
九
年
十
二
月
廿
入
日
、
太
政
官
布
告
第
百
六
拾
萱
号
は
、
「
北
海
道
地
租
ノ
儀
普
分
地
償
百
分
ノ
萱
二
相
定
侯
候
此
旨
布
告
侯
事
」
 
 

と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
北
海
道
の
地
租
が
徴
収
さ
れ
、
ほ
じ
め
て
、
税
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
決
め
ら
れ
た
と
、
い
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
さ
き
だ
つ
明
治
六
年
七
月
二
十
八
日
太
政
官
布
告
二
七
二
号
「
地
租
改
正
候
例
」
ほ
、
旧
来
の
貢
納
制
度
の
廃
止
と
そ
れ
に
代
 
 

る
土
地
の
地
券
調
査
の
実
施
、
地
価
を
標
準
と
し
て
百
分
の
三
の
率
に
よ
り
課
税
す
る
こ
と
、
村
入
費
等
は
地
租
の
三
分
の
一
以
内
に
限
 
 

定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
地
租
額
ほ
豊
凶
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
と
し
、
天
災
等
の
場
合
ほ
減
免
税
措
置
も
あ
り
う
る
こ
と
等
を
述
べ
 
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
将
来
、
茶
・
煙
草
・
材
木
と
そ
の
他
に
対
す
る
物
品
税
を
お
こ
し
、
そ
れ
ら
が
二
百
万
円
に
の
ぼ
れ
ば
改
正
ず
み
の
 
 

土
地
に
限
っ
て
こ
の
増
収
分
を
割
り
ふ
っ
て
地
租
額
を
軽
減
し
て
い
き
、
い
ず
れ
は
地
価
百
分
の
一
に
ま
で
引
下
げ
る
と
宣
言
し
て
 
 

（
2
）
 
 

い
る
。
こ
の
候
例
は
、
北
海
道
へ
直
ち
に
ほ
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

北
海
道
に
お
い
て
地
租
が
徴
収
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
明
治
十
年
以
降
で
あ
り
、
前
身
の
地
税
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
「
地
租
改
正
報
告
書
」
（
明
治
十
五
年
二
月
参
議
兼
大
蔵
卿
松
方
正
義
序
、
大
正
拾
五
年
十
二
月
十
五
日
印
刷
、
大
蔵
省
発
行
）
 
に
 
 

は
、
北
海
道
の
計
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
小
野
武
夫
著
「
地
租
改
正
史
論
」
（
昭
和
二
三
年
）
、
福
島
正
夫
「
地
租
改
正
の
研
究
」
も
北
 
 

海
道
を
含
ん
で
い
な
い
。
そ
の
一
方
、
北
海
道
の
作
業
は
「
地
租
創
定
」
と
言
わ
れ
、
地
租
改
正
と
ほ
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
 
 

「
北
海
道
水
産
税
史
－
北
海
道
租
税
史
I
」
に
引
き
続
き
、
北
海
道
に
お
け
る
地
租
創
定
を
地
租
改
正
と
比
較
し
っ
つ
歴
史
的
に
検
討
 
 

し
、
こ
れ
を
通
じ
て
北
海
道
租
税
行
政
史
の
発
展
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 



目
 
地
租
改
正
前
の
税
制
と
北
海
道
 
 
 

∽
 
明
治
に
先
行
す
る
幕
藩
体
制
下
の
石
高
制
は
、
土
地
税
制
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
石
高
制
に
か
わ
る
新
た
な
統
一
税
制
に
 
 

向
け
て
の
改
革
（
す
な
わ
ち
、
地
租
改
正
）
を
考
察
す
る
と
、
地
租
改
正
は
土
地
所
有
者
を
確
定
し
、
そ
の
所
有
者
名
・
地
価
（
＝
土
地
 
 

の
価
格
）
・
地
価
を
課
税
標
準
と
し
た
地
租
額
を
記
載
し
た
地
券
を
当
人
に
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
券
の
保
持
者
（
＝
土
地
所
有
 
 

（
1
）
 
 

者
）
は
、
地
租
納
入
の
義
務
を
負
う
。
そ
こ
で
は
、
地
券
は
近
代
的
な
意
味
で
の
権
利
を
確
証
す
る
と
同
時
に
義
務
の
履
行
手
段
で
も
あ
 
 

（
2
）
 
 

る
と
い
う
、
優
れ
て
巧
妙
な
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
租
改
正
も
土
地
税
制
改
革
で
あ
り
、
北
海
道
に
類
似
の
制
度
が
な
か
っ
た
と
 
 

ほ
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
租
税
改
正
候
例
の
特
色
を
な
す
地
券
は
、
旧
幕
落
体
制
下
の
市
街
地
に
お
い
て
、
町
人
の
私
有
権
が
 
 

認
め
ら
れ
て
い
た
土
地
が
売
買
さ
れ
る
際
に
、
一
種
の
売
買
証
文
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
た
括
券
を
、
起
源
の
一
つ
と
す
る
も
の
の
よ
う
 
 

（
3
）
 
 

で
あ
る
 

と
こ
ろ
で
、
神
田
孝
平
ほ
、
「
田
税
改
革
建
議
」
 
（
一
九
七
〇
年
六
月
）
 
の
中
で
、
田
地
売
買
を
許
可
し
、
土
地
所
有
者
の
申
告
す
る
括
 
 

券
値
段
と
過
去
の
平
均
貢
租
額
を
貨
幣
換
算
し
た
数
値
と
を
基
準
と
し
て
、
租
税
を
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
大
久
保
利
 
 
 

二
 
地
租
創
定
の
過
程
 
 

〔
注
こ
 
 

（
1
）
 
明
治
九
年
別
h
一
朋
「
公
文
録
開
拓
史
之
部
全
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
三
十
言
葉
件
。
 
 

（
2
）
 
林
 
健
久
「
日
本
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
」
 
（
以
下
、
「
林
」
と
略
す
。
）
一
三
入
～
三
一
九
貢
。
 
 

四  



券
地
が
広
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
括
券
地
は
、
町
地
の
う
ち
、
売
買
譲
渡
の
た
び
に
、
町
役
人
・
五
人
魁
等
が
加
判
し
た
描
券
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
売
買
譲
渡
の
 
 

証
明
書
と
さ
れ
る
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
昔
か
ら
居
付
地
主
と
し
て
居
住
す
る
土
地
、
ま
た
は
自
ら
開
墾
し
て
所
有
す
る
土
地
 
 

（
5
）
 
 

が
、
草
創
地
で
、
売
買
譲
渡
が
行
わ
れ
れ
ば
括
券
地
及
び
草
創
地
は
、
売
買
譲
渡
の
自
由
が
そ
れ
な
り
に
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
 
 

以
外
の
土
地
は
、
拝
領
地
や
拝
借
地
が
多
い
 
（
た
だ
し
、
売
買
譲
渡
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
）
。
こ
れ
ら
の
町
地
に
は
地
子
（
町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）
 
 

地
に
対
す
る
貢
納
）
が
免
除
さ
れ
る
例
が
多
い
が
、
別
途
何
ら
か
の
形
で
負
担
し
て
お
り
、
農
耕
地
と
町
家
の
土
地
所
有
と
の
間
に
負
担
 
 

（
8
）
 
 

の
不
公
平
が
あ
る
と
い
う
批
判
は
必
ず
し
も
正
当
で
ほ
な
い
。
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
農
耕
地
が
、
漸
進
的
に
農
民
の
占
有
権
が
強
化
さ
れ
、
事
実
上
の
所
有
権
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
の
と
同
様
に
、
括
 
 

券
地
や
草
創
地
の
権
利
も
強
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
 
 

∽
 
松
前
領
で
は
ど
う
か
。
「
北
海
道
志
」
 
（
巻
之
二
十
）
 
は
、
文
政
五
年
に
は
、
田
地
役
を
一
段
百
八
十
文
（
新
開
発
よ
り
徴
収
。
）
、
畑
 
 

（
9
）
 
 

地
役
を
十
坪
銭
三
文
を
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
し
た
と
す
る
。
当
時
、
田
地
は
二
十
一
町
入
段
余
（
役
金
三
両
銭
入
賞
余
）
、
畑
地
は
一
五
入
町
七
 
 

段
余
（
役
金
一
四
二
両
銭
九
貫
余
）
が
課
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
田
地
ほ
収
穫
が
少
な
い
こ
と
か
ら
田
地
役
が
徴
収
さ
れ
ず
、
後
年
の
 
 

稲
作
の
収
穫
を
ま
っ
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

安
政
元
年
（
一
入
五
四
）
 
に
箱
館
近
辺
の
畑
役
は
t
坪
銭
三
文
で
あ
っ
た
。
安
改
元
年
、
箱
館
開
港
に
備
え
箱
館
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
 
 

翌
二
年
二
月
幕
府
は
、
東
部
木
古
内
村
以
東
、
西
部
乙
部
村
以
北
の
は
か
東
西
蝦
夷
地
島
々
ま
で
を
上
知
さ
せ
る
。
こ
れ
か
ら
後
、
開
拓
 
 

五
 
 
 

通
・
井
上
馨
連
名
の
「
地
所
売
買
放
禁
分
t
収
税
法
施
設
之
儀
」
（
一
九
七
一
年
九
月
）
も
、
旧
税
法
の
廃
止
 
 

の
必
要
性
を
説
き
つ
つ
、
当
面
は
地
所
永
代
売
買
を
許
可
し
、
「
各
所
持
地
ノ
括
券
ヲ
改
メ
」
る
 
 
 
」  
と  
を  

主  

張  
し と  
てそ  

○ か  

か
わ
る
新
税
法
 
 

こ
れ
か
ら
も
描
 
 



六
 
 

（
川
）
 
 

が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
中
島
辰
三
郎
は
、
開
墾
に
努
力
す
る
も
資
力
乏
し
け
れ
ば
新
開
町
歩
に
応
じ
官
金
の
貸
与
を
受
け
た
 
 

い
旨
、
奉
行
に
申
請
し
た
。
奉
行
は
、
安
政
六
年
よ
り
新
開
地
一
反
歩
に
付
金
t
一
分
二
朱
、
水
路
掘
割
百
聞
に
付
金
一
万
両
づ
つ
を
貸
付
 
 

け
十
カ
年
賦
で
返
納
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
五
カ
年
間
は
鍬
下
と
し
て
免
租
、
た
だ
年
賦
金
の
み
を
返
納
せ
し
め
、
六
カ
年
目
よ
り
取
箇
 
 

附
と
し
残
金
は
返
納
を
免
じ
る
こ
と
と
し
、
農
地
の
所
有
権
を
附
与
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
こ
の
方
法
に
よ
る
反
別
は
、
文
久
二
年
ま
で
 
 

叫
卿
爪
 
 

に
二
百
六
十
町
歩
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
官
営
や
民
営
に
よ
る
開
墾
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
 
 
 

そ
う
し
た
勧
農
の
結
果
、
開
墾
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
農
民
の
占
有
権
が
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
函
館
周
辺
の
亀
田
・
上
磯
・
茅
部
 
 

三
郡
で
は
、
明
治
三
年
、
田
畑
地
役
が
田
畑
貢
納
と
改
め
ら
れ
、
田
地
は
検
見
五
公
五
民
（
七
年
ま
で
は
収
納
高
の
二
分
五
厘
を
徴
収
。
）
、
 
 

（
1
2
）
 
 

畑
地
は
一
段
金
t
ニ
銭
五
厘
三
毛
が
収
税
さ
れ
た
。
な
お
、
青
森
県
よ
り
北
海
道
に
復
帰
し
た
福
島
・
津
軽
等
の
四
郡
に
つ
い
て
は
、
桧
山
 
 

郡
木
ノ
子
村
外
十
村
に
限
り
畑
税
を
、
旧
に
接
り
一
段
金
十
三
銭
二
厘
三
毛
が
徴
収
し
て
い
る
。
 
 

㈱
 
安
改
元
年
六
月
に
箱
館
周
辺
が
幕
府
直
轄
領
と
な
っ
た
際
に
、
地
子
は
地
子
永
と
改
ま
り
、
宅
地
一
坪
永
五
十
文
あ
る
い
は
三
十
文
 
 

が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
し
て
、
新
規
活
券
地
成
の
際
は
四
年
目
よ
り
課
さ
れ
、
拝
借
地
が
括
券
地
と
成
っ
た
と
き
ほ
其
年
よ
り
 
 

課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
久
元
年
（
t
八
六
t
）
よ
り
慶
応
元
年
（
一
入
六
五
）
ま
で
、
地
子
永
は
三
段
階
に
わ
け
、
百
坪
当
り
五
 
 

首
文
～
二
百
文
で
課
さ
れ
た
し
、
文
久
二
年
（
一
入
六
二
）
か
ら
慶
応
三
年
〓
八
六
七
）
 
の
間
の
箱
館
近
傍
の
各
村
で
は
、
一
段
あ
た
 
 

（
1
3
）
 
 

り
二
二
二
文
の
畑
地
役
が
課
さ
れ
た
と
、
「
北
海
道
志
」
 
は
記
し
て
い
る
 

㈲
 
開
拓
使
函
館
支
庁
は
、
明
治
二
年
九
月
「
函
館
地
子
永
、
責
下
地
債
（
中
略
）
 
ノ
諸
税
ハ
菖
規
二
依
り
徴
収
シ
田
畑
貢
納
、
拝
借
 
 

地
、
茅
場
・
珠
場
、
温
泉
場
（
中
略
）
ノ
諸
税
」
は
「
昨
年
以
来
兵
難
ノ
為
メ
本
年
限
り
免
除
」
し
た
。
そ
し
て
、
十
二
月
の
記
事
に
は
、
 
 

（
1
4
）
 
 

「
是
歳
地
子
永
ヲ
改
テ
地
税
ト
ス
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
地
税
は
、
函
館
市
街
に
限
り
徴
収
さ
れ
、
明
治
五
年
に
は
 
（
函
館
市
街
地
）
地
 
 
 



券
税
と
改
称
、
地
券
金
高
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
徹
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
明
治
六
年
七
月
に
五
年
に
遡
っ
て
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
 
 

（
1
5
）
 
 

ら
れ
た
）
。
な
お
、
地
券
下
付
の
際
に
函
館
支
庁
管
内
で
地
券
証
印
税
が
徴
収
さ
れ
る
の
ほ
、
明
治
五
年
二
月
大
蔵
省
達
第
二
五
号
地
券
渡
 
 

（
1
6
）
 
 

方
規
則
が
、
同
五
月
か
ら
北
海
道
で
施
行
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
 

そ
し
て
、
函
館
支
庁
の
市
街
地
拝
借
家
作
老
に
対
し
て
、
明
治
三
年
正
月
に
、
百
日
間
地
税
が
免
じ
ら
れ
た
も
の
の
、
百
日
以
上
経
て
 
 

（
1
7
）
 
 

も
家
作
し
な
い
者
に
は
税
が
課
さ
れ
た
。
各
種
の
永
住
人
拝
借
地
が
括
券
地
に
改
め
ら
れ
地
税
が
免
除
さ
れ
た
の
は
、
札
幌
本
庁
及
び
函
 
 

（
柑
）
 
 

館
支
庁
は
四
年
九
月
、
根
室
支
庁
は
四
年
十
一
月
で
、
は
ぼ
同
時
で
あ
る
 

こ
の
よ
う
に
、
開
港
地
や
場
所
所
在
地
に
清
券
が
出
さ
れ
る
地
が
全
道
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
所
有
 
 

権
が
、
現
代
的
意
味
で
の
所
有
権
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
当
時
の
住
民
の
意
識
と
し
て
1
行
政
庁
と
し
て
も
 
－
 
所
有
権
と
考
え
 
 

て
い
た
と
、
理
解
す
る
方
が
、
素
直
で
あ
る
。
こ
の
は
か
、
小
樽
に
は
、
文
久
三
年
（
一
入
六
三
）
や
慶
応
四
年
（
一
入
六
八
）
に
割
渡
 
 

（
1
9
）
 
 

を
受
け
た
土
地
が
あ
る
旨
の
資
料
が
、
北
海
道
立
文
書
館
に
多
数
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
開
拓
使
収
支
 
 

統
計
」
が
、
明
治
1
年
十
月
よ
り
三
年
九
月
ま
で
の
年
度
に
「
地
税
」
と
い
う
科
目
を
た
て
、
四
九
二
一
円
も
の
収
入
を
あ
げ
て
い
る
こ
 
 

（
2
0
）
 
 

と
も
、
傍
証
と
な
ろ
う
。
「
創
定
」
と
い
う
言
葉
が
所
有
権
を
完
全
に
新
規
に
つ
く
り
だ
す
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
と
、
断
言
す
る
こ
と
は
 
 

無
理
で
あ
る
。
 
 

日
 
間
墾
と
税
制
 
 
 

∽
 
松
前
藩
は
、
蝦
夷
交
易
と
沖
ノ
ロ
口
銭
と
を
も
っ
て
、
主
た
る
立
藩
・
財
政
の
基
礎
と
し
て
お
り
、
永
ら
く
開
墾
に
は
消
極
的
で
 
 

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
安
政
二
年
の
幕
府
再
直
轄
以
後
、
幕
府
は
、
産
業
中
の
首
位
を
占
め
る
漁
業
よ
り
も
、
薄
利
な
農
業
に
保
護
発
 
 

七
 
 
 



八
 
 

（
2
1
）
 
達
を
加
え
る
べ
し
と
し
て
、
四
民
の
蝦
夷
地
移
住
に
よ
り
、
開
発
に
当
る
べ
き
方
針
を
布
告
し
た
。
以
後
、
開
墾
が
盛
ん
に
進
め
ら
れ
た
。
 
 
 

明
治
初
年
当
時
、
北
海
道
に
は
広
大
な
未
開
の
山
林
原
野
が
存
在
し
て
い
た
。
朝
廷
は
「
蝦
夷
開
拓
ハ
皇
威
隆
替
ノ
閲
ス
ル
所
」
と
 
 

し
、
明
治
二
年
七
月
に
開
拓
使
を
設
置
し
、
同
八
月
に
は
全
道
を
十
一
カ
国
に
分
割
し
興
業
を
奨
励
し
た
。
そ
し
て
、
開
拓
使
時
代
に
 
 

は
、
毎
年
の
国
家
財
政
の
四
～
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
北
海
道
の
経
営
に
投
じ
ら
れ
た
。
そ
の
際
物
産
税
が
果
し
た
役
割
の
大
き
さ
ほ
、
前
稿
 
 

（
2
2
）
 
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
幕
末
ま
で
に
八
百
町
歩
の
開
墾
が
成
功
し
、
明
治
二
年
か
ら
四
年
ま
で
に
は
、
更
に
四
百
町
歩
が
開
墾
 
 

（
2
4
）
 
 

さ
れ
た
。
 
 

（
2
4
）
 
 
 

明
治
三
年
十
一
月
二
十
日
開
拓
使
布
達
「
開
拓
使
東
地
御
親
料
規
則
」
を
も
っ
て
東
地
移
住
の
人
民
新
た
に
田
畑
を
開
墾
す
る
も
の
に
 
 

は
一
般
に
金
二
両
を
下
賜
す
べ
し
、
但
漁
業
の
傍
ら
開
墾
す
る
も
の
に
は
下
賜
せ
ざ
る
こ
と
、
ま
た
、
開
墾
初
年
よ
り
七
箇
年
免
租
た
る
 
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
 
 

（
2
5
）
 
 
開
墾
地
の
収
租
に
つ
い
て
は
、
明
治
五
年
四
月
開
拓
使
達
「
開
墾
地
収
税
規
則
」
を
制
定
し
た
。
S
一
町
歩
に
つ
き
上
五
円
中
四
門
下
 
 

三
円
と
し
、
諸
懸
物
を
か
け
ず
、
ま
た
、
そ
の
作
物
を
も
っ
て
納
付
し
て
も
よ
い
こ
と
、
伺
移
住
農
夫
等
に
開
墾
地
作
付
よ
り
五
年
間
免
 
 

税
す
る
こ
と
、
H
自
費
を
以
て
開
墾
す
る
場
合
、
作
付
初
年
よ
り
三
十
箇
年
免
税
（
先
年
よ
り
自
費
開
墾
の
場
合
も
当
壬
申
年
よ
り
三
十
 
 

箇
年
免
税
）
、
H
函
館
付
近
で
既
に
税
則
が
あ
る
場
合
に
ほ
適
用
し
な
い
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。
 
 

（
2
6
）
 
∽
 
さ
ら
に
、
明
治
五
年
九
月
二
十
日
、
「
北
海
道
地
所
規
則
」
が
定
め
ら
れ
る
。
開
墾
地
収
税
規
則
を
移
住
者
の
増
加
に
あ
わ
せ
整
備
 
 

（
2
7
）
 
 

し
た
も
の
で
、
半
数
が
北
海
道
土
地
責
貸
規
則
の
九
ケ
条
と
同
一
条
文
で
あ
る
。
官
費
募
移
の
者
ほ
、
開
墾
地
完
成
の
年
よ
り
五
箇
年
間
 
 

除
租
さ
れ
、
そ
の
後
二
年
間
は
租
額
の
十
分
の
一
で
あ
る
（
十
四
条
）
。
ま
た
、
山
林
川
浮
で
従
来
土
人
等
が
漁
猟
伐
木
し
て
き
た
土
地
 
 

は
、
区
分
し
て
私
有
又
は
村
話
と
し
て
地
券
を
交
付
し
、
十
五
年
間
除
租
さ
れ
る
（
七
条
）
。
 
 
 



永
住
者
の
屠
屋
漁
舎
倉
庫
敷
地
あ
る
い
は
社
寺
及
墾
成
し
て
き
た
従
来
の
拝
借
地
等
は
、
永
く
私
有
地
と
さ
れ
た
（
一
条
）
。
ま
た
、
寄
 
 

留
人
・
拝
借
人
・
拝
借
地
で
あ
っ
て
も
、
既
に
開
墾
営
構
等
を
し
た
も
の
も
私
有
地
と
認
め
ら
れ
た
（
二
条
）
。
一
条
及
び
二
条
は
七
年
間
 
 

の
除
粗
を
認
め
る
。
こ
の
ニ
ケ
条
は
、
小
作
人
・
寄
留
人
を
区
別
せ
ず
、
宅
地
・
社
寺
地
・
耕
地
に
つ
い
て
、
括
券
地
・
所
持
地
・
拝
借
 
 

地
を
私
有
地
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
宅
地
で
は
永
住
人
の
拝
借
地
が
括
券
地
と
さ
れ
て
い
た
が
、
出
稼
人
（
道
外
か
ら
 
 

の
寄
留
人
）
の
場
合
は
拝
借
地
、
開
墾
地
（
農
耕
地
）
で
は
永
住
人
の
場
合
は
所
持
地
、
出
稼
人
の
場
合
は
拝
借
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
 
 

た
。
 
 

（
2
8
）
 
 
 

他
方
、
漁
浜
あ
る
い
は
漁
場
、
昆
布
場
に
つ
い
て
、
北
海
道
地
所
規
則
第
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
 

「
漁
濱
昆
布
場
モ
更
二
経
界
相
正
シ
永
住
人
ハ
私
有
地
寄
留
人
骨
分
依
啓
可
為
拝
借
地
但
私
有
地
拝
借
地
共
本
年
ヨ
リ
五
年
間
除
租
タ
ル
 
 

ヘ
シ
尤
拝
借
中
質
却
ハ
勿
論
貸
輿
致
侯
者
ハ
上
地
可
申
付
事
」
 
 
 

も
っ
と
も
、
松
前
藩
時
代
で
も
、
和
人
地
の
一
部
で
は
、
漁
浜
や
昆
布
場
に
つ
い
て
、
永
住
人
（
＝
道
内
本
籍
の
者
）
の
場
合
は
所
有
 
 

権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
拝
借
中
の
売
却
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
寄
留
人
の
地
位
は
高
く
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 
 

除
粗
期
間
は
、
宅
地
や
耕
地
の
そ
れ
よ
り
短
い
五
年
と
さ
れ
、
ま
た
、
海
面
利
用
権
（
漁
業
権
）
と
昆
布
場
が
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
 
 

れ
て
い
る
。
 
 

㈲
 
同
五
年
十
月
十
日
、
太
政
官
布
告
三
〇
四
号
「
北
海
道
土
地
頁
貸
規
則
」
が
だ
さ
れ
、
低
価
売
下
除
租
の
方
法
が
定
め
ら
れ
た
が
、
 
 

実
は
北
海
道
地
所
規
則
の
内
の
九
力
条
の
条
文
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
北
海
道
土
地
頁
貸
規
則
は
、
移
民
開
拓
を
さ
ら
に
奨
励
す
べ
く
各
府
県
に
示
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
文
は
、
暁
漠
の
地
 
 

で
あ
る
か
ら
肥
沃
多
産
の
地
で
あ
っ
て
も
途
中
で
や
め
る
老
が
多
い
た
め
、
移
住
者
に
有
利
な
規
則
を
設
け
て
生
産
興
業
に
志
願
さ
せ
よ
 
 

九
 
 
 



一
〇
 
 

ぅ
と
し
て
い
る
。
開
墾
希
望
者
に
対
し
一
人
一
〇
万
坪
安
価
に
売
貸
し
を
行
い
着
手
後
十
年
除
租
し
た
が
、
資
力
に
余
裕
の
あ
る
志
願
者
 
 

（
2
9
）
 
は
少
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
直
接
生
産
者
を
中
心
と
す
る
移
住
者
を
募
り
開
拓
を
進
め
よ
う
と
す
る
政
策
ほ
、
強
力
な
資
本
で
開
拓
を
 
 

推
進
し
ょ
う
と
す
る
政
策
に
次
第
に
転
換
し
て
い
く
。
 
 
 

そ
の
間
の
明
治
七
年
十
二
月
、
漁
場
な
ら
び
に
昆
布
場
を
自
費
新
開
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
地
所
兢
則
第
三
条
に
そ
っ
て
其
歳
よ
り
 
 

（
3
0
）
 
 

五
箇
年
免
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
八
年
五
月
の
「
山
林
荒
撫
地
排
下
規
則
」
（
布
達
三
号
）
も
、
北
海
道
地
所
規
則
を
 
 

踏
襲
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
家
禄
奉
還
資
本
金
受
取
者
が
家
産
営
業
の
た
め
北
海
道
に
お
い
て
払
下
を
出
願
す
る
場
合
、
一
人
に
十
万
 
 

（
3
1
）
 
坪
を
安
価
で
払
下
げ
る
と
と
も
に
、
払
下
営
業
着
手
よ
り
二
十
年
間
除
租
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
開
拓
促
進
 
 

政
策
が
進
め
ら
れ
、
地
租
改
正
候
例
を
北
海
道
に
施
行
す
る
条
件
が
撃
え
ら
れ
た
。
な
お
、
明
治
八
年
以
前
の
主
要
な
免
租
の
概
要
に
つ
 
 

い
て
は
、
蓑
1
参
照
。
 
 

㈲
 
漁
浜
・
昆
布
場
で
盛
ん
に
活
動
し
て
い
た
漁
業
家
の
こ
と
を
、
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
稿
で
扱
っ
た
「
漁
場
 
 

持
」
及
び
そ
の
前
身
の
 
「
場
所
請
負
人
」
 
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

場
所
請
負
人
は
、
知
行
主
に
代
っ
て
一
定
の
運
上
金
と
期
間
と
を
契
約
し
て
交
易
を
請
負
っ
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
松
前
藩
の
財
政
は
確
 
 

固
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
場
所
請
負
人
は
、
漁
業
・
商
業
を
発
展
さ
せ
た
ほ
か
、
北
海
道
一
円
に
わ
た
る
重
要
交
通
路
の
完
成
も
ほ
と
ん
 
 

ど
請
負
人
の
負
担
に
お
い
て
実
現
し
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
場
所
請
負
人
は
、
所
属
場
所
を
事
実
上
支
配
 
 

し
、
他
産
業
の
発
達
を
阻
止
圧
迫
し
て
ま
で
も
、
自
己
の
利
益
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
の
支
配
は
、
人
民
に
も
事
実
上
及
ぶ
と
と
も
 
 

に
、
漁
場
及
昆
布
場
と
海
面
利
用
権
（
の
ち
の
漁
業
権
）
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
。
 
 
 

こ
う
し
た
現
状
が
、
租
税
国
家
の
理
念
に
反
し
北
海
道
の
開
拓
に
大
い
な
る
支
障
を
来
す
も
の
と
考
え
た
開
拓
使
は
、
場
所
請
負
の
廃
 
 
 



止
を
す
す
め
る
。
明
治
二
年
九
月
、
場
所
請
負
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
実
施
は
漸
を
以
て
処
置
す
る
と
し
た
。
同
年
十
月
、
場
所
請
負
人
を
 
 

漁
場
持
と
改
称
し
、
そ
の
余
は
従
前
通
り
と
し
た
こ
と
は
、
前
稿
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
漁
場
持
ち
の
特
権
を
徐
々
に
失
わ
せ
る
 
 

一
方
、
開
拓
が
進
め
ら
れ
、
自
営
漁
民
が
よ
う
や
く
創
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
 
 
 

北
海
道
地
所
規
則
制
定
当
時
の
、
こ
う
し
た
過
程
か
ら
み
る
限
り
、
漁
浜
あ
る
い
は
漁
場
・
昆
布
場
の
持
主
は
永
住
者
が
圧
倒
的
に
多
 
 

く
、
寄
留
人
が
所
有
し
漁
業
を
経
営
し
ょ
う
と
す
る
人
は
、
き
わ
め
て
少
数
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
北
海
道
地
所
規
則
▼
の
定
め
方
が
、
耕
 
 

地
・
宅
地
と
漁
浜
・
漁
場
・
昆
布
場
と
の
間
で
差
違
が
あ
っ
て
も
、
や
む
を
え
な
い
。
開
拓
使
と
し
て
は
、
地
租
徴
収
の
た
め
の
調
査
に
 
 

着
手
す
る
一
方
で
、
漁
場
持
を
検
閲
化
し
、
そ
の
漁
場
・
昆
布
場
、
家
屋
倉
庫
敷
地
の
上
地
を
行
わ
せ
る
方
が
先
決
で
あ
っ
た
 
（
明
治
九
 
 

年
九
月
二
十
一
日
、
開
拓
使
布
達
乙
十
号
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
寄
留
民
を
増
や
し
、
一
般
漁
民
の
進
出
を
促
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
 
 

の
間
、
漁
場
持
か
ら
急
激
に
特
権
を
剥
奪
し
ょ
う
と
す
る
と
、
財
政
収
入
の
確
保
や
開
拓
の
推
進
に
支
障
を
来
し
か
ね
ず
、
兼
ね
あ
い
が
 
 

（
3
2
）
 
 

難
し
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
漁
場
持
の
担
税
力
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
七
年
間
も
除
租
を
認
め
る
必
 
 

要
は
な
く
、
五
年
間
の
除
租
で
十
分
で
あ
る
（
永
住
の
漁
民
の
宅
地
（
（
こ
れ
は
漁
場
に
比
し
収
益
力
が
低
い
は
ず
。
）
）
に
か
か
る
免
租
期
 
 

間
で
さ
え
も
七
年
で
あ
る
。
）
と
い
う
考
え
を
、
行
政
当
局
者
は
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

日
 
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
 
 
 

∽
 
開
拓
及
近
代
的
租
税
制
度
を
中
心
と
す
る
国
家
の
建
設
の
支
障
と
な
っ
て
い
た
請
負
人
（
漁
場
持
）
 
の
廃
止
に
目
途
が
つ
き
は
じ
め
 
 

た
明
治
九
年
後
半
、
開
拓
使
ほ
、
地
租
課
税
の
準
備
を
は
じ
め
る
。
明
治
十
年
に
は
漁
場
・
昆
布
場
の
除
租
期
限
が
す
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
 
（
北
海
道
地
所
規
則
三
条
）
。
ま
た
、
開
墾
地
の
中
に
も
、
除
租
期
限
が
切
れ
は
じ
め
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
 
（
「
開
拓
使
東
 
 

一
一
 
 
 



一
二
 
 
 

地
御
親
料
規
則
」
、
「
開
墾
地
収
税
規
則
」
）
。
 
 

（
3
3
）
 
 
 

他
方
、
本
州
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
た
地
租
改
正
も
新
し
い
段
階
を
迎
え
て
い
た
。
明
治
八
年
三
月
t
一
十
四
日
に
は
 
「
地
租
改
正
事
務
 
 

局
」
が
設
置
さ
れ
、
地
租
改
正
の
強
力
な
推
進
者
と
な
っ
た
。
同
年
五
月
末
に
は
 
「
地
租
改
正
条
例
細
目
」
が
定
め
ら
れ
、
地
租
改
正
事
 
 

務
局
が
調
査
に
従
事
す
る
に
あ
た
っ
て
守
る
べ
き
基
準
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
地
方
官
の
着
手
の
緩
急
に
よ
り
改
正
を
行
う
 
 

と
き
は
平
準
権
衡
を
得
難
き
場
合
を
生
じ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
年
月
を
費
や
す
場
合
に
は
多
く
の
要
因
に
よ
り
地
価
の
差
異
を
生
ず
る
 
 

等
の
苦
情
を
招
き
新
法
施
行
の
障
害
と
な
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
松
方
正
義
は
既
に
こ
れ
に
対
し
、
明
治
八
～
九
年
の
両
年
 
 

間
に
改
正
を
完
了
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
が
、
明
治
入
年
八
月
三
十
日
太
政
官
達
一
五
四
号
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
す
 
 

（
3
4
）
 
 

な
わ
ち
、
「
明
治
九
年
ヲ
以
テ
各
地
方
一
般
改
正
ノ
期
限
手
相
定
メ
侯
候
」
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
十
二
月
二
十
七
日
地
租
改
正
事
務
 
 

局
達
で
十
四
号
は
、
「
本
年
太
政
官
第
百
五
十
四
渋
ヲ
以
テ
改
租
ノ
期
限
御
達
相
成
侯
二
付
テ
ハ
山
林
原
野
等
ノ
義
モ
耕
地
（
軸
蜘
）
改
正
済
 
 （

3
5
）
 
 

引
題
詞
査
竣
功
侯
儀
一
可
相
心
得
」
と
し
、
山
林
原
野
の
調
査
を
督
励
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
「
山
林
原
野
調
査
項
目
」
が
公
布
さ
れ
た
。
 
 

山
野
の
調
査
に
つ
い
て
、
「
地
方
官
心
得
書
」
 
（
明
治
六
年
）
が
第
二
、
三
幸
で
、
「
人
民
所
有
ノ
山
林
薮
渾
ノ
類
其
債
ヲ
定
ム
ル
亦
難
シ
其
 
 

一
歳
ノ
収
入
卜
費
買
代
償
ノ
照
應
ヲ
以
テ
定
ム
ヘ
シ
」
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
る
と
、
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

九
年
五
月
に
は
、
太
政
官
布
告
六
十
入
号
で
も
っ
て
、
t
郡
一
区
域
内
に
つ
い
て
人
民
の
過
半
数
が
承
服
し
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
一
部
分
に
つ
い
て
私
見
を
張
り
承
服
し
な
い
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
近
傍
摂
地
等
の
比
準
を
取
り
相
当
の
地
価
を
定
め
て
地
券
を
渡
 
 

（
3
6
）
 
 

し
課
税
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
地
価
に
つ
い
て
容
易
に
承
服
し
な
い
人
々
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
代
の
推
計
課
税
の
始
め
と
思
 
 

わ
れ
る
。
 
 
 

九
年
九
月
に
は
、
関
東
各
県
に
お
け
る
改
租
の
調
査
に
あ
た
る
職
員
に
対
し
、
「
地
租
改
正
事
務
局
出
張
官
員
心
得
書
」
が
出
さ
れ
、
公
 
 
 



（
3
7
）
 
 

正
な
処
理
が
指
示
さ
れ
た
。
他
県
に
も
同
様
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
地
租
改
正
の
作
業
に
あ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
開
拓
使
の
 
 

職
員
に
と
っ
て
も
、
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 

物
 
①
こ
う
し
て
、
開
拓
使
が
地
租
改
正
を
す
す
め
る
べ
き
外
圧
は
、
こ
う
し
て
高
ま
っ
た
が
、
土
地
を
測
量
し
て
地
籍
を
定
め
る
必
要
 
 

が
あ
っ
た
。
明
治
六
年
及
び
八
年
に
は
米
人
を
し
て
、
三
角
測
量
を
行
わ
せ
た
。
そ
し
て
、
九
年
九
月
に
、
全
道
の
大
小
区
画
が
更
定
さ
 
 

（
3
8
）
 
 

れ
た
。
い
ず
れ
も
、
官
費
で
な
さ
れ
た
。
（
三
角
測
量
の
結
果
は
、
十
年
九
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
）
。
な
お
、
札
幌
本
庁
は
中
心
と
な
っ
て
 
 

三
角
測
量
を
行
っ
て
い
た
が
、
十
一
年
十
一
月
に
三
角
測
量
を
中
止
し
、
耕
宅
地
・
海
産
干
場
等
の
測
量
に
切
り
替
え
て
い
る
。
 
 
 

②
九
年
九
月
、
札
幌
本
庁
は
 
「
漁
場
昆
布
場
地
租
創
定
順
序
心
得
」
を
定
め
、
租
税
・
地
理
両
課
の
委
員
を
派
遣
し
実
地
丈
量
を
始
め
 
 

（
3
9
）
 
 

た
。
九
年
十
月
に
ほ
漁
場
昆
布
場
地
租
創
定
順
序
心
得
に
追
加
が
な
さ
れ
た
。
 
 
 

③
 
函
館
支
庁
管
内
に
は
地
子
永
（
の
ち
に
は
地
税
）
が
課
さ
れ
て
き
た
土
地
が
あ
り
、
括
券
地
も
比
較
的
広
範
に
存
在
し
て
い
た
の
 
 

で
、
一
連
の
作
業
を
受
入
れ
や
す
か
っ
た
。
明
治
八
年
に
は
、
「
地
租
改
正
局
達
二
基
キ
田
畑
貢
納
ヲ
地
租
卜
改
稀
シ
検
見
収
税
ハ
蓉
ニ
 
 

（
朋
）
 
 

偽
ル
」
こ
と
と
な
っ
た
。
同
年
、
函
館
本
庁
が
、
一
村
限
り
で
産
高
等
を
調
べ
て
提
出
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
た
旨
の
記
事
が
、
「
開
拓
使
 
 

（
4
1
）
 
 

事
業
報
告
」
第
一
篇
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
指
示
は
、
前
述
の
明
治
九
年
十
月
の
達
の
前
に
、
状
況
を
事
前
に
把
握
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
 
 

（
4
3
）
 
 

（
4
2
）
 
 

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
明
治
九
年
九
月
に
 
「
漁
清
見
布
場
地
租
創
定
順
序
心
得
」
 
及
「
漁
濱
昆
布
場
地
償
検
査
心
得
」
が
定
め
ら
れ
た
の
に
 
 

（
朗
）
 
 

あ
わ
せ
て
、
漁
場
昆
布
場
地
位
等
級
が
定
め
ら
れ
た
。
作
業
が
順
調
に
進
み
、
函
館
支
庁
管
内
の
漁
浜
昆
布
場
の
調
査
は
、
明
治
九
年
中
 
 

（
4
5
）
 
 

に
大
半
を
終
え
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
し
か
に
、
海
産
干
場
地
租
創
定
の
た
め
明
治
九
年
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
委
員
八
名
人
 
 

夫
三
十
余
名
が
管
内
沿
海
を
測
量
し
て
い
る
も
の
の
、
明
治
十
年
四
月
に
は
、
耕
宅
地
地
租
創
定
の
た
め
委
員
七
十
九
名
人
夫
二
十
八
余
 
 

（
4
6
）
 
 

名
が
管
内
市
町
村
を
測
量
し
、
梼
示
を
打
っ
た
も
の
の
各
町
村
の
耕
宅
地
図
を
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
正
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ほ
耕
 
 

一
三
 
 
 



一
四
 
 
 

宅
地
に
か
か
る
調
査
が
後
回
し
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
、
干
場
地
価
は
約
六
万
四
千
五
百
円
 
 

（
は
か
に
宅
地
が
約
八
十
七
円
）
、
干
場
約
五
二
三
坪
（
宅
地
は
約
六
三
坪
）
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

④
根
室
支
庁
管
内
で
は
、
一
部
の
地
（
お
そ
ら
く
場
所
の
所
在
地
と
思
わ
れ
る
。
）
 
に
あ
っ
た
永
住
人
住
居
の
拝
借
地
が
、
明
治
四
年
 
 

（
4
7
）
 
 

十
一
月
か
ら
、
括
券
地
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
八
年
八
月
に
は
漁
場
昆
布
場
の
丈
量
が
行
わ
れ
た
。
入
年
九
月
に
は
、
永
住
人
及
寄
留
 
 

人
の
宅
地
を
永
代
私
有
と
し
、
地
券
が
交
付
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
八
年
十
月
に
は
、
市
井
宅
地
の
測
量
が
始
め
ら
れ
た
の
に
続
き
、
明
 
 

（
4
8
）
 
 

治
九
年
五
月
に
ほ
地
蕃
を
測
量
す
る
た
め
の
委
員
を
出
張
さ
せ
た
。
続
く
明
治
九
年
九
月
か
ら
、
北
海
道
地
所
に
中
り
漁
場
昆
布
場
に
地
 
 

券
を
交
付
す
る
た
め
、
札
幌
本
庁
施
行
の
地
租
創
定
順
序
及
地
価
検
査
心
得
に
思
し
、
委
員
を
派
し
て
各
場
所
毎
に
実
地
丈
量
地
価
調
査
 
 

（
亜
）
 
に
着
手
し
た
。
明
治
九
年
十
一
月
に
は
、
根
室
・
野
付
・
目
梨
・
標
津
の
各
郡
の
漁
場
を
丈
量
し
た
際
、
拝
借
人
の
漁
場
に
つ
い
て
ほ
、
 
 

（
別
）
 
 

拝
借
人
一
名
は
勿
論
の
こ
と
人
夫
四
名
を
も
差
出
さ
せ
て
い
る
が
、
本
州
各
地
よ
り
調
査
協
力
へ
の
負
担
が
重
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
 
 

ま
た
、
同
年
同
月
に
は
北
見
国
の
斜
里
外
三
郡
の
漁
場
に
つ
い
て
丈
量
が
終
了
し
た
も
の
の
、
出
願
人
が
な
く
地
価
が
査
定
で
き
な
か
 
 

（
5
1
）
 
っ
た
。
 
 
 

漁
場
昆
布
場
の
地
償
を
査
定
す
る
た
め
、
明
治
十
年
四
月
及
び
六
月
に
は
千
島
国
に
委
員
が
出
張
し
、
同
年
六
月
に
は
釧
路
国
厚
岸
・
 
 

釧
路
・
白
糠
郡
で
は
厚
岸
在
勤
員
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
が
行
わ
れ
た
。
同
年
八
月
に
は
漁
場
昆
布
場
丈
量
地
債
査
定
が
ま
と
ま
っ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

同
時
期
の
明
治
十
年
七
月
に
は
根
室
市
街
宅
地
の
坪
数
の
再
調
査
が
行
わ
れ
、
数
百
坪
以
上
の
市
街
宅
地
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
下
に
 
 

（
5
2
）
 
 

分
割
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
市
街
地
の
体
を
無
さ
な
い
現
状
を
直
す
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
移
住
希
望
者
が
強
か
っ
た
と
解
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 



㈱
 
本
州
各
地
で
地
租
改
正
作
業
が
鋭
意
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
作
業
の
促
進
に
向
け
、
北
海
道
に
対
し
多
く
の
圧
力
が
加
わ
 
 

る
一
方
、
開
拓
の
支
障
で
あ
っ
た
請
負
人
制
度
が
完
全
に
廃
止
さ
れ
、
ま
た
、
漁
浜
・
昆
布
場
（
静
負
人
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
。
）
の
除
 
 

租
期
間
が
す
ぎ
よ
う
と
し
た
明
治
九
年
後
半
、
開
拓
使
は
地
租
改
正
に
本
格
的
に
と
り
く
み
は
じ
め
た
。
漁
浜
昆
布
場
地
租
創
定
順
序
を
 
 

定
め
、
地
租
創
定
の
た
め
の
実
地
丈
量
を
は
じ
め
る
中
で
、
明
治
九
年
十
一
月
十
四
日
、
開
拓
使
は
、
当
分
の
間
、
地
価
の
百
分
の
一
の
 
 

（
5
3
）
 
 

割
合
で
徴
収
し
た
い
旨
、
上
申
す
る
（
甲
二
十
七
号
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
）
。
と
な
る
と
、
丈
量
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
定
め
る
前
 
 

に
始
め
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
伺
い
は
、
北
海
道
地
所
規
則
十
六
条
の
規
定
が
除
租
満
期
後
の
制
程
は
追
て
相
定
め
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
 
 

も
の
で
あ
る
。
〝
漁
浜
昆
布
場
は
本
年
が
満
期
で
あ
る
。
地
租
改
正
は
地
租
改
正
の
法
規
に
循
う
の
が
本
筋
で
あ
る
。
し
か
し
、
漁
浜
昆
布
 
 

場
耕
宅
地
等
は
、
府
県
と
異
り
、
従
来
貢
租
制
度
が
な
く
、
開
拓
中
で
、
専
ら
民
業
を
勧
誘
し
戸
数
人
口
の
繁
殖
に
努
力
す
る
こ
と
が
目
 
 

下
要
務
の
現
在
、
府
県
と
同
じ
制
度
に
循
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
租
創
定
の
大
要
は
一
般
の
地
租
改
正
の
趣
旨
に
則
り
つ
つ
も
細
部
は
 
 

開
拓
使
が
適
宜
に
処
分
し
た
い
。
管
内
に
一
般
地
券
を
発
行
し
、
地
租
は
当
分
百
分
の
一
と
す
る
。
そ
し
て
、
人
民
の
旧
来
の
所
有
地
等
 
 

漁
浜
昆
布
場
に
つ
い
て
は
明
治
十
年
よ
り
収
税
し
、
そ
の
他
地
所
規
則
や
土
地
売
貸
規
則
に
よ
り
処
分
さ
れ
た
地
所
は
、
除
租
満
期
の
翌
 
 

年
よ
り
右
の
率
で
課
税
す
る
。
開
拓
の
進
歩
に
随
い
土
地
を
漸
次
整
理
し
た
の
ち
、
一
般
成
規
に
基
づ
く
課
税
を
し
た
い
″
と
す
る
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
五
巻
九
三
四
頁
か
ら
九
三
五
頁
も
、
こ
の
伺
い
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
説
明
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
開
拓
急
務
の
 
 

北
海
道
に
は
本
州
各
府
県
と
同
一
の
制
度
を
採
用
で
き
な
い
の
で
、
税
率
を
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
軽
減
し
、
開
拓
が
進
ん
だ
の
ち
一
般
原
則
 
 

に
戻
す
と
、
説
明
し
て
い
る
。
 
 

（
5
4
）
 
 
 

明
治
九
年
十
二
月
二
十
八
日
、
太
政
官
布
告
一
六
一
号
で
も
っ
て
、
こ
の
伺
い
は
裁
可
さ
れ
た
。
「
公
文
録
」
に
は
、
そ
の
間
の
経
緯
は
 
 

一
五
 
 
 



〓
ハ
 
 
 

詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
西
南
の
役
を
控
え
た
時
期
に
一
カ
月
余
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
開
拓
の
重
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
 
 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
大
日
本
租
税
志
」
「
北
海
道
志
」
も
そ
れ
以
上
の
根
拠
を
示
さ
ず
、
布
告
の
通
り
記
す
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
「
開
 
 

（
5
5
）
 
 

拓
使
事
業
報
告
」
第
五
篇
に
は
、
「
開
拓
移
民
勧
誘
ノ
為
」
と
す
る
箇
所
が
一
カ
所
あ
る
。
当
局
と
し
て
は
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
 
 

あ
る
が
、
本
州
各
地
と
同
税
率
に
な
る
の
ほ
相
当
長
く
か
か
る
結
果
と
な
っ
た
。
 
 

㈲
 
地
租
の
税
率
が
、
な
ぜ
「
百
分
の
一
」
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
直
接
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

地
租
改
正
候
例
（
明
治
六
年
太
政
官
布
告
二
七
二
号
）
ほ
、
「
従
来
地
租
ノ
儀
ハ
自
ラ
物
品
ノ
税
家
屋
ノ
税
等
混
清
致
シ
居
候
二
付
改
正
 
 

二
嘗
テ
ハ
判
然
区
分
シ
地
租
ハ
則
地
債
ノ
百
分
ノ
ー
ニ
モ
可
相
定
ノ
虚
未
夕
物
品
等
ノ
諸
税
日
興
ラ
サ
ル
ニ
ヨ
リ
先
ツ
以
テ
地
債
百
分
ノ
 
 

三
ヲ
税
額
二
相
定
侯
得
共
向
後
茶
、
煙
草
、
林
木
其
他
ノ
物
品
税
追
々
空
行
相
成
歳
入
相
増
其
収
入
ノ
額
二
百
萬
園
以
上
二
至
り
供
節
ハ
 
 

地
租
改
正
相
成
侯
土
地
二
限
り
其
地
租
二
右
新
税
ノ
増
額
ヲ
割
合
地
租
ハ
終
二
百
分
ノ
t
ニ
相
成
侯
迄
漸
次
減
少
可
致
事
」
と
す
る
。
ま
 
 

（
5
6
）
 
 

た
、
明
治
六
年
十
二
月
に
大
蔵
省
は
、
「
地
券
税
額
ヲ
原
償
百
分
ノ
三
二
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
論
定
ス
」
 
の
な
か
で
、
「
多
事
ノ
際
蕾
来
ノ
歳
入
 
 

ニ
テ
ハ
現
今
ノ
経
費
二
給
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
ト
錐
モ
今
俄
カ
ニ
民
力
ヲ
量
ラ
ス
其
額
ヲ
増
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
勢
ヒ
固
ヨ
リ
不
可
ナ
ル
モ
 
 

ノ
ア
リ
（
中
略
）
地
租
改
正
ノ
姶
先
ツ
蕾
来
ノ
歳
入
ヲ
減
セ
サ
ル
ヲ
目
的
－
シ
而
シ
テ
賦
課
其
宜
ヲ
得
衆
庶
ノ
幸
不
幸
ヲ
一
洗
セ
ハ
庶
幾
 
 

ク
ハ
改
正
ノ
本
旨
ヲ
達
セ
ン
カ
」
と
す
る
。
要
す
る
に
本
来
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
や
む
を
え
ず
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
た
も
の
で
 
 

あ
り
、
将
来
ほ
二
ハ
ー
セ
ン
ト
に
戻
そ
う
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
当
時
、
地
租
改
正
に
伴
っ
て
、
市
衝
地
と
郡
村
耕
宅
地
と
の
地
租
負
担
の
不
公
平
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
江
戸
 
 

時
代
、
町
家
の
土
地
所
有
に
対
し
て
地
子
が
免
除
さ
れ
、
武
家
地
に
は
地
子
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
京
・
大
阪
は
勿
論
、
そ
 
 

の
他
の
市
衝
地
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
明
治
四
年
三
月
の
、
三
府
五
開
港
場
に
地
租
を
賦
課
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
大
蔵
 
 
 



省
建
議
、
ま
た
四
年
十
月
の
大
久
保
利
通
・
井
上
馨
の
 
「
三
府
下
地
券
発
行
之
儀
」
な
ど
が
出
さ
れ
、
市
街
地
で
の
地
租
収
納
事
業
が
開
 
 

（
5
7
）
 
 

始
さ
れ
る
。
ま
ず
、
東
京
市
街
地
に
対
し
、
明
治
五
年
正
月
「
地
券
発
行
地
租
収
納
規
則
」
が
出
さ
れ
た
。
率
は
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
 
 

（
5
8
）
 
 

た
が
、
五
年
四
月
二
十
七
日
に
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
「
久
シ
ク
無
税
二
慣
ル
、
市
街
地
二
封
シ
新
二
地
租
ヲ
賦
 
 

課
ス
ル
ニ
ハ
極
メ
テ
軽
微
二
出
テ
其
負
澹
ノ
苦
痛
ヲ
感
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
以
テ
可
ト
ス
」
と
、
「
明
治
財
政
史
」
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
大
蔵
 
 

（
5
9
）
 
 

省
の
措
置
は
、
明
治
六
年
六
月
十
五
日
に
全
国
の
市
街
地
に
拡
大
さ
れ
る
。
ま
た
、
市
街
地
租
は
、
売
買
慣
行
の
な
い
地
域
が
多
か
っ
た
 
 

こ
と
も
あ
り
、
郡
村
新
宅
地
と
の
間
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
明
治
八
年
八
月
二
十
八
日
太
政
官
布
告
一
三
三
号
で
 
 

（
6
0
）
 
 

も
っ
て
、
地
価
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
課
税
に
移
行
す
る
。
こ
の
地
価
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
出
さ
れ
た
の
が
、
明
治
九
年
三
月
七
日
地
 
 

（
6
1
）
 
 

租
改
正
事
務
局
遠
別
報
十
四
号
「
市
街
地
租
改
正
調
査
法
細
目
」
 
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
街
地
を
丈
量
し
次
い
で
土
地
の
等
級
を
定
 
 

め
、
以
っ
て
地
価
を
算
出
す
る
手
続
が
整
え
ら
れ
た
。
 
 
 

両
者
を
合
せ
考
え
る
と
、
一
パ
ー
セ
ソ
ー
は
、
最
初
に
市
街
地
に
課
さ
れ
、
つ
い
で
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
 
 

最
初
の
税
率
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
税
率
は
、
地
租
改
正
候
例
の
本
来
の
税
率
（
当
局
の
真
意
と
一
致
し
て
い
た
か
否
か
は
別
で
あ
る
。
）
 
 

で
も
あ
り
、
市
街
地
に
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
よ
る
課
税
の
慣
行
が
一
部
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
採
用
の
理
由
が
記
載
さ
れ
な
 
 

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
地
債
創
定
告
諭
」
 
の
よ
う
な
「
最
大
無
比
ノ
恩
渾
」
と
い
う
表
現
ほ
、
当
を
得
な
い
。
 
 
 

④
 
開
拓
使
は
、
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
を
太
政
官
に
上
申
し
た
同
日
、
「
漁
場
等
割
渡
方
布
達
ノ
義
上
申
」
を
、
あ
わ
せ
て
太
政
 
 

（
6
2
）
 
 

官
に
上
申
し
て
い
る
。
前
日
（
同
月
十
三
日
）
甲
三
号
と
し
て
示
達
し
た
開
拓
長
官
の
達
を
東
京
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
通
達
は
、
従
来
広
大
な
地
所
を
借
受
け
な
が
ら
地
所
相
当
の
営
業
を
行
わ
ず
、
他
人
が
開
業
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
者
が
 
 

少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
老
に
土
地
を
返
還
さ
せ
、
経
界
面
積
を
定
め
て
相
当
の
地
所
を
営
業
志
望
者
に
割
渡
し
ょ
う
と
い
う
 
 

一
七
 
 
 



一
入
 
 
 

も
の
で
あ
る
。
示
さ
れ
た
地
域
ほ
、
千
島
国
を
含
む
七
ケ
国
三
二
郡
に
及
ん
で
い
る
。
胆
振
国
千
歳
・
白
老
・
幌
別
の
三
郡
よ
り
東
の
地
 
 

域
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
開
拓
を
す
す
め
る
べ
き
地
が
ど
こ
で
あ
る
か
、
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

囲
 
「
地
租
創
定
着
手
ノ
義
上
申
」
 
 
 

∽
 
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
が
裁
可
さ
れ
た
あ
と
、
開
拓
使
の
本
支
庁
は
地
租
改
正
の
作
業
を
、
さ
ら
に
積
極
的
に
進
め
る
。
二
年
 
 

後
の
明
治
十
一
年
十
一
月
十
四
日
に
、
開
拓
長
官
は
、
「
府
蘇
一
般
改
正
ノ
旨
趣
二
基
キ
専
ラ
実
施
ノ
景
況
ヲ
酌
量
シ
地
券
発
行
候
例
」
 
 

（
6
3
）
 
を
「
相
設
ケ
逓
年
除
租
満
期
ノ
地
所
ヨ
リ
漸
次
着
手
」
し
た
い
旨
申
出
た
（
「
地
租
創
定
着
手
ノ
義
上
申
」
）
。
同
年
十
二
月
二
十
八
日
に
裁
 
 

可
さ
れ
た
。
ま
ず
、
こ
の
段
階
ま
で
の
前
後
の
各
支
庁
の
動
き
を
考
察
す
る
。
 
 
 

①
札
幌
本
庁
の
場
合
、
九
年
以
来
の
調
査
の
結
果
、
十
年
十
二
月
に
は
漁
場
の
地
償
等
級
表
及
び
海
産
干
場
宅
地
地
償
査
定
表
が
ま
と
 
 

（
6
4
）
 
 

め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
作
業
が
完
了
し
な
く
て
も
、
仮
定
の
地
債
に
よ
り
十
年
分
よ
り
海
産
干
場
地
租
を
十
一
年
七
月
以
降
徴
収
し
（
た
 
 

だ
し
、
十
年
分
は
八
月
二
‡
⊥
日
ま
で
に
完
納
さ
せ
た
。
）
、
耕
宅
地
地
租
は
十
一
年
査
定
の
地
償
等
級
表
に
よ
り
十
二
年
度
以
降
徴
収
し
 
 

（
6
5
）
 
 

て
い
る
。
 
 
 

他
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
九
年
末
に
は
海
産
干
場
地
租
に
つ
い
て
地
租
創
定
請
書
が
一
部
地
域
で
提
出
さ
れ
、
十
年
か
ら
耕
宅
地
の
 
 

地
租
創
定
作
業
を
行
う
た
め
委
員
を
派
し
て
い
る
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
十
三
年
二
月
に
は
、
国
税
地
方
税
徴
収
順
序
が
定
め
 
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
札
幌
本
庁
管
内
の
耕
宅
地
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
二
年
中
に
作
業
が
ほ
ぼ
終
了
し
た
も
の
と
解
 
 

さ
れ
る
。
 
 
 

②
函
館
支
庁
の
場
合
へ
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
九
年
末
に
は
松
前
地
方
に
お
い
て
海
産
漁
場
を
一
村
持
に
す
る
か
、
一
人
別
に
す
る
 
 
 



か
の
論
争
が
決
着
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
函
館
市
街
地
に
つ
い
て
、
明
治
十
年
二
月
に
は
地
税
を
地
租
に
改
め
た
の
ち
、
明
治
十
年
六
月
 
 

（
6
6
）
 
 

に
は
、
そ
の
地
位
等
級
を
十
t
に
、
地
価
も
三
つ
に
区
分
す
る
な
ど
、
函
館
市
街
地
の
地
租
改
正
作
業
も
か
な
り
進
行
し
た
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
に
よ
る
と
、
十
一
年
四
月
以
降
、
函
館
支
庁
管
内
で
耕
宅
地
の
地
租
創
定
調
査
に
着
手
し
、
地
租
改
正
候
例
に
 
 

暑
々
接
っ
て
地
位
等
級
地
償
等
級
を
調
査
し
、
地
価
算
出
に
必
要
な
利
子
は
八
分
八
厘
ま
で
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
利
子
率
は
、
「
地
方
官
 
 

心
得
」
一
二
幸
の
検
査
例
が
か
か
げ
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
本
則
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
場
合
）
又
は
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
本
則
が
六
パ
ー
セ
ン
 
 

ト
の
場
合
）
の
各
々
の
上
限
よ
り
高
い
。
貢
粗
額
の
維
持
と
い
う
面
か
ら
は
後
退
し
て
い
る
が
、
開
拓
を
優
先
さ
せ
た
証
し
で
あ
る
。
現
 
 

（
6
7
）
 
 

実
的
に
も
利
子
率
は
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
 

十
一
年
七
月
に
は
、
地
主
総
代
が
決
め
ら
れ
、
続
い
て
、
同
年
八
月
に
は
、
地
価
査
定
の
際
に
基
準
と
な
る
米
穀
価
格
は
青
森
県
下
の
 
 

（
6
8
）
 
下
等
米
の
価
格
に
よ
る
と
さ
れ
た
。
函
館
地
方
の
経
済
圏
は
、
東
北
地
方
の
経
済
圏
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
と
も
に
、
納
税
者
の
要
望
 
 

も
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
青
森
県
下
で
地
租
改
正
作
業
に
従
事
し
た
者
を
丈
量
及
事
務
担
当
者
と
し
て
招
く
と
と
も
に
、
そ
の
指
導
 
 

（
6
9
）
 
 

・
協
力
を
あ
お
い
で
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
 

明
治
十
二
年
四
月
よ
り
各
郡
の
測
地
作
業
が
再
開
さ
れ
、
十
二
年
六
月
に
は
測
地
作
業
を
終
え
た
。
各
郡
の
鑑
定
人
及
び
各
町
村
の
総
 
 

代
の
意
見
の
聴
取
、
再
調
査
、
支
庁
と
創
定
掛
と
の
協
議
を
経
て
、
同
年
十
t
月
に
は
各
郡
の
調
査
が
終
了
し
た
。
整
理
さ
れ
た
地
償
帳
 
 

（
7
0
）
 
 

が
翌
十
三
年
三
月
各
戸
に
示
さ
れ
、
各
戸
が
調
印
し
た
と
い
う
。
各
戸
が
調
印
し
た
の
は
地
租
創
定
請
書
と
考
え
ら
れ
る
。
松
前
地
方
の
 
 

場
合
は
、
十
二
年
六
月
よ
り
十
三
年
二
月
に
か
け
て
海
産
干
場
の
創
定
請
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
松
前
地
方
で
ほ
地
租
創
走
者
書
の
提
 
 

出
が
早
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
後
述
）
。
地
域
に
よ
り
進
行
状
況
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
各
府
県
に
比
し
て
、
函
館
支
庁
管
 
 

内
で
ほ
全
体
と
し
て
作
業
が
順
調
に
進
行
し
て
い
る
が
、
調
査
を
受
け
る
側
に
海
産
税
に
対
す
る
関
心
が
強
く
、
他
方
、
税
率
や
評
価
額
 
 

一
九
 
 
 



二
〇
 
 
 

が
低
か
っ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
十
二
年
六
月
に
は
、
市
街
地
の
宅
地
地
租
に
つ
い
て
、
十
二
年
 
 

一
月
か
ら
六
月
に
至
る
分
は
仮
納
さ
せ
、
地
租
改
正
後
に
過
不
足
を
計
算
さ
せ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
確
定
を
待
つ
余
裕
が
な
か
っ
た
地
 
 

域
が
あ
る
反
面
、
仮
納
可
能
な
段
階
に
達
し
て
い
た
証
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
函
館
市
街
の
宅
地
に
つ
い
て
も
、
一
連
の
作
業
が
進
 
 

行
し
て
い
る
こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
る
。
 
 
 

③
根
室
支
庁
で
は
、
地
券
の
発
行
に
そ
な
え
、
耕
宅
地
、
海
産
干
場
、
牧
場
等
に
つ
き
、
各
自
所
有
の
地
名
・
坪
数
を
記
し
た
書
面
を
 
 

図
面
と
と
も
に
、
翌
三
月
限
り
で
差
出
す
こ
と
を
十
一
年
二
月
に
求
め
、
つ
い
で
、
同
年
三
月
、
翌
四
月
一
日
よ
り
丈
量
し
剰
余
の
海
産
 
 

（
7
1
）
 
 

干
場
を
割
渡
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
丈
量
後
は
反
別
坪
数
を
表
記
す
る
た
め
標
杭
を
建
て
さ
せ
て
い
る
。
 
 

（
7
2
）
 
 
 

明
治
十
一
年
六
月
に
は
北
海
道
地
券
発
行
候
例
に
基
づ
き
、
多
く
の
海
産
干
場
で
測
量
が
行
わ
れ
る
。
同
十
一
年
十
一
月
か
ら
は
、
北
 
 

（
7
3
）
 
 

見
国
の
斜
里
・
網
走
・
常
呂
・
紋
別
の
各
郡
を
の
ぞ
き
、
海
産
干
場
の
地
租
の
徴
収
が
始
ま
っ
た
 

明
治
十
二
年
一
月
、
厚
岸
地
方
の
湖
沼
の
周
囲
や
河
川
の
里
程
等
を
丈
量
し
、
同
二
月
根
室
市
街
宅
地
の
実
際
売
買
見
込
の
真
価
を
調
 
 

（
7
4
）
 
 

査
し
た
。
同
年
七
月
、
委
員
を
各
地
に
派
し
て
宅
地
等
を
実
測
す
る
と
と
も
に
、
北
見
国
斜
里
・
網
走
・
常
呂
・
紋
別
郡
の
海
産
干
場
に
 
 

（
7
5
）
 
つ
い
て
、
十
年
分
よ
り
旧
漁
場
持
に
対
す
る
営
業
許
可
に
し
た
が
っ
て
地
位
等
級
を
分
ち
売
買
の
真
価
を
定
め
地
券
を
下
付
し
て
い
る
。
 
 

（
7
6
）
 
 

こ
れ
ら
四
郡
の
地
価
ほ
千
島
・
釧
路
・
根
室
国
に
比
し
て
低
く
、
か
つ
細
か
く
等
級
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
四
郡
の
最
高
 
 

地
価
は
北
海
道
の
中
で
も
低
位
に
あ
る
の
に
加
え
、
再
下
級
地
は
、
相
当
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
四
郡
で
も
、
こ
の
頃
に
は
地
 
 

租
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

根
室
・
釧
路
・
北
見
の
耕
宅
地
に
対
す
る
地
租
創
定
検
査
は
、
明
治
十
二
年
十
月
に
終
了
し
た
。
た
だ
し
、
根
室
国
及
北
見
国
の
耕
地
 
 

（
7
7
）
 
 

に
つ
い
て
は
、
創
定
に
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
千
島
国
の
耕
宅
地
に
つ
い
で
は
、
検
査
す
ら
、
お
一
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
耕
地
に
 
 
 



つ
い
て
は
、
青
森
県
産
大
豆
（
下
等
）
の
価
格
を
参
照
し
て
用
い
、
利
子
も
他
支
庁
と
同
じ
く
八
分
入
厘
で
算
定
さ
れ
た
ご
」
れ
ら
根
室
 
 

・
釧
路
・
北
見
三
国
に
つ
き
除
租
が
満
了
し
た
耕
宅
地
に
つ
い
て
十
三
年
t
月
に
、
十
二
年
分
よ
り
徴
収
し
た
。
他
方
、
根
室
郡
の
永
住
 
 

（
7
8
）
 
 

者
に
対
し
、
従
来
貸
与
し
て
い
た
漁
場
昆
布
場
を
実
地
丈
量
の
う
え
、
明
治
十
三
年
七
月
に
地
券
が
交
付
さ
れ
た
。
地
租
の
徴
収
期
限
が
 
 

（
7
9
）
 
 

定
め
ら
れ
た
の
は
、
明
治
十
三
年
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
他
の
支
庁
に
追
い
つ
い
た
こ
と
に
な
る
 

（
8
0
）
 
 
 

な
お
、
山
林
測
量
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
二
年
十
月
か
ら
十
三
年
二
月
に
か
け
て
、
t
部
の
地
域
で
行
わ
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
 
 

（
8
1
）
 
 

措
 
こ
う
し
た
作
業
の
過
程
の
中
で
、
明
治
十
二
年
二
月
疫
、
函
館
支
庁
で
は
「
地
租
創
定
告
諭
」
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
 
 

ば
、
地
租
創
定
ほ
、
〝
租
税
増
加
の
た
め
で
は
な
く
、
除
租
満
期
の
土
地
に
賦
課
し
従
前
の
偏
重
偏
軽
を
改
め
公
正
平
均
に
す
る
た
め
で
あ
 
 

る
。
人
民
の
保
護
の
た
め
政
府
が
あ
り
、
そ
の
費
用
を
人
民
一
般
に
割
合
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
割
合
金
（
租
税
）
を
輸
す
の
は
 
 

人
民
の
義
務
で
あ
り
、
人
民
が
納
税
の
義
務
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
各
自
の
権
利
を
保
全
し
え
な
い
。
税
は
必
ず
偏
軽
偏
重
な
き
こ
と
を
要
 
 

す
る
。
地
租
改
正
法
も
積
幣
を
洗
険
し
公
平
画
一
に
帰
す
る
た
め
施
す
の
で
あ
り
、
北
海
道
も
何
ら
異
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
開
拓
創
 
 

業
す
べ
て
恩
裕
を
蒙
っ
て
い
る
の
に
、
漁
業
に
の
み
税
が
あ
り
、
耕
地
で
税
を
納
め
る
の
は
二
郡
に
す
ぎ
ず
、
他
ほ
殆
ど
無
き
に
等
し
く
 
 

不
公
平
で
あ
っ
て
、
地
券
法
に
よ
り
改
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
府
県
の
人
民
は
、
二
分
五
厘
で
あ
り
初
丈
量
着
手
よ
り
経
費
を
一
切
人
民
 
 

が
負
担
し
て
い
る
の
に
対
し
、
北
海
道
は
百
分
の
一
の
特
典
が
あ
る
ば
か
り
か
、
諸
般
の
事
項
の
皆
を
官
に
於
て
反
覆
丁
寧
に
調
査
し
て
 
 

お
り
、
そ
の
費
用
は
数
年
間
租
税
を
納
め
て
も
償
う
に
足
り
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
所
有
権
を
保
ち
幸
福
を
全
う
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
 
 

り
、
こ
の
最
大
無
比
の
恩
決
に
俗
す
る
人
民
に
疑
惑
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
誤
解
し
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
″
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
告
諭
に
つ
い
て
、
立
場
に
よ
り
賛
否
両
論
は
あ
り
う
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
租
税
理
論
は
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
民
保
護
 
 

の
費
用
を
人
民
が
一
律
に
割
合
で
負
担
す
る
と
い
う
考
え
は
、
〝
市
民
社
会
の
会
費
″
と
い
う
考
え
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
く
と
も
、
近
代
 
 

二
一
 
 
 



二
二
 
 
 

国
家
の
租
税
思
想
と
し
て
十
分
な
段
階
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
租
税
国
家
に
お
け
る
租
税
の
観
念
の
段
階
に
十
分
到
達
し
て
い
 
 

る
。
 
 

一
連
の
作
業
が
相
当
な
段
階
に
達
し
た
段
階
で
、
こ
う
し
た
告
諭
を
出
す
理
由
ほ
詳
ら
か
で
は
な
い
 
（
他
の
支
庁
で
出
さ
れ
た
か
否
か
 
 

不
明
で
あ
る
。
）
。
た
だ
、
海
産
税
と
の
二
重
負
担
が
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
時
に
お
い
て
、
抵
抗
を
招
く
虞
れ
が
相
当
あ
っ
た
こ
と
は
事
 
 

実
で
あ
る
。
ま
た
、
各
府
県
の
地
租
改
正
作
業
は
相
当
進
み
、
中
央
か
ら
盛
ん
に
督
励
を
受
け
て
お
り
、
で
き
る
だ
け
早
く
済
ま
せ
る
よ
 
 

う
に
と
の
心
理
的
圧
迫
は
厳
し
か
っ
た
。
 
 

㈱
 
こ
れ
ま
で
、
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
裁
可
後
の
動
向
を
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
 

は
支
庁
別
に
独
立
し
て
記
載
さ
れ
相
互
に
比
較
し
に
く
い
面
が
あ
る
も
の
の
、
海
産
干
場
（
漁
浜
、
昆
布
場
）
か
ら
作
業
に
着
手
し
て
い
 
 

る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
 
 
 

海
産
干
場
に
つ
い
て
、
札
幌
本
庁
は
九
年
に
調
査
を
始
め
、
十
年
分
は
十
一
年
七
月
・
八
月
ま
で
に
完
納
せ
し
め
て
い
る
。
函
館
支
庁
 
 

も
、
九
年
九
月
に
漁
場
昆
布
場
地
租
創
定
順
序
を
定
め
実
地
丈
量
に
着
手
し
、
十
二
年
十
一
月
に
は
調
査
を
最
終
的
に
終
了
し
、
十
三
年
 
 

三
月
に
各
戸
の
調
印
を
待
て
い
る
。
根
室
支
庁
で
は
、
漁
場
昆
布
場
の
査
定
が
十
年
八
月
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
、
地
域
に
よ
り
徴
収
時
 
 

期
に
差
が
あ
り
、
最
も
遅
く
北
見
国
東
四
郡
で
地
券
を
交
付
し
地
租
を
徴
収
し
は
じ
め
る
の
ほ
十
二
年
八
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
 
 

る
。
北
見
国
東
四
郡
の
作
業
が
遅
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
 
 
 

耕
宅
地
に
つ
い
て
、
札
幌
本
庁
で
は
十
一
年
に
査
定
さ
れ
た
地
価
等
級
法
に
基
づ
い
て
十
二
年
度
以
降
徴
収
さ
れ
て
い
る
の
で
、
十
年
 
 

に
開
始
さ
れ
た
一
連
の
作
業
は
十
t
t
年
度
中
に
一
応
終
了
し
た
と
、
考
え
ら
れ
る
。
函
館
支
庁
に
つ
い
て
は
、
函
館
市
街
地
に
つ
き
十
年
 
 

か
ら
地
租
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
さ
て
お
き
、
十
一
年
四
月
か
ら
耕
宅
地
の
創
定
調
査
に
着
手
し
、
±
奉
十
一
月
に
各
郡
の
地
租
創
 
 
 



定
地
価
調
査
が
終
り
、
地
租
は
十
二
年
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

他
方
、
根
室
支
庁
の
耕
宅
地
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
よ
り
状
況
は
異
な
っ
て
い
る
。
明
治
十
二
年
末
の
時
点
に
お
い
て
、
地
租
創
定
検
 
 

査
さ
え
終
っ
て
い
な
い
地
域
さ
え
存
在
す
る
状
況
で
あ
る
。
根
室
支
庁
管
内
は
、
漁
業
が
中
心
で
、
耕
宅
地
が
少
な
か
っ
た
状
況
を
示
し
 
 

て
い
る
。
大
正
末
期
に
な
っ
て
北
見
国
東
四
郡
に
も
耕
宅
地
が
増
加
し
、
昭
和
入
年
、
網
走
税
務
署
が
分
割
さ
れ
る
に
至
る
。
 
 
 

こ
う
い
う
状
況
の
下
で
、
「
地
租
創
定
着
手
ノ
義
上
申
」
の
理
解
に
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
文
字
通
り
こ
れ
か
ら
一
連
の
作
業
に
 
 

着
手
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
進
め
つ
つ
あ
る
一
連
の
作
業
の
結
果
に
基
づ
き
地
券
を
交
付
し
地
租
を
課
徴
し
て
い
く
旨
の
意
思
 
 

表
示
で
あ
る
と
と
も
に
、
北
海
道
地
券
発
行
候
例
を
定
め
た
旨
の
通
知
と
、
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
伺
は
、
「
調
査
ノ
義
府
牒
一
般
改
 
 

正
ノ
旨
趣
二
基
キ
専
ラ
実
施
ノ
景
況
ヲ
酌
量
シ
地
券
発
行
候
例
別
紙
ノ
通
相
設
ケ
逓
年
除
租
満
期
ノ
地
所
ヨ
リ
漸
次
着
手
ノ
都
合
二
有
 
 

之
」
と
し
て
い
る
し
、
調
査
局
は
 
「
地
券
発
行
候
例
創
設
侯
義
二
付
参
照
ノ
書
類
相
添
供
高
覧
侯
也
」
と
書
き
添
え
て
い
る
。
 
 

飼
 
北
海
道
地
券
発
行
候
例
と
十
年
開
拓
使
布
達
乙
二
十
五
号
 
 
 

m
 
「
地
租
創
定
着
手
ノ
義
上
申
」
 
に
付
さ
れ
た
 
「
北
海
道
地
券
発
行
候
例
」
 
は
、
明
治
十
年
十
二
月
十
三
日
に
開
拓
使
達
十
五
号
と
し
 
 

て
出
さ
れ
た
。
当
上
申
は
、
北
海
道
地
租
の
布
告
に
伴
い
土
地
丈
量
・
地
所
の
制
限
区
分
を
定
め
、
地
券
を
付
与
し
地
租
を
課
収
す
る
が
、
 
 

可
餅
肌
 
 

今
後
、
地
券
発
行
條
例
に
照
ら
し
て
施
行
す
る
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
二
日
前
の
同
月
十
三
日
、
開
拓
使
布
達
乙
二
十
五
号
は
、
地
所
の
区
分
制
限
及
地
券
申
請
、
証
印
税
の
支
納
等
に
関
す
る
候
項
を
 
 

（
8
3
）
 
 

定
め
て
い
る
の
で
、
ま
ず
考
察
す
る
。
 
 
 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
漁
浜
・
昆
布
場
を
海
産
干
場
と
改
称
し
、
地
所
を
宅
地
・
耕
地
・
海
産
干
場
・
山
林
・
牧
場
に
区
分
す
る
 
〓
条
）
。
 
 

二
三
 
 
 



二
四
 
 
 

山
林
・
川
渾
・
原
野
・
河
岸
・
海
岸
を
官
有
地
と
し
、
さ
し
つ
か
え
な
い
場
所
は
望
み
に
よ
り
有
料
で
貸
渡
し
あ
る
い
は
売
渡
す
。
こ
れ
 
 

に
対
し
海
産
干
場
は
海
産
物
採
取
の
た
め
に
設
け
ら
れ
、
所
有
者
自
ら
営
業
し
な
い
と
き
は
他
人
に
貸
渡
し
て
営
業
さ
せ
る
（
二
条
）
。
海
 
 

産
干
場
に
つ
い
て
は
、
営
業
の
差
等
に
従
い
、
地
所
の
坪
数
、
海
面
の
表
口
や
奥
数
が
制
限
さ
れ
て
い
る
（
十
三
候
・
十
四
候
）
。
海
産
干
 
 

場
を
割
渡
後
、
一
週
年
間
着
手
し
な
い
者
及
着
手
後
中
止
す
る
者
は
原
則
と
し
て
上
地
さ
せ
る
が
、
第
三
者
に
売
渡
し
第
三
者
が
営
業
す
 
 

る
か
或
は
中
止
す
る
場
合
は
買
上
げ
る
（
一
入
候
）
。
な
お
、
海
産
干
場
の
海
岸
地
の
浪
打
際
（
満
潮
時
）
の
五
間
な
い
し
十
五
間
は
官
有
 
 

地
で
あ
っ
て
、
干
場
所
の
所
有
者
に
貸
渡
さ
れ
る
（
一
五
億
）
。
こ
の
達
は
、
海
産
干
場
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
当
時
の
実
態
を
示
し
て
 
 

い
る
。
 
 

（
鋸
）
 
 
 

明
治
六
年
大
蔵
省
達
一
入
二
号
ほ
、
私
有
地
の
地
目
を
田
・
畑
・
屋
敷
・
不
定
地
・
山
林
・
原
野
・
荒
地
・
鍬
下
に
区
分
し
て
い
る
 

明
治
十
年
十
二
月
開
拓
使
布
達
乙
二
十
五
号
の
第
一
候
は
、
宅
地
・
耕
地
・
海
産
干
場
・
山
林
・
牧
場
に
地
目
を
分
類
し
て
い
る
。
ま
 
 

た
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
第
五
篇
で
は
、
畑
地
・
宅
地
・
海
産
干
（
乾
）
場
・
田
・
社
地
（
寺
地
を
含
む
）
・
温
泉
地
に
分
け
て
い
る
。
 
 

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
北
海
道
で
の
地
目
の
分
煩
数
は
少
な
く
、
北
海
道
の
実
情
に
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た
形
跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
 
 

（
8
5
）
 
 
 

な
お
、
北
海
道
地
券
発
行
候
例
発
布
後
の
明
治
十
三
年
九
月
大
蔵
省
乙
二
≡
号
は
、
田
・
畑
・
郡
村
宅
地
・
市
街
地
・
塩
田
・
温
冷
泉
 
 

（
8
6
）
 
 

・
山
林
原
野
・
池
沼
・
雑
地
に
分
け
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
十
七
年
太
政
大
臣
布
告
七
号
「
地
租
候
例
」
 
は
、
 
 
 

「
第
一
額
 
田
・
畑
・
郡
村
宅
地
・
市
街
宅
地
・
塩
田
・
鉱
泉
地
 
 

第
二
類
 
池
沼
・
山
林
・
原
野
・
雑
種
地
」
 
 

に
分
類
す
る
。
い
ず
れ
も
、
明
治
十
年
十
二
月
開
拓
使
布
達
乙
二
十
五
号
の
分
類
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
他
方
で
は
海
産
干
場
・
牧
場
と
 
 
 



い
っ
た
項
目
を
除
い
て
い
る
。
 
 

∽
 
北
海
道
地
券
発
行
條
例
は
、
次
の
五
章
に
よ
り
成
る
。
 
 
 

第
t
章
 
総
則
 
 
 

第
二
章
 
土
地
検
査
の
手
続
 
 
 

第
三
章
 
地
価
査
定
の
方
法
 
 
 

第
四
草
 
地
券
調
製
の
手
続
 
 
 

第
五
章
 
地
所
種
類
の
区
分
及
其
制
限
 
 
 

こ
の
う
ち
、
第
二
葦
で
は
、
年
限
に
随
っ
て
丈
量
し
丈
量
に
際
し
予
め
着
手
の
期
窄
を
布
告
し
図
面
等
を
差
出
さ
せ
て
図
面
を
作
る
こ
 
 

と
、
区
分
は
土
地
の
形
勢
に
困
る
こ
と
と
し
、
旧
蝦
夷
人
（
＝
ア
イ
ヌ
）
 
の
住
居
は
官
有
地
と
す
る
こ
と
等
を
定
め
て
い
る
。
丈
量
の
際
 
 

の
原
則
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
相
当
部
分
行
っ
て
き
た
丈
量
作
業
の
原
則
を
確
認
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
 
 
 

第
三
章
で
は
、
地
価
査
定
の
方
法
を
定
め
て
い
る
。
丈
量
後
に
土
地
の
景
況
に
困
り
収
穫
・
売
買
・
入
札
の
三
法
に
よ
り
概
定
し
全
道
 
 

一
般
の
地
位
を
比
較
し
て
定
め
る
（
た
と
え
ば
、
札
幌
の
⊥
等
地
は
函
儲
の
二
等
地
文
は
三
等
地
相
当
）
。
各
地
は
、
一
村
又
は
一
郡
を
通
 
 

観
し
、
市
街
地
も
t
町
内
、
つ
い
で
一
市
街
地
を
通
観
し
て
行
う
。
海
産
干
場
も
漁
業
の
便
否
あ
る
い
は
地
質
の
適
否
及
漁
獲
の
多
寡
運
 
 

輸
等
の
便
等
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
等
級
を
定
め
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
利
子
率
は
あ
ま
り
重
要
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
ょ
う
 
 

ど
、
明
治
九
年
三
月
の
 
「
関
東
八
州
地
租
改
正
着
手
ノ
順
序
」
が
定
め
ら
れ
、
利
子
率
は
一
村
あ
る
い
は
一
郡
ご
と
の
差
等
し
か
認
め
ら
 
 

（
8
7
）
 
 

れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
に
対
応
す
る
。
各
府
県
で
の
地
租
改
正
作
業
の
経
験
を
大
い
に
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
 
 

通
観
方
式
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
頃
の
各
府
県
で
の
進
め
方
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
海
産
干
場
に
つ
い
て
多
 
 

二
五
 
 
 



二
六
 
 
 

く
の
要
素
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
等
級
を
決
め
て
い
る
の
は
本
候
例
の
特
色
で
あ
り
、
各
府
県
宛
の
法
令
通
達
に
は
み
ら
れ
な
い
。
現
実
的
 
 

に
も
海
産
干
場
の
等
級
に
つ
い
て
隣
接
者
同
士
の
差
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
 
 
 

第
四
章
で
は
、
地
券
調
査
録
を
編
成
し
た
の
ち
地
券
を
交
付
す
る
が
、
収
租
地
・
官
用
地
は
甲
の
地
券
録
と
、
除
租
地
は
乙
の
地
券
録
 
 

と
、
そ
れ
ぞ
れ
券
状
と
割
印
す
る
と
す
る
。
地
券
録
を
 
「
収
租
地
・
官
用
地
」
と
 
「
除
租
地
」
 
に
わ
け
る
の
は
北
海
道
に
限
ら
れ
る
よ
う
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
除
租
地
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
明
治
五
年
十
一
月
の
大
蔵
省
達
t
七
五
号
は
、
「
地
税
表
」
 
の
 
 

（
8
8
）
 
 

報
告
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
租
税
地
・
公
有
地
・
税
外
地
に
わ
け
た
表
を
提
出
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
第
四
章
で
は
、
地
券
の
新
規
付
与
及
書
替
の
場
合
に
証
印
税
を
徴
収
し
、
貸
地
証
書
の
新
規
付
与
並
書
換
の
場
合
に
手
数
料
を
 
 

（
8
9
）
 
 

徴
収
し
て
い
る
。
明
治
四
年
以
降
、
地
券
の
交
付
に
際
し
各
府
県
で
も
整
備
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
収
租
地
に
閲
し
各
府
県
よ
り
 
 

低
額
の
証
印
税
を
徴
収
し
て
い
る
ほ
か
、
除
租
地
に
つ
い
て
毎
壱
牧
入
厘
の
証
印
税
を
取
立
て
る
と
と
も
に
、
貸
地
証
書
に
つ
い
て
入
厘
 
 

を
取
立
て
る
な
ど
、
各
府
県
と
異
な
る
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。
証
印
税
に
つ
い
て
も
優
遇
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
除
租
地
・
貸
地
に
つ
い
て
 
 

も
特
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
五
章
で
は
、
こ
の
章
の
三
分
の
二
を
海
産
干
場
に
当
て
、
地
目
へ
の
あ
て
は
め
や
土
地
所
有
の
限
度
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
 
 

（
9
0
）
 
 

て
、
第
五
葺
と
残
る
第
一
章
が
あ
い
ま
っ
て
、
基
本
事
項
が
規
律
さ
れ
て
い
る
 

北
海
道
地
券
発
行
候
例
と
明
治
十
年
開
拓
使
達
十
五
号
と
を
対
比
す
る
と
、
後
者
は
、
候
例
要
綱
と
も
た
と
え
る
べ
き
も
の
で
、
候
例
 
 

と
し
て
の
整
備
が
十
分
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
、
各
府
麻
に
お
け
る
地
租
改
正
の
進
行
状
況
を
ふ
ぜ
え
、
関
係
法
令
の
整
備
を
 
 

で
き
る
だ
け
と
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
北
海
道
の
現
状
を
ふ
ま
え
、
所
要
の
改
正
を
は
ど
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
 
 

に
、
標
題
が
地
租
創
定
候
例
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
江
戸
時
代
か
ら
地
租
が
存
在
し
た
地
域
は
ご
く
少
な
く
、
所
有
権
を
与
 
 
 



え
る
地
域
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
作
業
そ
の
も
の
は
地
租
改
正
作
業
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
各
府
県
に
適
用
 
 

さ
れ
る
布
告
や
達
が
大
い
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
し
、
ま
た
、
と
り
入
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
し
て
、
各
府
県
で
な
さ
れ
た
作
業
と
共
通
 
 

し
た
作
業
が
相
当
進
行
し
た
段
階
で
、
前
述
の
候
例
が
出
さ
れ
た
と
、
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
 
 

内
 
地
租
創
定
の
結
果
 
 

（
9
1
）
 
 

U
 
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
に
収
め
ら
れ
た
国
税
表
お
よ
び
地
租
表
を
ま
と
め
た
の
が
表
4
お
よ
び
蓑
5
で
あ
る
。
明
治
十
年
ま
で
ほ
函
 
 

館
支
庁
管
内
の
渡
島
国
亀
田
郡
の
宅
地
に
し
か
地
租
が
な
い
 
（
も
っ
と
も
、
地
券
税
と
な
っ
て
い
る
が
。
）
。
国
税
衰
及
び
地
租
蓑
に
よ
れ
 
 

ば
、
根
室
支
庁
管
内
で
は
、
明
治
十
年
度
か
ら
海
産
干
場
が
計
上
さ
れ
、
明
治
十
二
年
度
か
ら
、
宅
地
・
畑
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

函
館
支
庁
管
内
で
は
、
海
産
干
場
及
び
宅
地
に
つ
い
て
は
明
治
十
年
度
か
ら
計
上
さ
れ
、
明
治
十
一
年
度
に
急
増
す
る
。
札
幌
本
庁
管
 
 

内
で
は
、
各
地
種
を
通
じ
て
明
治
十
年
度
か
ら
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
宅
地
・
畑
と
も
伸
び
が
著
し
い
。
全
道
を
通
じ
て
、
海
産
干
場
に
 
 

つ
い
て
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
地
租
収
入
に
つ
い
て
み
れ
ば
宅
地
が
海
産
干
場
を
上
回
っ
て
お
り
、
逐
年
両
者
の
差
が
開
く
 
 

ば
か
り
で
あ
る
。
 
 

物
 
こ
れ
ら
の
計
数
は
、
地
租
創
定
作
業
の
進
行
状
況
を
表
し
て
い
る
が
、
地
価
査
定
表
と
比
較
す
る
と
、
両
者
に
は
、
若
干
相
違
が
み
 
 

（
9
2
）
 
 

ら
れ
る
。
 
 
 

①
札
幌
本
庁
の
明
治
十
年
海
産
干
場
宅
地
地
償
査
定
表
（
表
6
）
 
に
よ
れ
ば
、
ご
く
一
部
の
郡
で
総
括
表
の
地
坪
が
上
回
る
も
の
の
、
 
 

総
括
表
よ
り
多
く
の
郡
に
お
い
て
地
価
査
定
表
の
地
坪
の
方
が
上
回
っ
て
い
る
。
両
地
種
と
も
総
括
蓑
に
は
計
上
が
な
い
地
域
さ
え
存
在
 
 

す
る
。
明
治
十
四
年
度
に
な
っ
て
、
海
産
干
場
に
つ
い
て
地
価
査
定
表
の
地
坪
と
総
括
表
の
地
坪
は
は
ぼ
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
宅
 
 

二
七
 
 
 



二
八
 
 
 

地
の
地
坪
は
総
括
表
の
地
坪
の
方
が
上
回
る
。
宅
地
に
つ
い
て
除
租
期
間
を
了
し
た
も
の
が
多
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

②
函
館
支
庁
に
お
い
て
、
明
治
九
年
末
の
「
管
内
海
産
干
場
地
債
査
定
表
」
に
お
け
る
宅
地
の
地
坪
は
、
総
括
表
上
の
宅
地
の
地
坪
よ
 
 

り
少
な
い
。
ま
た
、
海
産
干
場
の
調
査
は
明
治
九
年
中
に
相
当
行
わ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
産
干
場
の
地
坪
は
総
括
衰
に
計
 
 

上
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
北
海
道
漁
業
の
基
地
た
る
地
域
に
お
い
て
も
、
地
税
が
海
産
干
場
の
地
上
部
分
に
対
し
て
課
税
 
 

さ
れ
る
と
い
う
段
階
に
ま
だ
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
宅
地
に
関
す
る
両
表
の
差
異
は
、
海
産
干
場
と
 
 

関
連
し
な
い
宅
地
、
た
と
え
ば
、
海
岸
と
や
や
離
れ
た
地
域
に
あ
る
宅
地
と
か
、
純
粋
な
市
街
宅
地
や
郡
村
宅
地
な
ど
が
、
相
当
存
在
し
 
 

て
い
る
と
思
わ
れ
る
 
（
衰
8
）
。
 
 

（
9
3
）
 
 
 

③
明
治
十
三
年
八
月
「
管
内
漁
場
昆
布
場
地
償
査
定
表
」
ほ
、
根
室
支
庁
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
地
債
査
定
表
中
の
漁
場
・
昆
布
場
 
 

（
9
4
）
 
 

よ
り
総
括
表
の
方
が
面
積
が
広
く
地
租
額
も
多
い
。
開
拓
使
事
業
報
告
が
、
宅
地
に
つ
い
て
、
「
除
租
年
限
中
故
二
地
償
査
定
中
二
止
ル
」
 
 

（
9
5
）
 
 

と
し
な
が
ら
、
総
括
衰
で
は
地
租
が
あ
る
の
は
、
耕
宅
地
関
係
の
地
租
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
も
、
「
管
内
漁
場
昆
布
 
 

場
地
償
査
定
表
」
 
の
地
坪
が
総
括
真
の
地
坪
よ
り
多
く
、
地
価
が
ほ
ぼ
同
額
で
あ
る
こ
と
を
、
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
 
 

（
9
6
）
 
 

㈲
 
明
治
十
二
年
十
一
月
、
開
拓
使
の
柳
田
少
書
記
官
は
地
租
創
定
地
価
調
査
の
調
査
顛
末
を
著
わ
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
計
数
は
、
海
 
 

産
干
場
を
除
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
調
査
顛
末
の
地
坪
が
総
括
表
の
地
坪
よ
り
多
い
の
は
、
除
租
期
間
満
了
前
の
部
分
を
含
む
と
思
 
 

わ
れ
る
。
し
か
し
、
総
括
真
の
地
租
が
、
調
査
顛
末
の
約
3
倍
に
達
す
る
と
い
う
の
ほ
、
同
年
「
六
月
市
街
宅
地
々
債
改
正
中
本
年
一
月
 
 

（
9
7
）
 
 

ヨ
リ
六
月
二
至
ル
地
租
ハ
仮
納
シ
改
正
後
過
不
足
計
算
一
定
ム
」
 
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
 
 

㈲
 
つ
い
で
、
本
支
庁
別
に
地
坪
を
み
る
と
、
明
治
十
年
度
こ
そ
札
幌
本
庁
が
六
割
を
占
め
て
い
た
が
、
明
治
十
一
年
度
か
ら
は
函
館
支
 
 

庁
管
内
で
の
作
業
が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
結
果
、
函
館
支
庁
管
内
の
地
坪
が
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
表
1
0
）
。
 
 
 



地
坪
の
地
種
別
構
成
比
の
推
移
を
み
る
と
、
十
年
度
は
海
産
干
場
が
、
約
半
分
を
占
め
て
い
た
が
、
十
一
年
度
か
ら
は
約
一
〇
パ
ー
セ
 
 

ソ
一
に
低
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
畑
は
十
年
度
こ
そ
約
分
三
の
一
と
第
二
位
に
甘
ん
じ
た
も
の
の
、
明
治
十
一
年
虔
か
ら
ほ
約
三
分
の
 
 

二
を
占
め
つ
づ
け
て
い
る
。
 
 
 

地
租
の
構
成
比
に
つ
い
て
み
る
と
、
宅
地
が
半
分
以
上
を
占
め
つ
づ
け
て
い
る
。
海
産
干
場
は
、
明
治
十
年
度
こ
そ
三
分
の
二
を
占
め
 
 

た
も
の
の
、
十
一
年
度
以
降
は
二
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
数
字
は
、
海
産
干
場
か
ら
作
業
を
す
す
め
、
次
い
で
畑
を
対
象
と
し
た
こ
と
、
し
か
し
、
海
産
干
場
と
畑
の
単
価
が
安
く
、
 
 

収
入
と
し
て
は
宅
地
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 

㈲
 
こ
れ
ま
で
の
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
の
地
租
表
か
ら
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
の
作
業
は
、
明
治
九
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
、
十
 
 

三
年
度
に
ほ
一
応
終
了
し
た
と
、
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
開
拓
使
収
支
統
計
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
年
十
月
よ
り
二
奉
九
月
ま
で
の
期
 
 

間
に
も
地
税
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
遡
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
海
産
干
場
が
全
道
で
一
連
の
作
業
の
対
象
と
さ
れ
て
 
 

い
る
こ
と
、
本
支
庁
の
中
で
は
札
幌
本
庁
で
の
作
業
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
、
根
室
支
庁
で
は
反
対
に
作
業
の
進
行
が
遅
い
こ
と
が
、
確
 
 

か
め
ら
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
地
価
査
定
表
と
総
括
表
と
必
ず
し
も
整
合
し
な
い
。
地
価
査
定
作
業
を
終
え
た
も
の
の
、
ま
た
除
租
年
限
中
の
土
地
が
多
 
 

か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
地
価
査
定
表
が
必
ず
し
も
一
度
に
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
仮
納
付
さ
せ
た
事
例
が
多
い
こ
と
等
、
 
 

多
く
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
除
租
期
間
の
満
了
の
状
況
、
現
実
の
課
税
台
帳
の
収
入
台
帳
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
の
作
成
過
程
 
 

を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

㈲
 
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
を
「
地
租
改
正
報
告
書
」
を
明
治
十
四
年
度
で
比
較
（
表
u
）
す
る
と
、
ま
ず
、
海
産
干
場
が
北
海
道
に
お
 
 

二
九
 
 
 



三
〇
 
 
 

い
て
、
地
坪
・
地
租
と
も
比
重
が
高
い
の
に
対
し
、
全
国
で
は
影
す
ら
見
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
海
産
干
場
は
雑
地
に
含
ま
 
 

れ
て
い
る
が
、
雑
地
を
と
り
だ
し
て
も
全
国
で
は
一
パ
ー
セ
ソ
一
に
も
達
せ
ず
、
青
森
や
岩
手
で
も
ご
く
少
な
い
。
 
 
 

「
地
租
改
正
報
告
書
」
 
で
は
、
山
林
原
野
池
沼
が
、
地
坪
で
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
租
で
丁
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
 
 

し
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
で
は
分
頬
が
な
い
。
除
租
期
限
中
で
も
あ
り
調
査
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

各
府
県
で
は
、
田
や
畑
そ
し
て
宅
地
に
つ
い
て
熱
心
に
地
租
改
正
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
坪
で
田
畑
が
三
五
・
九
 
 

パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
が
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
計
三
人
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
租
で
田
畑
は
九
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
で
八
・
一
 
 

パ
ー
セ
ン
ト
と
、
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
北
海
道
で
は
傾
向
を
異
に
し
、
地
坪
で
は
畑
が
六
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
 
 

地
一
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
海
産
干
場
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
畑
が
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
、
地
租
で
ほ
宅
地
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
海
 
 

産
干
場
一
九
■
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
宅
地
の
比
重
が
き
わ
め
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
北
海
道
で
は
海
産
干
場
に
つ
 
 

い
で
宅
地
と
畑
と
を
重
点
に
し
て
地
租
関
係
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
地
租
の
中
で
も
海
産
干
場
の
地
租
が
そ
れ
な
り
の
ウ
ェ
イ
 
 

ー
を
も
つ
と
と
も
に
、
北
海
道
の
中
で
は
宅
地
の
地
価
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 

S
 
北
海
道
の
正
租
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
前
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
地
租
と
物
産
観
で
あ
る
。
地
租
と
物
産
税
の
計
を
土
地
に
課
せ
ら
 
 

れ
た
も
の
と
し
て
み
る
と
、
全
体
で
は
三
割
な
い
し
四
割
の
高
負
担
と
な
る
（
蓑
1
2
）
。
海
産
干
場
だ
け
に
課
せ
ら
れ
た
と
す
る
と
、
地
租
 
 

は
海
産
干
場
の
地
価
を
上
回
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
海
産
干
場
に
対
す
る
期
待
が
高
く
、
海
産
干
場
の
担
税
力
を
高
く
評
 
 

価
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
が
、
物
産
税
の
北
海
道
水
産
税
へ
の
政
敵
、
及
北
海
道
諸
産
物
出
港
税
の
廃
止
へ
の
突
放
と
な
っ
た
こ
 
 

と
は
、
前
稿
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 



掴
 
丈
量
垂
 
 

（
9
8
）
 
 
 

明
治
十
二
年
二
月
の
 
「
地
租
創
定
告
諭
」
 
は
、
各
府
県
に
お
け
る
地
租
改
正
作
業
と
北
海
道
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
作
業
と
を
 
 

対
比
し
っ
つ
、
北
海
道
の
人
民
に
と
っ
て
有
利
な
地
租
創
定
作
業
に
協
力
す
る
よ
う
、
人
民
に
諭
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
官
が
諸
搬
の
 
 

事
項
を
官
に
お
い
て
反
覆
て
い
ね
い
に
調
査
し
、
人
民
は
収
穫
と
等
級
を
書
き
出
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
等
、
一
連
の
作
業
が
官
の
主
導
で
 
 

な
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
六
年
及
び
八
年
の
三
角
測
量
、
九
年
九
月
の
全
道
の
大
小
区
画
の
決
定
も
、
官
 
 

費
で
な
さ
れ
た
．
。
 
 
 

そ
う
し
た
経
界
測
量
等
は
開
拓
使
の
本
庁
費
（
表
2
5
）
 
で
ま
か
な
わ
れ
て
き
た
が
、
北
海
道
へ
の
移
住
者
が
増
加
し
、
土
地
割
渡
の
出
 
 

（
9
9
）
 
顕
著
が
増
加
し
て
き
た
明
治
十
五
年
四
月
十
八
日
、
根
室
・
札
幌
・
函
館
の
三
膵
令
は
、
連
名
の
上
、
予
算
の
増
配
を
中
央
に
求
め
た
。
 
 

三
膵
令
は
、
大
河
川
で
も
未
了
の
と
こ
ろ
が
多
く
地
理
上
の
事
務
が
大
量
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
丈
量
経
費
を
多
額
に
必
要
と
す
る
鴻
の
 
 

の
経
費
が
不
足
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
移
民
に
地
所
を
割
渡
し
地
券
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
三
県
合
計
五
万
二
千
五
百
余
 
 

円
を
請
求
し
た
。
大
蔵
卿
は
計
三
万
四
千
七
百
余
円
に
査
定
し
、
結
局
、
同
年
十
二
月
に
計
二
万
三
千
円
が
認
め
ら
れ
た
（
表
1
5
）
。
札
幌
 
 

（
畑
）
 
 

県
は
更
に
増
配
を
請
求
し
た
結
果
、
五
千
円
の
増
配
を
受
け
、
十
六
年
以
降
も
毎
年
一
万
八
千
円
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
 
 

（
肌
）
 
 

わ
せ
て
、
丈
量
費
と
い
う
大
科
目
が
設
定
さ
れ
た
。
表
1
5
の
上
か
ら
は
、
明
治
十
二
年
度
か
ら
十
五
年
度
に
か
け
て
の
期
間
が
、
ち
ょ
う
 
 

ど
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
の
ピ
ー
ク
の
期
間
で
あ
る
。
 
 
 

丈
量
費
の
十
二
年
度
か
ら
十
四
年
度
ま
で
の
実
績
は
、
前
記
の
伺
い
の
審
査
過
程
で
、
政
府
の
照
会
要
求
に
こ
た
え
、
報
告
さ
れ
て
い
 
 

る
。
そ
の
前
年
実
績
は
追
加
申
請
額
に
近
似
し
、
十
四
年
度
は
十
三
年
度
を
一
割
程
度
上
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
増
配
額
は
、
は
ぼ
増
 
 

三
一
 
 
 



三
二
 
 
 

加
額
と
同
額
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
丈
量
費
増
加
中
静
は
、
丈
量
担
当
者
の
俸
給
七
庁
費
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
 
「
地
租
改
正
報
告
書
」
 
の
経
費
内
訳
 
 

（
表
1
4
）
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
丈
量
費
は
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
経
費
の
全
て
で
は
な
い
も
の
の
、
丈
量
 
 

費
が
そ
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
、
表
1
4
に
明
ら
か
に
よ
う
に
、
民
費
の
負
担
が
各
府
県
で
は
約
八
割
に
達
し
て
い
る
点
が
、
 
 

北
海
道
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
 
 
 

地
租
改
正
に
お
い
て
、
そ
の
経
費
の
調
達
が
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
公
文
録
」
の
中
に
も
い
く
つ
か
の
伺
い
が
あ
る
こ
と
か
 
 （

Ⅷ
）
 
 

ら
も
、
十
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
地
租
改
正
費
用
地
券
証
印
税
ニ
テ
不
足
ノ
分
徴
収
方
伺
」
 
（
明
治
九
年
三
月
）
 
 

は
、
地
券
証
印
税
に
て
改
正
費
用
を
ま
か
な
い
不
足
分
を
人
民
よ
り
徴
収
し
余
剰
は
人
民
に
返
却
し
ょ
う
と
し
て
お
り
、
一
ケ
月
後
に
承
 
 

（
1
0
1
）
 
 

認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
地
租
改
正
層
用
ノ
義
二
付
伺
」
（
明
治
九
年
五
月
）
は
、
改
正
地
券
に
関
す
る
費
用
が
証
印
税
で
は
不
足
す
る
 
 

と
し
て
、
そ
の
手
当
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
伺
い
も
、
国
又
は
県
が
必
要
な
経
費
の
大
半
を
負
担
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
 
 

て
い
る
。
 
 

〔
注
二
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 巻

」
 
四
一
貫
及
び
五
〇
頁
注
（
3
）
福
島
正
夫
担
当
。
 
 
 

「
佐
々
木
」
 
三
六
貢
。
 
 
 

「
佐
々
木
」
 
二
八
～
三
三
頁
。
「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
二
〓
五
～
三
三
六
貢
。
 
 
 

「
佐
々
木
」
一
四
四
～
一
四
六
貢
。
安
藤
春
夫
「
封
建
財
政
の
崩
壊
過
程
」
。
 
 
 

佐
々
木
寛
司
「
地
租
改
正
」
中
公
新
書
（
以
下
、
「
佐
々
木
」
と
い
う
。
）
 
三
五
頁
。
 
 

「
佐
々
木
」
 
二
云
～
三
六
京
及
六
六
頁
。
旧
民
法
を
起
奏
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
感
嘆
し
た
と
、
言
わ
れ
る
。
「
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
第
一
 
 



（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
矧
爪
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
）
 
 

（
1
8
）
 
 

（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
五
巻
二
三
三
頁
。
津
本
陽
「
下
天
ほ
夢
か
」
（
日
本
経
済
新
聞
連
載
）
の
平
成
元
年
二
月
十
七
日
～
十
九
日
分
は
、
安
土
山
下
 
 

町
の
こ
と
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
 
 
 

佐
藤
進
「
大
阪
地
子
銀
免
除
の
話
」
税
制
史
こ
ぼ
れ
話
第
二
二
回
、
旬
刊
国
税
解
説
速
報
平
成
元
年
三
月
十
八
日
。
 
 
 

た
と
え
ば
麻
布
弼
書
（
福
島
正
夫
「
地
租
改
正
」
吉
川
弘
文
館
、
〔
以
下
『
福
島
』
と
い
う
。
〕
七
三
頁
）
。
 
 
 

「
北
海
道
志
」
巻
之
二
十
（
以
下
「
北
海
道
志
」
と
い
う
。
）
 
四
丁
。
 
 
 

南
鉄
蔵
「
改
訂
北
海
道
総
合
経
済
史
」
 
（
国
書
刊
行
会
（
以
下
、
「
南
」
と
い
う
。
）
 
三
五
一
～
三
五
五
頁
、
三
七
〇
～
三
八
三
頁
、
四
五
一
～
四
 
 

五
三
頁
。
 
 
 

「
南
」
 
三
七
二
～
三
七
三
頁
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
第
五
篇
（
以
下
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
と
い
う
。
）
 
四
五
四
～
四
五
五
京
、
四
二
四
～
四
二
五
頁
。
 
 
 

「
北
海
道
志
」
 
四
～
五
丁
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
二
四
貢
。
 
 
 

「
北
海
道
志
」
 
五
丁
、
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
五
五
貫
。
 
 
 

「
北
海
道
志
」
 
六
丁
。
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
五
六
頁
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
五
四
貢
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
三
五
六
貢
、
五
ニ
ー
頁
。
 
 
 

北
海
道
立
文
書
館
に
多
数
の
地
侶
創
定
関
係
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
請
書
の
か
な
り
の
部
分
の
写
し
が
税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
に
収
集
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
法
規
分
類
大
全
」
 
（
以
下
、
「
大
全
」
と
い
う
。
）
第
一
篇
財
政
門
決
算
五
の
決
算
報
告
書
三
、
四
五
二
頁
以
下
。
と
く
に
四
六
一
～
四
六
二
 
 

頁
。
も
っ
と
も
、
地
税
は
地
券
証
印
税
の
こ
と
で
あ
る
と
、
考
え
て
い
た
可
能
性
は
否
定
し
え
な
い
。
 
 
 

「
南
」
 
四
三
五
～
四
五
五
頁
。
 
 
 

前
稿
参
照
。
 
 
 

「
福
島
」
 
二
三
二
貢
。
 
 

三
三
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三
四
 
 

「
大
全
」
第
三
八
巻
五
t
一
七
～
五
t
一
九
貢
。
「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
二
九
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
二
九
～
九
三
〇
頁
。
「
大
日
本
租
税
志
」
巻
之
四
十
六
、
二
十
六
丁
～
二
十
七
丁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
三
〇
～
九
三
一
貫
。
「
大
日
本
租
税
志
」
巻
之
四
十
六
、
二
十
七
丁
～
三
十
丁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
三
二
～
九
三
三
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
三
〇
頁
。
 
 
 

熊
谷
開
作
「
日
本
の
近
代
化
と
土
地
法
」
 
四
四
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
三
三
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
九
三
三
～
九
三
四
頁
。
 
 
 

こ
の
項
に
つ
い
て
、
鈴
江
英
一
編
「
海
産
干
場
地
租
創
定
関
係
文
書
」
（
『
松
前
町
史
』
史
料
編
第
四
巻
抜
刷
）
〔
以
下
、
「
海
産
干
場
文
書
」
と
い
 
 

う
〕
参
照
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
四
一
〇
～
四
六
四
貢
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
四
三
二
～
四
三
四
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
四
三
九
～
四
四
二
貢
。
北
海
道
へ
の
適
用
は
否
定
さ
れ
て
い
ず
、
北
海
道
に
と
っ
て
も
重
要
な
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

な
お
、
全
国
に
と
っ
て
、
よ
り
重
要
な
「
市
街
地
改
正
調
査
法
」
に
つ
い
て
ほ
、
九
年
三
月
七
日
地
租
改
正
事
務
局
遠
別
報
十
四
号
と
し
て
、
細
目
 
 

が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
、
北
海
道
へ
の
適
用
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
四
四
二
頁
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
五
巻
四
四
四
頁
。
 
 
 

「
明
治
十
四
年
巡
幸
雑
記
 
十
七
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
O
t
三
～
〇
一
四
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
三
六
〇
頁
。
な
お
、
根
室
支
庁
が
参
照
し
た
「
漁
場
昆
布
場
地
贋
検
査
心
得
」
が
、
こ
の
頃
に
出
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
二
九
頁
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
第
一
篇
（
国
立
公
文
書
館
蔵
。
以
下
、
「
第
一
篇
」
と
い
う
。
）
 
二
五
二
貢
。
 
 
 



（
4
2
）
 
 

（
4
3
）
 
 

（
4
4
）
 
 

（
4
5
）
 
 

（
4
6
）
 
 

（
4
7
）
 
 

（
4
8
）
 
 

（
4
9
）
 
 

（
5
0
）
 
 

（
5
1
）
 
 

（
5
2
）
 
 

（
5
3
）
 
 
 

明
治
九
年
自
九
月
至
十
二
月
「
公
文
録
 
－
 
開
拓
使
之
部
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
。
⑳
一
九
二
七
）
 
の
三
十
二
号
案
件
。
 
 
 

甲
第
二
十
七
号
 
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
 
 
 

明
治
五
年
九
月
御
布
告
北
海
道
地
所
規
則
第
十
六
健
二
除
租
満
期
後
ノ
制
程
ハ
追
テ
可
相
定
旨
掲
載
有
之
候
盛
岡
第
三
條
二
掲
載
セ
ル
漁
演
昆
 
 

布
場
ノ
義
ハ
本
年
ニ
テ
満
期
相
成
侯
二
付
地
租
課
収
等
ノ
義
明
治
六
年
第
二
百
七
十
二
親
御
布
告
地
租
改
正
ノ
條
規
二
循
フ
ヘ
キ
筈
二
俣
得
共
漁
 
 

場
昆
布
場
ハ
勿
論
耕
宅
地
等
府
麻
卜
其
鉢
載
ヲ
異
ニ
シ
テ
従
来
貢
租
ノ
制
ナ
ク
且
開
拓
施
行
中
専
ラ
民
業
ヲ
勧
誘
シ
戸
口
繁
殖
ノ
方
ヲ
壷
シ
侯
義
 
 

目
下
ノ
要
務
二
付
遮
然
府
踪
同
軌
ノ
制
二
循
ヒ
難
キ
情
状
有
之
供
間
地
租
創
定
ノ
大
要
ハ
一
般
改
正
ノ
御
趣
旨
二
則
り
其
節
目
二
至
り
侯
テ
ハ
普
 
 

便
限
り
地
方
適
宜
ノ
虚
分
致
シ
管
内
一
般
地
券
ヲ
発
シ
地
租
ハ
普
分
ノ
内
地
償
百
分
ノ
ー
二
定
メ
人
民
替
来
ノ
所
有
地
並
漁
渡
鳥
布
場
ハ
来
明
治
 
 

十
年
ヨ
リ
収
税
シ
其
他
地
所
規
則
土
地
責
貸
親
則
中
各
種
ノ
地
所
ハ
通
年
除
租
満
期
ノ
翌
年
ヨ
リ
右
ノ
租
額
ヲ
課
収
し
開
拓
進
歩
ノ
度
二
随
ヒ
土
 
 

地
漸
次
二
整
理
後
来
自
然
一
般
ノ
成
規
二
適
合
侯
様
施
行
致
シ
度
候
粂
至
急
御
允
裁
有
之
度
比
段
相
伺
候
也
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
一
九
～
t
一
四
頁
。
同
五
〇
～
五
二
真
に
は
、
「
地
租
創
定
順
序
心
得
ノ
解
」
と
題
す
る
注
釈
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
四
三
〇
頁
は
、
「
海
産
干
場
地
地
租
創
定
順
序
」
と
し
て
い
る
。
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
二
五
～
二
六
頁
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
三
〇
頁
。
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
五
貢
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
四
〇
頁
及
二
五
三
貢
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
ニ
ー
貢
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
四
五
頁
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
五
六
京
。
 
 

（
4
9
）
 
に
同
じ
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
二
七
貢
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
五
六
貢
。
 
 

明
治
九
年
十
一
月
十
四
日
 
 

同
五
t
t
～
五
四
頁
に
は
、
「
漁
場
昆
布
場
地
贋
検
査
心
得
ノ
解
」
と
題
す
る
注
釈
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

開
拓
長
官
黒
田
清
隆
 
 

三
五
 
 
 



（
5
4
）
 
 

（
5
5
）
 
 

（
5
6
）
 
 

（
5
7
）
 
 

（
5
8
）
 
 

（
5
9
）
 
 

（
6
0
）
 
 

（
6
1
）
 
 

（
6
2
）
 
 

（
6
3
）
 
 

（
6
4
）
 
 

（
6
5
）
 
 

（
6
6
）
 
 

（
6
7
）
 
 

（
6
8
）
 
 

（
6
9
）
 
 

内
と
さ
れ
、
市
街
地
の
地
租
負
担
率
は
郡
村
地
と
同
水
準
と
さ
れ
る
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
四
三
四
～
四
三
入
貢
。
 
 
 

「
公
文
録
－
開
拓
使
之
部
全
（
明
治
九
孟
九
一
朋
）
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
の
三
十
五
号
案
件
。
 
 

で
あ
る
の
で
、
全
道
で
統
一
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
五
三
三
頁
。
 
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
四
四
四
～
四
四
六
真
の
柳
田
少
書
記
官
の
調
査
て
ん
末
。
 
 
 

（
∬
）
に
同
じ
。
 
 
 

太
政
大
臣
三
傑
賓
美
 
殿
 
 

（
5
3
）
に
同
じ
。
 
 

第
百
六
拾
萱
号
 
 

北
海
道
地
租
ノ
儀
曹
分
地
償
百
分
ノ
萱
二
相
定
侯
候
此
旨
布
告
供
事
 
 

明
治
九
年
十
t
t
月
廿
入
日
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
三
六
〇
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
三
六
〇
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
二
六
六
～
二
七
六
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
二
八
五
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
五
巻
二
八
六
～
～
t
一
入
七
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
巻
四
三
二
貢
、
「
佐
々
木
」
 
 

「
明
治
±
奉
聖
融
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
 

公
文
録
 
－
 
開
拓
使
之
部
全
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
（
◎
二
五
九
一
）
の
十
四
号
案
件
。
 
 

三
六
t
ニ
貢
。
 
 

三
七
九
う
三
八
〇
頁
。
 
 

四
三
七
頁
。
 
 

四
三
九
～
四
五
一
頁
の
表
に
よ
れ
ば
、
平
均
が
八
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、
根
室
支
庁
も
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
 
 

一
五
三
頁
。
な
お
、
明
治
八
年
十
月
太
政
官
布
告
一
五
六
号
で
地
方
費
も
地
租
の
三
分
の
一
以
 
 

太
政
大
臣
三
億
賓
美
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こ
の
段
落
に
つ
き
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
四
四
三
～
四
四
六
頁
。
 
 

「
第
一
幕
」
 
三
五
七
頁
。
 
 

（
7
1
）
に
同
じ
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
二
≡
頁
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
五
七
頁
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
三
四
頁
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
五
三
四
～
五
三
五
革
 
五
二
八
～
五
二
九
頁
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
三
五
貢
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
三
入
貢
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
三
七
九
～
三
人
〇
貢
、
四
五
三
頁
、
五
三
入
～
五
四
〇
頁
。
 
 

「
第
一
篇
」
 
三
五
入
～
三
五
九
貢
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
四
一
～
四
四
三
頁
。
 
 

（
7
1
）
に
同
じ
。
「
明
治
財
政
史
」
九
三
九
～
九
四
入
貢
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
九
三
五
～
九
三
九
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
三
五
～
五
三
九
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
五
四
七
～
五
四
九
頁
は
、
第
三
項
で
「
地
目
」
に
つ
き
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。
 
 

地
税
蓑
ノ
地
目
ハ
左
二
割
証
セ
ル
種
類
ヲ
編
入
シ
其
他
輿
構
ノ
モ
ノ
ハ
塀
似
ノ
地
目
二
編
入
ス
ヘ
シ
 
 

郡
村
宅
地
 
 
 

不
定
田
 
 

沼
 
田
 
 

類
 
外
 
 

不
定
田
 
 

一
毛
畑
 
 
 
薙
 
畑
 
 

準
 
市
 
街
 
 

社
寺
堂
字
数
地
 
 

伐
替
畑
 
 

焼
 
畑
 
 
 

社
寺
境
内
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粂条条文   
明  

治 十  
年  
開  
拓  
使  
達  
乙  

五  
号  

－ 3 1 2   
虚＝． 臼   

対   
15   応  

す  
る  
北  
海  

道 地  
券  
発  
行  
候  
例 の  

條  
文  

4645   5  

ii49－   
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市
街
宅
地
 
 

鍵
田
地
歴
楯
 
 

泉
矧
 
 

山
林
原
野
靴
生
蜘
 
 

池
沼
 
養
魚
地
 
 

雑
地
物
臣
媚
 
 
 

「
明
治
十
七
年
公
文
録
 
大
蔵
省
三
月
第
こ
（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
⑳
三
七
一
九
）
の
一
号
案
件
。
 
 

「
佐
々
木
」
一
一
六
貢
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
五
七
〇
～
五
七
三
頁
。
 
 

「
明
治
財
政
史
」
 
二
六
九
～
t
ニ
ー
四
貢
、
四
一
〇
～
四
八
四
頁
。
 
 

明
治
十
年
開
拓
使
連
乙
二
十
五
号
と
北
海
道
地
券
発
行
候
例
を
対
比
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

萱
 
 
山
 
 
塩
山
 
 
蔭
萱
生
地
 
 
砂
地
 
 

網
干
場
 
 
布
晒
場
 
 

土
取
場
 
 

薮
 
 
 
芝
草
山
 
 
岨
地
 
牧
場
 
 
稀
 
場
 
 
煙
地
 
 

入   
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「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
三
九
六
～
四
〇
七
頁
、
四
七
〇
～
四
八
二
頁
、
五
四
六
～
五
五
〓
且
。
 
 

表
6
～
9
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
二
九
～
五
三
一
貫
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
五
二
八
頁
。
 
 

蓑
9
。
差
と
税
額
が
ほ
ぼ
等
し
い
。
 
 

「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
四
四
～
四
五
二
頁
。
 
 
 

51  
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（
9
7
）
 
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
四
四
頁
。
 
 

（
9
8
）
 
「
開
拓
使
事
業
報
告
」
 
四
四
一
～
四
四
三
頁
ほ
、
各
府
県
と
北
海
道
の
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
対
比
し
て
い
る
。
 
 

莫 大初   調   政   
府   

な 丈   査  の   
の 着   人   

と 手   民   
仁       t血   

に   

つ り   り   よ   各  
り   

い 帳   願   
調   

地   
し   価  

等  貫   
の  

が  府  
切  検   五  

ノヾ   
民   す   】   

の   
る   セ   
の   ン′   

担   み   県  
と  に   

し  下  
げ  

そ  ら   
の  れ   
費  た   
は  

田 日   の   朱   
日 官  事 人  も 地   
の の  項 民  寛租   
費 費  を は  と ほ   
用 や   
を す   

皆 収  な 百     、穫  つ 分   

儀所  反 と  て の   
に 巨  覆 等  しヽ －   北  

足額  て 級  る と  ら に  い を  ○ い   
な し  ね 書   
いて  

う  
特  

かこ さ   
仮   海  
に  査 む   
将  す る   

あ  

q  

さ   
釆  る の  数  ○彗  ら   
の  官   道  
租   に   米   

税  お  殻  を  しヽ  の  納  て 諸  価  る   格  も   や   搬  利  

「
明
治
十
五
年
公
文
録
大
蔵
省
十
月
全
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
㊧
三
三
〇
六
）
第
十
号
案
件
。
 
 

「
明
治
十
六
年
公
文
録
大
蔵
省
五
月
第
二
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
⑳
二
豆
一
六
）
第
四
十
九
号
案
件
。
 
 

「
明
治
九
年
四
月
公
文
録
 
内
務
省
之
部
七
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
㊧
一
入
四
六
）
、
第
一
一
入
号
案
件
。
 
 

「
明
治
九
年
五
月
公
文
録
 
内
務
省
之
部
五
」
 
（
国
立
公
文
書
館
蔵
、
㊧
一
入
五
一
）
、
第
一
四
六
号
案
件
。
 
 
 



H
 
「
海
産
干
場
地
租
創
定
関
係
文
書
」
 
 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
海
道
の
地
租
改
正
事
業
ほ
、
他
の
府
県
と
異
な
り
、
漁
場
・
昆
布
場
・
鰊
場
・
納
屋
場
・
魚
屋
場
な
ど
と
呼
 
 

ば
れ
た
海
産
干
場
か
ら
着
手
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
最
も
重
要
な
対
象
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
海
産
干
場
に
対
す
る
一
連
の
作
業
 
 

を
具
体
的
な
文
献
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も
、
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
一
連
の
作
業
に
関
す
る
諸
史
料
に
ほ
、
法
規
、
指
令
、
作
業
経
過
報
告
、
出
先
と
本
部
と
の
往
復
文
書
、
漁
具
・
漁
夫
・
漁
 
 

獲
高
な
ど
の
報
告
・
上
申
書
等
の
地
租
の
決
定
か
ら
地
券
発
行
に
至
る
ま
で
、
多
種
雑
多
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
多
く
が
北
海
道
立
文
書
 
 

館
や
国
立
公
文
書
館
等
に
収
集
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
北
海
道
立
文
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
史
料
の
う
ち
松
前
地
方
の
部
分
 
 

（
1
）
 
 

が
「
松
前
町
史
」
史
料
編
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
材
料
に
し
て
、
一
連
の
作
業
を
具
体
的
に
考
察
す
る
。
な
お
、
「
海
産
干
場
地
 
 

租
創
定
関
係
文
書
」
に
み
る
諸
史
料
の
事
実
経
緯
に
つ
い
て
ほ
、
表
1
7
を
参
照
。
 
 

目
 
松
前
地
方
の
海
産
干
場
 
 
 

m
 
松
前
地
方
は
、
松
前
藩
の
本
領
で
あ
り
、
場
所
請
負
人
の
多
く
が
居
住
し
て
い
た
。
海
産
干
場
の
担
税
力
も
高
く
、
海
産
干
場
の
割
 
 

凌
が
な
さ
れ
、
そ
の
売
買
の
慣
行
も
存
在
し
て
い
た
。
「
海
産
干
場
地
租
創
定
関
係
文
書
」
に
も
、
天
保
十
二
年
（
一
入
四
こ
の
「
永
代
 
 

（
2
）
 
 

譲
渡
家
屋
敷
謹
文
之
事
」
な
ど
、
二
十
件
の
例
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
偶
然
で
あ
る
が
西
在
の
地
で
あ
り
、
永
代
譲
 
 

四
一
 
 
 

三
 
各
地
方
に
お
け
る
作
業
 
 



四
二
 
 
 

渡
の
慣
行
が
古
く
か
ら
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
近
代
的
所
有
権
が
誕
生
し
っ
つ
あ
っ
た
 
 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
域
は
、
漁
場
持
（
場
所
請
負
人
を
含
め
て
）
 
の
影
響
が
非
常
に
強
く
、
彼
ら
に
よ
り
漁
場
・
昆
布
場
 
 

・
家
屋
倉
庫
敷
地
な
ど
が
広
く
占
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
域
か
ら
地
租
改
正
作
業
が
着
手
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
し
、
租
 
 

税
国
家
を
打
ち
た
て
る
と
と
も
に
、
開
拓
を
強
力
に
推
し
進
め
て
い
く
た
め
に
も
要
求
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 
 

開
拓
使
函
館
支
庁
ほ
、
「
地
租
創
定
取
調
」
又
は
「
地
租
創
定
取
調
掛
」
を
置
き
、
一
連
の
作
業
に
あ
た
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
役
職
は
、
 
 

他
の
支
庁
に
も
当
然
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

所
轄
官
庁
で
あ
る
開
拓
使
函
館
支
庁
は
、
松
前
分
署
に
、
「
持
場
内
新
宅
地
及
漁
場
等
、
旧
館
藩
之
節
券
状
等
之
モ
ノ
各
人
民
江
輿
へ
侯
 
 

哉
二
有
之
侯
虚
、
右
は
照
考
之
為
入
用
二
付
取
纏
メ
地
所
二
関
ス
ル
券
状
二
似
寄
之
モ
ノ
ニ
テ
モ
不
残
写
ヲ
製
シ
、
其
由
来
ヲ
記
シ
取
調
 
 

（
5
）
 
 

可
差
出
」
旨
布
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
明
治
九
年
十
月
末
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
達
は
活
字
文
と
し
て
広
く
領
布
さ
れ
た
の
で
は
な
 
 

く
、
読
み
聞
か
さ
れ
た
所
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
上
申
書
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
は
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
文
言
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
 
 

い
。
そ
し
て
、
酉
在
の
村
々
は
、
福
山
市
中
の
外
は
券
状
の
も
の
は
渡
さ
ず
、
水
牒
を
製
し
、
売
買
の
節
に
村
役
限
り
で
奥
印
を
捺
し
て
 
 

き
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
は
無
い
と
、
明
治
九
年
十
一
月
十
一
日
に
上
申
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
明
治
十
年
一
月
七
日
、
調
書
や
収
 
 

穫
高
調
等
を
提
出
す
る
も
の
の
、
「
福
島
郡
各
村
之
内
認
方
不
都
合
之
分
有
之
、
認
替
申
達
未
夕
進
達
不
致
侯
故
、
今
便
間
二
合
兼
侯
間
、
 
 

（
6
）
 
後
便
可
差
進
侯
条
」
と
し
、
協
力
を
申
し
出
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
東
在
の
村
で
は
、
券
状
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
の
み
上
申
す
る
 
 

（
7
）
 
 

だ
け
で
、
追
加
し
て
資
料
を
差
出
す
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
 
 

（
8
）
 
 
 

こ
の
上
申
は
九
年
十
二
月
十
五
日
付
で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
は
一
村
挙
げ
て
一
人
持
の
漁
場
を
出
願
し
て
い
る
。
評
価
人
が
選
定
さ
れ
 
 

つ
つ
あ
り
、
作
業
が
西
在
に
比
し
て
、
一
段
階
飛
躍
し
七
い
た
こ
と
が
、
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
西
在
の
村
々
が
、
十
年
一
 
 
 



月
七
日
付
で
上
申
し
た
こ
と
は
、
漁
場
を
一
村
で
持
つ
 
（
共
有
 
－
 
む
し
ろ
当
時
の
意
識
か
ら
す
る
と
合
有
1
）
 
の
か
、
一
人
一
人
が
 
 

持
つ
の
か
、
争
い
が
あ
り
、
一
連
の
作
業
が
停
滞
し
ょ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
幸
い
に
し
て
停
滞
が
解
消
し
た
こ
と
に
、
原
田
す
る
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

酉
在
の
村
々
（
入
相
）
が
一
村
持
を
主
張
し
た
の
は
、
明
治
九
年
十
一
月
二
十
二
日
、
担
当
者
が
出
張
し
て
き
た
際
の
こ
と
で
あ
る
と
、
 
 

「
海
産
干
場
地
租
関
係
文
書
」
 
は
述
べ
る
。
し
か
し
、
い
き
な
り
八
ケ
村
が
ま
と
ま
る
は
ず
が
な
く
、
少
な
く
と
も
九
年
十
月
末
に
券
状
 
 

の
よ
う
な
も
の
を
提
出
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
か
ら
相
談
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
t
村
持
を
主
張
し
た
村
々
は
、
理
由
と
し
て
、
M
こ
 
 

（
9
）
 
 

れ
ら
の
村
々
は
、
従
前
よ
り
誰
が
所
有
し
て
い
る
の
か
区
別
し
て
き
て
お
ら
ず
、
古
来
t
村
共
有
の
も
の
と
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
、
回
 
 

（
1
0
）
 
 

一
人
た
り
と
も
己
の
漁
場
と
取
極
置
く
も
の
も
な
く
、
官
民
有
地
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
こ
と
、
い
不
漁
の
た
め
に
他
郡
に
追
緋
を
し
て
 
 

お
り
、
た
ま
た
ま
前
の
浜
に
緋
の
群
が
到
来
し
た
と
き
は
各
村
の
漁
民
が
集
っ
て
、
場
所
区
別
を
問
わ
ず
に
収
狂
し
て
い
る
。
仮
に
、
一
 
 

触
仰
凡
 
 

人
持
に
す
る
と
、
そ
の
人
が
取
締
る
の
で
、
村
内
勝
手
に
漁
業
仕
兼
ね
る
と
と
も
に
、
現
在
不
漁
で
割
渡
を
受
け
ら
れ
る
余
裕
が
な
い
こ
 
 

と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
地
域
の
経
緯
と
t
人
持
と
な
っ
た
と
き
の
漁
業
へ
の
支
障
を
理
由
と
し
て
反
対
す
る
。
こ
の
地
 
 

域
で
は
、
惣
代
と
い
っ
て
も
、
漁
場
持
と
し
て
の
影
響
力
は
既
に
失
わ
れ
、
漁
民
代
表
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
 
 

ら
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
親
し
ん
だ
漁
民
の
意
を
く
ん
で
反
対
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
漁
民
が
新
規
課
税
と
理
解
し
た
と
考
え
ら
れ
 
 

る
。
）
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
そ
れ
よ
り
条
件
が
悪
い
と
考
え
ら
れ
る
東
在
の
地
域
、
す
な
わ
ち
川
下
及
部
村
は
畑
作
中
心
で
漁
業
と
い
っ
て
も
川
鮭
漁
 
 

に
す
ぎ
ず
、
H
大
沢
村
は
奥
地
出
稼
が
専
ら
で
あ
り
、
H
荒
谷
村
は
小
村
で
昆
布
取
を
専
ら
と
し
つ
つ
も
衰
徽
に
向
か
っ
て
お
り
、
H
炭
 
 

（
1
2
）
 
 

焼
沢
村
は
他
の
村
と
別
区
画
で
土
地
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
持
に
顕
著
な
反
対
行
動
を
示
さ
ず
一
．
人
持
漁
場
を
受
諾
し
た
 
 

四
三
 
 
 



四
四
 
 
 

理
由
は
、
詳
ら
で
は
な
い
。
分
署
か
ら
の
説
得
と
 
（
詳
し
い
内
容
不
明
）
と
、
地
租
が
予
想
以
上
に
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

（
1
3
）
 
 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
九
年
十
二
月
中
旬
に
は
、
松
前
地
方
に
お
い
て
一
村
持
か
、
あ
る
い
は
一
人
持
か
と
い
う
論
争
は
ほ
ぼ
決
着
し
、
 
 

以
後
、
本
格
的
に
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
本
庁
か
ら
明
治
九
年
十
月
七
日
に
指
示
さ
れ
て
い
た
評
価
人
の
選
定
も
、
論
争
の
終
結
を
予
期
 
 

し
た
か
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
漁
場
昆
布
場
評
価
調
が
明
治
九
年
十
二
月
中
に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
評
価
人
の
 
 

選
定
か
ら
評
価
調
の
提
出
ま
で
が
極
端
に
短
い
 
（
早
け
れ
ば
二
～
三
日
、
長
く
て
二
週
間
）
 
こ
と
か
ら
、
自
己
中
告
と
い
っ
た
性
格
の
も
 
 

の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
地
価
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
1
4
）
 
 
 

な
お
、
同
じ
よ
う
な
「
海
産
物
五
ケ
年
収
穫
調
」
が
、
明
治
九
年
十
t
月
上
旬
に
各
村
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
評
価
 
 

人
の
署
名
が
な
い
。
こ
れ
は
、
実
地
調
査
に
先
立
っ
て
提
出
さ
せ
た
も
の
で
、
こ
の
際
に
は
西
在
の
地
域
も
提
出
を
拒
否
し
て
い
な
い
。
 
 

各
漁
種
別
に
明
治
五
年
～
九
年
の
村
全
体
の
収
穫
高
の
報
告
で
あ
る
が
、
当
時
の
海
産
税
則
の
状
況
と
一
致
す
る
か
否
か
は
断
言
で
き
な
 
 

い
が
、
や
や
低
目
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

（
1
5
）
 
 
 

ま
た
、
「
海
産
収
穫
高
調
」
と
題
す
る
一
連
の
文
書
が
あ
る
。
十
二
年
十
t
一
月
の
日
付
が
多
く
、
各
村
ご
と
漁
家
ご
と
に
そ
の
町
村
で
 
 

各
漁
家
が
収
穫
し
た
量
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
評
価
人
が
署
名
し
て
い
な
い
が
、
村
用
係
と
戸
長
の
連
署
が
あ
る
も
の
が
多
い
。
前
記
 
 

の
 
「
海
産
物
五
ケ
年
収
穫
調
」
と
、
あ
る
程
度
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
t
人
別
か
一
村
持
か
の
論
争
が
決
着
し
た
後
に
ま
と
め
 
 

ら
れ
る
資
料
と
は
思
わ
れ
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
見
切
発
車
で
作
業
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
 
 

よ
、
こ
の
調
が
地
価
を
決
定
す
る
重
要
な
材
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
 
 

∽
 
こ
う
し
て
、
割
渡
を
受
け
た
あ
と
、
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。
申
告
と
評
価
と
の
問
に
差
が
あ
れ
ば
、
入
札
が
行
わ
れ
て
、
各
村
の
 
 

「
等
位
地
価
略
表
」
が
作
成
さ
れ
る
。
「
海
産
干
場
地
租
創
定
関
係
文
書
」
に
は
、
東
在
を
中
心
に
五
力
村
分
の
地
価
等
位
略
表
が
収
め
ら
 
 
 



（
1
6
）
 
 

れ
て
い
る
が
、
前
後
の
関
係
か
ら
九
年
十
二
月
後
半
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
 
「
等
位
地
価
略
表
」
 
に
基
づ
い
て
公
定
地
価
が
決
定
さ
れ
、
住
民
か
ら
受
善
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
。
あ
わ
せ
て
、
村
全
体
の
反
 
 

別
価
格
が
 
「
漁
場
昆
布
場
地
償
反
金
表
」
 
に
整
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
村
の
地
租
総
額
が
 
「
漁
場
昆
布
場
反
別
地
償
表
」
 
に
ま
と
め
 
 

（
1
7
）
 
 

ら
れ
る
。
「
海
産
干
場
地
租
関
係
文
書
」
 
に
は
松
前
地
方
の
各
町
村
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
表
2
0
で
ま
と
め
た
。
い
ず
れ
も
 
 

「
漁
場
・
昆
布
場
」
が
 
「
海
産
干
場
」
と
改
称
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
明
治
十
年
十
二
月
前
の
作
成
と
思
わ
れ
る
。
坪
数
は
緋
漁
場
内
の
 
 

宅
地
を
含
む
も
の
の
、
開
拓
使
事
業
報
告
の
地
租
表
（
津
軽
郡
）
 
の
坪
数
と
は
ぼ
t
致
し
、
地
価
も
酷
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
 
 

治
十
年
末
に
は
松
前
地
方
の
海
産
干
場
に
つ
い
て
実
地
調
査
が
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

㈱
 
各
町
村
で
決
定
さ
れ
た
地
価
を
ま
と
め
た
地
価
帳
の
記
載
内
容
を
承
認
す
る
請
書
（
戸
長
及
び
町
村
用
係
が
連
署
す
る
。
）
が
、
明
治
 
 

十
二
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
提
出
さ
れ
た
。
各
村
で
順
次
地
券
が
発
行
さ
れ
、
明
治
十
二
年
六
月
か
ら
十
三
年
二
月
に
か
け
て
、
地
 
 

（
1
8
）
 
 

券
状
請
取
謹
（
ま
た
は
地
券
受
取
之
証
、
地
券
請
取
証
）
が
提
出
さ
れ
る
。
地
券
書
換
及
び
焼
失
し
た
地
券
の
再
発
行
を
含
ん
で
い
る
。
 
 
 

東
在
の
方
が
交
付
が
遅
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
ほ
不
明
で
あ
る
。
西
在
で
は
、
原
口
村
・
江
良
町
村
・
板
都
田
村
・
札
前
村
し
か
、
 
 

「
海
産
干
場
地
租
関
係
文
書
」
 
に
納
め
ら
れ
て
な
い
。
お
そ
ら
く
、
交
付
が
遅
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
各
村
別
の
海
産
干
場
地
券
受
取
 
 

状
況
（
表
1
9
）
を
み
る
と
、
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
交
付
さ
れ
て
い
な
い
。
海
産
干
場
の
作
業
が
先
行
し
た
と
し
て
も
、
地
券
の
交
付
 
 

は
、
他
の
地
目
と
歩
調
を
合
わ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 

臼
 
札
幌
本
庁
管
内
の
地
租
創
定
請
書
 
 

札
幌
本
庁
管
内
の
地
租
創
定
関
係
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
道
立
文
書
館
に
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
地
租
創
定
請
書
に
つ
 
 

四
五
 
 
 



四
六
 
 
 

い
て
、
税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
は
写
真
に
よ
り
収
集
し
た
。
こ
の
項
で
は
、
こ
の
収
集
分
に
つ
い
て
、
簡
単
に
分
析
を
試
み
よ
う
と
す
 
 

る
も
の
で
あ
る
 
（
な
お
、
文
書
館
所
蔵
の
請
書
の
全
部
を
収
集
し
え
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
）
。
 
 
 

収
集
分
の
う
ち
、
漁
場
は
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
な
く
、
後
志
及
び
旦
南
の
国
に
し
か
見
当
ら
な
い
。
前
稿
で
示
す
よ
う
に
、
場
所
 
 

が
全
道
に
広
が
っ
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
漁
場
の
請
書
が
少
な
い
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
十
二
年
当
時
の
札
幌
 
 

（
1
9
）
 
 

本
庁
の
状
況
か
ら
い
え
ば
、
二
割
弱
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
 

松
前
地
方
の
漁
場
の
地
租
創
定
論
善
が
、
前
項
で
扱
っ
た
よ
う
に
明
治
十
t
一
年
五
月
の
日
付
で
あ
る
の
に
対
し
、
表
2
1
に
み
る
よ
う
 
 

に
、
明
治
九
年
か
ら
十
四
年
の
日
付
と
、
幅
が
非
常
に
広
い
。
旦
南
国
、
胆
振
国
及
び
石
狩
国
の
分
は
、
明
治
十
二
年
が
多
い
の
に
対
し
、
 
 

後
志
国
で
は
明
治
十
年
後
半
及
び
明
治
十
一
年
後
半
の
日
付
が
多
い
。
後
志
国
で
は
、
非
常
に
順
調
に
請
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
後
志
国
・
旦
南
国
の
請
書
を
み
る
と
、
漁
場
は
明
治
十
年
の
日
付
が
多
く
、
一
部
が
明
治
九
年
の
日
付
で
あ
る
。
松
前
地
方
 
 

の
漁
場
と
同
じ
く
、
早
め
に
漁
場
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
後
志
国
・
旦
南
国
で
は
、
漁
民
の
協
力
度
が
高
 
 

く
、
納
税
意
識
も
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

札
幌
本
庁
は
、
漁
場
と
後
志
国
に
重
点
を
お
い
て
、
一
連
の
作
業
を
す
す
め
た
こ
と
が
、
以
上
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
国
に
よ
っ
て
、
協
 
 

力
度
が
違
う
こ
と
は
、
全
部
の
資
料
を
分
析
し
な
い
と
、
そ
の
理
由
は
何
か
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
地
域
に
よ
っ
 
 

て
、
請
書
の
日
付
に
幅
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
分
析
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

囲
 
根
室
支
庁
を
中
心
に
L
た
地
所
割
渡
の
動
き
 
 

地
所
割
渡
の
動
き
と
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
作
業
と
は
、
作
業
が
関
連
し
、
開
拓
使
事
業
報
告
で
も
両
方
の
項
に
ま
た
が
っ
て
記
述
さ
 
 
 



れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
根
室
支
庁
を
中
心
に
し
て
地
所
割
渡
の
動
き
を
な
が
め
る
こ
と
と
し
た
い
 
（
表
2
2
・
2
3
参
照
）
。
「
開
拓
使
事
業
報
 
 

告
」
よ
り
少
し
遅
れ
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
根
室
麻
史
草
稿
」
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
は
、
開
拓
使
事
業
報
告
と
形
式
や
記
述
方
針
が
一
致
し
 
 

て
お
り
、
内
容
も
や
や
詳
し
い
の
で
、
検
討
す
る
。
 
 
 

宅
地
と
海
産
干
場
を
中
心
に
、
明
治
五
年
に
根
室
支
庁
管
内
の
ほ
ぼ
全
域
に
わ
た
っ
て
、
地
所
が
無
代
で
下
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
 
 

模
は
、
払
下
げ
が
盛
ん
に
な
っ
た
頃
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
。
翌
明
治
六
年
に
は
無
代
で
下
与
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
時
期
 
 

に
集
中
し
て
い
る
の
か
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
明
治
六
年
か
ら
払
下
げ
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
根
室
国
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
釧
路
国
で
は
十
年
に
な
っ
て
払
下
げ
が
始
ま
 
 

る
。
北
見
国
に
つ
い
て
は
、
十
二
年
に
紋
別
村
の
ご
く
一
部
の
宅
地
が
払
下
げ
ら
れ
た
後
ほ
、
十
六
年
ま
で
払
下
げ
が
な
い
。
 
 
 

地
種
で
み
る
と
、
宅
地
・
畑
の
海
産
干
場
の
順
に
払
下
げ
が
始
ま
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
海
産
干
場
か
ら
払
下
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
 
 

い
。
ま
た
、
漁
場
持
の
力
が
弱
ま
る
に
つ
れ
て
払
下
が
増
加
し
て
い
く
が
、
地
租
創
定
作
業
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
十
二
年
頃
か
ら
全
体
的
 
 

に
払
下
げ
が
急
増
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
所
有
権
が
次
第
に
定
着
し
て
い
く
様
子
を
、
う
か
が
わ
し
め
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
払
下
状
況
と
地
租
蓑
（
蓑
4
）
と
を
対
比
し
た
と
き
、
も
っ
と
も
理
解
し
難
い
の
は
、
畑
と
宅
地
に
つ
い
て
ほ
払
下
げ
が
先
 
 

行
し
て
地
租
表
の
地
坪
が
追
い
か
け
て
い
る
の
に
対
し
、
海
産
干
場
に
つ
い
て
は
地
租
表
の
地
坪
が
は
る
か
に
先
行
し
（
し
か
も
、
明
治
 
 

十
年
度
と
十
四
年
度
と
で
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
強
し
か
違
わ
な
い
。
）
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
地
租
表
を
表
5
で
み
る
と
根
室
支
庁
管
 
 

内
で
は
、
明
治
十
・
十
1
年
度
に
は
海
産
干
場
し
か
計
上
さ
れ
ず
、
宅
地
と
畑
が
地
租
蓑
に
登
場
す
る
の
は
明
治
十
二
年
度
か
ら
で
あ
る
 
 

の
に
対
し
、
「
根
室
麻
史
草
稿
」
 
（
本
稿
で
は
表
2
2
■
2
3
）
 
で
は
、
明
治
入
年
か
ら
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
無
償
下
与
の
中
に
は
漁
場
で
漁
業
を
し
て
い
る
老
が
多
く
含
ま
れ
、
十
年
度
に
は
除
租
期
限
が
切
れ
又
は
 
 

四
七
 
 
 



四
八
 
 
 

切
れ
か
か
っ
て
い
る
地
が
多
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
畑
よ
り
も
漁
場
の
方
で
働
こ
う
と
す
る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
 
 

ろ
う
。
海
産
干
場
か
ら
改
正
作
業
が
着
手
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
他
 
 

の
本
支
庁
以
上
に
海
産
干
場
に
ウ
ェ
イ
ト
が
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
根
室
支
庁
で
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
が
、
表
4
及
び
5
と
表
 
 

2
2
及
び
2
3
の
差
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

〔
注
三
〕
 
 

（
1
）
 
 

（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

M
粗
内
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

干
場
文
書
」
と
い
う
。
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 
 

「
海
産
干
場
文
書
」
 
 

西
在
の
う
ち
、
江
良
町
村
以
外
は
、
十
二
月
十
五
日
ま
で
に
調
査
・
丈
量
・
割
渡
を
終
え
て
い
る
。
東
在
の
各
町
村
は
一
人
持
割
渡
を
希
望
す
る
 
 

者
が
多
く
順
調
に
処
分
が
進
み
、
九
年
十
二
月
二
十
日
に
完
了
し
て
い
る
。
残
る
江
良
町
村
が
一
村
持
の
主
張
を
撤
回
し
た
の
は
、
取
調
掛
一
行
が
 
 

函
館
に
帰
任
し
た
十
二
月
二
十
三
日
で
、
電
報
を
以
て
江
良
町
村
人
民
前
非
を
悔
い
漁
場
を
銘
々
割
渡
之
儀
を
た
ん
顕
し
て
い
る
。
「
海
産
干
場
文
 
 
 

「
松
前
町
史
」
史
料
編
第
四
巻
抜
刷
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
十
1
日
発
行
、
「
海
産
干
場
地
租
創
定
関
係
文
書
」
鈴
江
英
一
編
。
以
下
、
「
海
産
 
 

九
七
～
一
〇
六
頁
。
 
 

三
六
頁
な
ど
。
 
 

六
二
貢
な
ど
。
 
 

九
六
頁
、
九
四
頁
。
 
 

九
四
頁
。
 
 

九
七
貢
。
 
 

九
〇
～
九
一
貫
。
 
 

一
三
四
頁
（
明
治
十
年
一
月
四
日
付
の
具
状
書
）
。
 
 

一
二
≡
頁
。
 
 

八
六
～
八
七
支
。
 
 

一
三
二
～
一
三
四
貢
。
 
 



四
 
第
二
の
地
租
創
定
へ
 
－
 
ま
と
め
に
代
え
て
 
 

目
 
地
租
創
定
の
推
移
 
 
 

明
治
六
年
七
月
第
二
七
二
号
布
告
を
以
て
、
地
租
改
正
候
例
が
発
布
さ
れ
、
各
府
県
で
地
租
改
正
作
業
が
始
め
ら
れ
た
が
、
北
海
道
に
 
 

四
九
 
 
 

な
お
、
租
税
係
と
い
う
ポ
ス
ト
名
か
ら
、
お
そ
ら
く
明
治
十
一
年
七
月
以
降
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
1
9
）
 
開
拓
使
事
業
報
告
第
五
編
に
よ
る
と
、
明
治
十
二
年
の
札
幌
本
庁
の
状
況
ほ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
「
海
産
干
場
文
書
」
 
 

（
1
5
）
 
「
海
産
干
場
文
書
」
 
 

（
1
6
）
 
「
海
産
干
場
文
書
」
 
 

（
1
7
）
 
「
海
産
干
場
文
書
」
 
 

（
柑
）
 
「
海
産
干
場
文
書
」
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書
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一
三
五
～
〓
≡
ハ
頁
及
び
七
貫
。
 
 

四
八
五
～
五
三
二
頁
。
 
 

一
四
三
～
四
人
四
頁
。
 
 

八
八
～
九
〇
頁
及
九
t
一
貫
。
 
 

五
六
六
～
五
七
五
頁
。
 
 

五
七
六
～
六
一
五
貢
。
 
 



五
〇
 
 
 

ほ
直
接
適
用
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

北
海
道
に
お
い
て
開
拓
を
奨
励
す
る
政
策
が
、
長
期
間
継
続
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
土
地
を
割
渡
し
地
租
を
除
租
す
る
こ
と
が
必
要
と
 
 

な
る
と
と
も
に
、
あ
わ
せ
て
開
墾
に
対
す
る
法
制
の
整
備
を
優
先
し
て
き
た
開
拓
使
で
あ
っ
た
が
、
漁
場
持
の
廃
止
に
目
途
が
つ
き
は
じ
 
 

め
た
明
治
九
年
後
半
、
開
拓
使
は
地
租
課
税
の
準
備
を
始
め
る
。
明
治
十
年
に
は
漁
場
・
昆
布
場
の
除
租
期
限
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
 
 

り
、
ま
た
、
明
治
八
年
八
月
に
は
、
全
国
一
般
地
租
改
正
期
限
を
明
治
九
年
と
定
め
ら
れ
た
各
府
県
が
、
地
租
改
正
作
業
を
竣
工
さ
せ
る
 
 

べ
く
作
業
に
全
力
を
あ
げ
て
取
り
阻
ん
で
い
た
。
 
 
 

そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
開
拓
使
の
本
支
庁
は
、
各
府
県
の
動
き
を
眺
め
つ
つ
、
明
治
九
年
九
月
に
漁
場
昆
布
場
に
関
す
る
心
得
を
 
 

定
め
、
地
租
改
正
に
関
す
る
一
連
の
作
業
を
開
始
す
る
。
同
年
末
、
太
政
官
布
告
第
〓
ハ
一
号
に
よ
り
、
北
海
道
に
お
け
る
地
租
の
税
率
 
 

は
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
各
府
県
に
お
け
る
地
租
の
税
率
よ
り
大
幅
に
低
く
定
め
ら
れ
た
。
各
府
県
に
お
け
る
地
租
の
税
率
は
、
翌
年
一
月
 
 

四
日
に
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
ら
れ
る
。
が
、
布
告
一
六
一
号
発
布
当
時
に
は
既
に
税
率
が
検
討
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
各
地
 
 

（
1
）
 
 

の
納
税
者
の
改
租
不
服
運
動
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
税
率
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
固
守
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
 
 

る
。
開
拓
を
奨
励
す
る
た
め
税
率
に
つ
い
て
も
優
遇
す
べ
き
と
こ
ろ
、
幸
い
に
地
租
改
正
候
例
が
将
来
の
税
率
と
し
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
 
 

予
定
し
て
い
た
の
で
、
「
開
拓
移
民
勧
誘
の
為
」
と
い
う
名
目
の
も
と
に
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
採
用
し
た
と
解
さ
れ
る
。
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
 
 

う
数
字
自
体
に
は
根
拠
は
さ
ほ
ど
存
在
し
な
い
。
あ
わ
せ
て
、
市
街
宅
地
に
お
い
て
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
よ
る
課
税
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域
 
 

が
全
国
に
は
存
し
て
い
た
こ
と
（
お
そ
ら
く
ほ
函
館
に
も
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
）
も
あ
っ
た
こ
と
も
、
重
要
な
要
素
と
な
っ
 
 

て
い
た
と
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
の
通
達
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
地
租
が
徴
収
さ
れ
始
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
前
身
の
税
が
徴
収
さ
れ
て
 
 
 



い
た
地
域
も
あ
っ
た
し
、
一
連
の
作
業
も
既
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
札
幌
本
庁
で
は
、
十
年
末
に
海
産
干
場
宅
地
地
債
 
 

査
定
表
が
ま
と
め
ら
れ
、
十
二
年
度
以
降
耕
宅
地
の
地
租
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

函
館
市
街
地
に
お
い
て
ほ
、
十
年
中
に
地
税
を
地
租
に
改
め
る
と
と
も
に
地
租
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
函
館
支
庁
管
内
で
の
 
 

作
業
は
、
一
時
中
断
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
十
二
年
十
一
月
に
は
各
郡
の
調
査
が
終
了
し
、
十
三
年
に
竣
工
し
て
い
る
。
そ
う
し
 
 

た
函
館
支
庁
管
内
の
作
業
が
比
較
的
順
調
に
進
ん
で
い
る
中
で
、
十
二
年
二
月
に
「
地
租
創
定
告
諭
」
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
 
 

ほ
、
物
産
税
と
の
二
重
負
担
が
問
題
化
し
っ
つ
あ
り
、
作
業
に
対
す
る
協
力
を
得
る
の
に
支
障
が
出
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
 
 

「
地
租
創
定
告
諭
」
に
よ
っ
て
、
函
館
支
庁
管
内
で
の
作
業
は
比
較
的
順
調
に
推
移
し
た
。
「
地
租
創
定
告
諭
」
は
、
他
の
豚
に
も
出
さ
れ
 
 

た
と
思
わ
れ
る
（
少
な
く
と
も
、
本
州
の
府
県
に
「
地
租
改
正
告
諭
」
が
出
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
）
。
そ
の
租
税
論
は
近
代
的
な
も
の
 
 

で
あ
り
、
現
代
で
も
十
分
通
用
す
る
。
こ
の
発
遣
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

根
室
支
庁
管
内
で
は
、
他
の
支
庁
に
比
し
て
、
一
連
の
作
業
は
ゆ
っ
く
り
と
進
め
ら
れ
た
。
十
一
年
十
一
月
か
ら
海
産
干
場
の
地
租
が
 
 

徴
収
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
の
、
耕
宅
地
に
つ
い
て
創
定
検
査
が
お
わ
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や
、
検
査
が
お
わ
っ
た
も
の
の
創
定
に
至
ら
な
 
 

か
っ
た
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
根
室
・
釧
路
・
北
見
三
国
の
除
租
期
限
が
満
了
し
た
耕
宅
地
に
つ
い
て
、
十
三
年
一
月
に
は
十
二
年
分
よ
 
 

り
地
租
の
徴
収
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
根
室
郡
の
永
住
者
に
対
し
従
来
貸
与
中
の
漁
場
昆
布
場
に
丈
量
が
な
さ
れ
、
十
三
年
七
月
に
地
券
 
 

が
交
付
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
十
三
年
九
月
に
地
租
の
徴
収
期
限
が
、
よ
う
や
く
定
め
ら
れ
た
も
の
の
、
山
林
測
量
は
ご
く
一
部
の
地
域
に
 
 

限
ら
れ
て
お
り
、
他
の
本
支
庁
に
比
べ
、
進
行
状
況
が
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
。
各
府
県
で
も
、
山
林
原
野
ほ
、
明
治
十
四
、
五
年
の
間
に
 
 

お
い
て
調
査
を
了
し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
経
緯
か
ら
眺
め
る
限
り
、
各
本
支
庁
と
も
海
産
干
場
か
ら
着
手
さ
れ
、
そ
の
地
域
の
特
色
に
あ
わ
せ
耕
宅
地
に
及
ん
で
い
 
 

五
t
 
 
 



五
二
 
 

る
。
他
方
、
山
林
に
つ
い
て
は
、
着
手
が
遅
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
1
地
租
表
か
ら
は
明
治
九
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
±
ニ
年
度
に
一
応
終
了
 
 

し
た
と
う
か
が
え
る
し
、
丈
量
費
か
ら
は
十
二
年
度
か
ら
十
五
年
度
に
か
け
て
の
期
間
が
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
が
 
 

う
か
が
え
る
。
 
 
 

要
す
る
に
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
は
、
明
治
九
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
十
二
年
か
ら
十
五
年
に
お
け
て
一
応
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後
除
 
 

租
期
間
の
満
了
と
割
渡
申
請
を
待
ち
つ
つ
作
業
が
続
け
ら
れ
た
と
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
府
県
の
地
租
改
正
が
九
年
度
か
ら
十
五
 
 

（
1
の
2
）
 
 

年
度
に
か
け
竣
工
し
た
の
と
比
較
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
の
歩
み
は
遅
い
よ
う
で
あ
る
が
、
開
拓
と
割
渡
を
進
め
な
が
ら
進
め
て
 
 

い
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
予
想
外
に
早
く
進
行
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
明
治
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
に
裁
可
さ
れ
た
「
地
租
創
定
着
手
ノ
義
」
は
、
進
行
中
の
一
連
の
作
業
の
結
果
 
 

に
基
づ
き
地
券
を
交
付
し
地
租
を
課
徴
し
て
い
く
旨
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
北
海
道
地
券
発
行
候
例
を
定
め
た
旨
の
通
知
と
解
す
る
の
が
 
 

相
当
で
あ
る
。
標
題
通
り
こ
れ
か
ら
着
手
す
る
旨
の
伺
い
と
い
う
理
解
は
、
却
っ
て
理
解
を
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

目
 
地
租
創
定
と
地
租
改
正
 
 
 

じ
 
北
海
道
で
行
わ
れ
て
き
た
一
連
の
作
業
は
、
「
地
租
創
定
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
内
容
は
ま
さ
に
地
租
改
正
事
業
そ
の
も
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
全
国
的
な
地
租
改
正
事
業
の
一
環
と
し
て
、
各
府
県
で
の
作
業
の
進
行
を
見
き
わ
め
、
各
府
県
 
 

の
作
業
を
参
考
に
し
て
行
わ
れ
、
他
県
の
協
力
も
あ
お
い
で
い
る
。
そ
の
ス
タ
ー
土
」
そ
各
府
県
よ
り
一
見
し
て
遅
れ
て
い
る
が
、
各
府
 
 

県
で
も
明
治
八
年
三
月
に
「
地
租
改
正
事
務
局
」
が
設
置
さ
れ
た
後
、
急
速
に
進
行
し
て
い
る
の
で
、
北
海
道
が
極
端
に
遅
れ
て
い
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
、
北
海
道
で
は
、
地
積
を
定
め
る
た
め
の
土
地
測
量
が
先
行
し
て
い
る
（
こ
の
段
階
で
は
土
地
所
有
者
を
決
定
 
 
 



す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
）
。
 
 
 

北
海
道
で
は
、
幕
領
時
代
よ
り
、
移
住
者
を
本
州
・
四
国
等
か
ら
多
数
迎
え
入
れ
、
開
拓
を
促
進
す
べ
く
各
種
の
法
制
の
整
備
を
図
っ
 
 

て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
多
く
の
除
租
・
免
税
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
土
地
の
払
 
 

下
・
売
下
・
割
渡
等
の
規
定
が
相
当
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
ほ
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
の
背
後
に
、
土
地
が
全
て
天
皇
の
所
有
 
 

（
2
）
 
 

物
で
あ
り
、
そ
れ
を
分
け
与
え
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
、
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
地
域
に
よ
っ
て
近
代
的
所
有
権
に
近
い
と
こ
 
 

ろ
と
、
そ
う
で
な
い
地
域
、
す
な
わ
ち
国
有
地
に
区
分
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
王
土
思
想
が
根
 
 

強
く
生
き
て
お
り
、
ま
た
地
租
の
創
定
を
延
期
す
る
と
い
う
表
現
は
認
め
ら
れ
な
い
。
t
定
期
間
地
租
を
免
除
す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
 
 

は
地
租
が
課
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
経
緯
の
中
で
、
「
地
租
創
定
」
と
い
う
表
現
が
、
文
書
類
に
出
現
す
る
の
は
、
明
治
九
年
九
月
二
十
六
日
の
「
漁
場
・
昆
布
場
 
 

地
租
創
定
順
序
心
得
」
（
函
館
支
庁
。
札
幌
本
庁
は
同
月
三
十
日
。
）
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
最
初
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
年
同
月
 
 

（
九
月
）
二
十
一
日
の
漁
場
持
廃
止
と
、
漁
場
・
昆
布
場
・
家
産
倉
庫
敷
地
の
上
地
命
令
の
直
後
で
あ
り
、
海
産
税
と
地
租
改
正
と
の
密
 
 

接
な
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
地
租
創
定
取
調
掛
と
い
う
官
職
名
が
い
つ
創
設
さ
れ
た
の
か
、
現
段
階
で
は
確
認
で
き
な
 
 

（
3
）
 
 

い
。
明
治
入
年
十
一
月
に
「
開
拓
使
職
制
並
二
事
務
章
樫
」
が
、
ま
た
十
二
月
に
「
開
拓
使
分
局
章
程
」
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
、
開
拓
 
 

使
の
組
織
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
地
租
創
定
」
と
い
う
用
語
ほ
、
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
よ
り
約
一
年
前
よ
り
使
用
さ
れ
て
 
 

い
る
可
能
性
が
強
い
。
 
 

∽
 
そ
れ
で
は
、
開
拓
使
が
何
故
「
地
租
創
定
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
「
管
内
地
租
課
収
ノ
義
伺
」
 
 

は
、
漁
場
・
昆
布
場
は
勿
論
耕
宅
地
等
府
麻
と
そ
の
体
裁
を
異
に
し
て
従
来
貢
租
の
制
な
く
、
か
つ
開
拓
も
施
行
専
ら
民
業
を
勧
誘
し
て
 
 

五
三
 
 
 



五
四
 
 

戸
口
繁
殖
の
方
を
志
す
こ
と
が
目
下
の
要
務
で
あ
り
、
府
麻
と
同
軌
の
制
に
し
た
が
い
難
い
情
状
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
般
改
正
の
趣
旨
 
 

に
則
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
は
開
拓
使
限
り
で
ふ
さ
わ
し
い
処
分
（
や
り
方
）
を
行
な
い
、
開
拓
の
進
歩
の
度
合
い
に
し
た
 
 

（
4
）
 
 

が
っ
て
土
地
制
度
を
撃
え
て
い
き
、
自
然
一
般
の
成
規
に
従
う
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
。
こ
の
説
明
に
従
え
ば
、
地
租
創
定
と
は
地
租
改
 
 

正
候
例
の
北
海
道
特
例
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
各
府
麻
で
は
特
例
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
開
拓
を
進
め
移
民
を
受
け
入
れ
て
土
地
を
 
 

分
ち
与
え
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
租
税
特
別
措
置
法
で
も
あ
る
。
北
海
道
に
も
近
代
的
所
有
権
に
移
行
で
 
 

き
る
地
域
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
ほ
な
い
。
函
館
・
松
前
・
小
樽
・
そ
し
て
、
漁
場
持
の
い
た
地
域
で
は
、
そ
れ
な
り
の
私
有
地
 
 

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
北
北
部
の
地
域
と
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
状
況
が
そ
れ
は
ど
隔
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
特
別
措
 
 

置
の
度
合
い
は
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
開
拓
促
進
と
い
う
多
目
的
を
優
先
さ
せ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
前
稿
「
北
海
道
水
産
税
史
」
の
 
 

中
で
、
開
拓
が
節
目
節
目
で
重
要
な
鍵
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
開
拓
が
大
き
な
鍵
を
纏
っ
て
い
る
こ
と
 
 

が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
開
拓
使
は
↓
地
租
創
定
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
は
じ
め
、
人
口
に
聴
衆
し
は
じ
め
た
の
で
な
か
ろ
う
 
 

か
。
現
代
と
違
っ
て
、
「
租
税
特
別
措
置
」
「
特
例
法
」
と
い
う
考
え
は
、
当
時
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

臼
 
地
租
創
定
後
の
動
向
 
 
 

∽
 
い
わ
ゆ
る
地
租
創
定
作
業
は
、
明
治
九
年
度
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
、
明
治
十
二
年
度
か
ら
十
五
年
度
に
か
け
て
ピ
ー
ク
と
な
っ
 
 

（
5
）
 
 

た
。
そ
の
漁
場
調
査
は
、
明
治
二
十
二
年
に
一
応
完
了
し
た
と
、
「
新
北
海
道
史
年
表
」
は
述
べ
て
い
る
。
耕
宅
地
や
山
林
原
野
に
つ
い
て
 
 

の
地
租
創
定
作
業
は
、
漁
場
昆
布
場
（
す
な
わ
ち
海
産
干
場
）
に
比
べ
て
着
手
が
遅
れ
、
進
行
の
ス
ピ
ー
ド
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
遅
い
 
 

（
6
）
 
 

の
で
、
そ
の
完
了
も
遅
い
と
思
わ
れ
る
。
千
島
を
除
い
た
全
道
の
地
形
測
量
と
製
図
が
、
明
治
二
十
九
年
に
完
了
し
て
い
る
の
で
、
耕
宅
 
 
 



地
の
地
租
創
定
の
一
応
の
完
了
は
、
明
治
三
十
年
代
の
頃
と
考
え
て
差
し
っ
か
え
な
い
。
 
 
 

開
墾
を
重
ね
て
奨
励
す
る
た
め
、
「
屯
田
兵
土
地
給
輿
規
則
」
 
（
明
治
二
十
三
年
法
律
七
十
九
号
）
や
 
「
北
海
道
国
有
未
開
地
虚
分
法
」
 
 

（
明
治
三
十
年
法
律
二
十
六
号
）
な
ど
が
、
そ
の
間
に
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
除
租
地
は
な
か
な
か
減
少
せ
ず
、
民
有
地
の
う
ち
、
有
 
 

租
地
は
、
大
正
四
年
初
め
で
も
、
段
別
に
し
て
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
筆
数
に
し
て
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
田
畑
の
段
別
 
 

の
う
ち
、
有
租
地
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
な
い
地
域
す
ら
あ
っ
た
。
開
拓
の
比
較
的
新
し
い
上
川
・
河
西
両
税
務
署
（
い
ず
れ
も
明
治
 
 

（
7
）
 
 

三
十
三
年
設
置
）
や
、
空
知
税
務
署
及
び
網
走
税
務
署
の
管
轄
内
に
お
い
て
は
、
特
に
有
租
地
が
少
な
か
っ
た
。
 
 
 

念
の
た
め
、
漁
場
調
査
が
は
ぼ
完
了
し
ょ
う
と
し
た
明
治
十
九
年
ま
で
の
地
坪
の
状
況
に
つ
い
て
、
地
籍
表
と
地
租
表
を
対
比
し
た
の
 
 

が
、
表
2
5
で
あ
る
。
当
初
は
地
籍
表
の
方
が
多
く
（
地
租
衰
計
上
の
無
い
年
が
多
い
。
）
、
次
第
に
地
租
蓑
が
追
い
つ
い
て
い
る
。
畑
や
 
 

「
そ
の
他
」
 
の
土
地
は
、
地
籍
表
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
除
租
期
間
の
満
了
状
況
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
開
拓
の
新
し
 
 

い
土
地
に
、
そ
の
差
が
著
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
（
開
拓
が
す
す
む
中
で
、
官
有
地
が
払
下
げ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い
の
で
、
差
が
ま
 
 

た
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
）
。
こ
う
し
た
地
域
の
税
務
署
、
1
特
に
海
に
面
し
た
税
務
署
で
は
、
物
産
税
（
北
海
道
水
産
税
を
含
む
。
）
 
 

関
係
の
比
重
が
高
か
っ
た
。
な
お
、
明
治
末
期
の
免
租
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
表
2
6
参
照
。
 
 

∽
 
地
租
改
正
候
例
及
び
明
治
十
七
年
地
租
候
例
は
、
い
ず
れ
も
北
海
道
に
は
適
用
が
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
四
年
六
月
北
海
道
庁
訓
令
 
 

第
四
十
六
号
に
よ
っ
て
も
、
北
海
道
に
お
け
る
民
有
地
の
整
理
が
地
租
候
例
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 
 

よ
う
や
く
、
各
府
県
に
遅
れ
て
、
北
海
道
に
も
明
治
三
十
年
〓
ハ
カ
所
に
税
務
署
が
設
置
さ
れ
た
。
明
治
三
十
二
年
1
月
下
旬
、
北
海
 
 

道
水
産
税
別
廃
止
案
が
議
案
提
出
さ
れ
、
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
た
。
つ
い
で
、
明
治
三
十
三
年
、
上
川
 
 

（
現
在
の
旭
川
中
及
び
旭
川
東
）
・
河
西
（
現
在
の
帯
広
）
 
に
税
務
署
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
納
税
者
側
の
抵
抗
が
強
く
な
っ
て
き
た
 
 

五
五
 
 
 



五
六
 
 
 

北
海
道
水
産
税
が
、
明
治
三
四
年
に
地
方
税
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
全
国
的
な
税
務
機
構
整
備
の
一
環
と
し
て
、
明
治
三
十
五
年
 
 

十
一
月
に
は
札
幌
・
函
館
・
根
室
の
三
税
務
管
理
局
が
廃
止
さ
れ
て
、
札
幌
税
務
監
督
局
が
設
置
さ
れ
る
。
明
治
三
十
七
年
四
月
に
は
、
 
 

松
前
・
岩
内
・
紗
那
の
三
税
務
署
が
廃
止
さ
れ
、
全
道
の
税
務
署
は
十
五
署
と
な
っ
た
。
開
拓
に
伴
っ
て
税
務
署
が
札
幌
よ
り
東
の
地
域
 
 

で
多
く
な
り
、
水
産
業
が
停
滞
し
は
じ
め
開
拓
の
余
地
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
地
域
の
税
務
署
が
、
統
合
さ
れ
は
じ
め
た
。
な
お
、
明
治
 
 

（
7
）
 
 

三
十
八
年
四
月
か
ら
、
北
海
道
で
、
一
級
二
t
級
町
村
に
租
税
の
は
か
国
庫
歳
入
を
徴
収
さ
せ
る
件
が
定
め
ら
れ
た
。
明
治
三
十
年
法
律
 
 

第
t
一
十
一
号
「
国
税
徴
収
法
」
及
び
各
種
の
痕
令
に
伴
っ
て
、
地
租
以
外
に
市
町
村
が
国
税
を
徴
収
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
明
治
 
 

三
十
三
年
三
月
勅
令
四
十
入
号
に
よ
り
北
海
道
地
方
税
が
、
徴
収
す
べ
き
国
税
と
し
て
追
加
さ
れ
、
こ
こ
に
、
一
級
ニ
ー
級
町
村
が
市
町
 
 

（
8
）
 
 

村
並
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
お
り
か
ら
、
明
治
三
十
入
年
三
月
法
律
四
十
六
号
に
よ
り
、
国
税
徴
収
法
の
手
続
が
整
備
さ
れ
た
の
 
 

と
磯
を
一
に
す
る
。
 
 

（
9
）
 
 
 

日
露
戦
争
に
際
し
、
非
常
特
別
税
法
が
制
定
さ
れ
、
全
国
で
多
く
の
増
税
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
〓
環
と
し
て
、
北
海
道
で
も
地
租
の
は
 
 

（
1
0
）
 
 

か
、
所
得
税
■
営
業
税
に
つ
い
て
増
税
が
な
さ
れ
た
。
地
租
の
増
税
は
田
畑
及
び
そ
の
他
の
地
が
二
・
入
パ
ー
セ
ン
ト
 
（
三
十
八
年
改
正
 
 

で
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
市
街
宅
地
が
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
 
（
三
十
八
年
改
正
で
一
入
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
郡
村
宅
地
が
四
・
五
パ
ー
セ
ン
 
 

ト
 
（
三
十
八
年
改
正
で
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
い
う
区
分
で
行
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
各
府
県
と
同
じ
区
分
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
 
 

の
率
は
各
府
県
よ
り
低
か
っ
た
。
 
 
 

非
常
特
別
税
法
二
七
条
は
、
平
和
回
復
に
至
っ
た
と
き
は
そ
の
翌
年
末
を
も
っ
て
本
法
を
廃
止
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
戦
後
、
 
 

多
年
に
わ
た
っ
て
巨
額
の
財
源
が
必
要
な
状
態
に
財
政
は
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
、
論
議
の
末
、
明
治
三
十
九
年
三
月
法
律
第
七
号
 
 

に
よ
り
各
府
県
で
は
、
非
常
特
別
税
法
は
継
続
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
に
第
一
次
の
整
理
が
、
そ
し
て
、
明
治
四
 
 
 



（
‖
）
 
 

十
三
年
に
第
二
次
の
整
理
が
行
わ
れ
、
各
種
租
税
に
対
す
る
非
常
特
別
税
は
、
ほ
と
ん
ど
廃
止
さ
れ
た
。
 
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
北
海
道
の
地
租
も
非
常
特
別
税
法
に
よ
っ
て
増
税
さ
れ
た
が
、
日
露
戦
争
後
は
、
各
府
県
と
異
な
り
、
税
率
は
当
分
 
 

の
間
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
引
下
げ
ら
れ
る
一
方
で
、
北
海
道
に
も
地
租
候
例
が
全
面
的
に
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
 
（
明
治
三
十
九
年
法
律
三
 
 

十
三
号
）
。
政
府
は
、
宅
地
に
つ
い
て
税
率
を
内
地
と
同
様
の
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
＝
本
則
）
に
と
ど
め
る
と
と
も
に
、
北
海
道
に
も
地
 
 

租
候
例
を
施
行
し
、
内
地
と
扱
い
を
同
一
に
し
よ
う
と
、
考
え
た
。
政
府
は
、
宅
地
以
外
の
土
地
ほ
内
地
と
多
少
状
況
を
異
に
し
沿
革
上
 
 

の
理
由
か
ら
も
急
に
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
小
が
、
宅
地
に
関
し
て
は
、
そ
の
状
況
は
内
地
と
は
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
宅
地
地
 
 

価
修
正
法
が
成
立
す
れ
ば
地
価
は
内
地
と
同
様
に
賃
貸
価
格
を
標
準
と
し
て
修
正
さ
れ
る
の
で
、
宅
地
に
つ
い
て
特
例
を
認
め
る
必
要
ほ
 
 

（
1
1
の
2
）
 
 

な
い
と
し
て
、
北
海
道
の
宅
地
の
地
価
に
対
す
る
税
率
を
内
地
と
同
様
に
し
た
案
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
議
会
は
、
川
拓
殖
事
業
は
未
 
 

だ
完
成
の
域
に
な
く
益
々
そ
の
奨
励
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
回
市
街
地
の
盛
衰
は
水
産
業
の
消
長
に
左
右
さ
れ
る
は
ど
経
済
の
板
 
 

（
1
2
）
 
底
は
薄
弱
で
あ
る
と
し
て
、
猛
反
対
し
、
税
率
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
戻
さ
れ
た
。
当
時
、
政
府
は
議
会
に
宅
地
地
価
修
正
法
案
を
提
出
し
 
 

て
内
地
な
ら
び
に
北
海
道
の
地
価
を
修
正
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
地
租
に
対
す
る
税
率
を
内
地
並
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
 
 

対
す
る
反
対
は
、
相
当
強
か
っ
た
。
 
 
 

政
府
は
、
こ
れ
ま
で
何
回
と
な
く
地
価
の
修
正
を
試
み
て
き
た
が
、
な
か
な
か
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
修
正
で
き
た
と
し
て
も
地
 
 

価
引
下
げ
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
実
地
地
償
修
正
法
は
、
明
治
四
十
三
年
三
月
法
律
三
号
と
し
て
成
立
を
み
た
。
宅
地
の
地
価
は
賃
 
 

（
1
3
）
 
 

貸
価
格
の
十
倍
を
限
度
と
し
て
修
正
さ
れ
た
が
、
あ
わ
せ
て
、
調
査
委
貞
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
宅
地
の
地
価
の
調
査
結
果
は
明
治
四
十
 
 

四
年
一
月
に
認
可
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
北
海
道
が
始
め
て
含
ま
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
海
道
の
賃
貸
価
格
は
青
森
県
の
そ
れ
の
 
 

倍
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

五
七
 
 
 



五
入
 
 

（
1
5
）
 
 
 

宅
地
地
価
修
正
法
と
同
日
付
の
法
律
第
一
一
号
に
よ
っ
て
、
全
国
的
に
地
租
が
軽
減
さ
れ
た
。
宅
地
は
、
各
府
県
・
北
海
道
と
も
二
・
五
 
 

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
り
、
各
府
県
と
税
率
が
同
一
に
な
り
は
じ
め
た
。
田
畑
は
、
北
海
道
は
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
各
府
県
は
四
・
七
パ
ー
 
 

セ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
他
の
土
地
は
北
海
道
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
各
府
県
は
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
北
海
道
が
依
然
と
し
て
低
く
 
 

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
北
海
道
に
お
け
る
地
租
の
税
率
は
、
地
租
候
例
中
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
大
正
三
年
三
 
 

（
1
6
）
 
 

月
法
律
十
八
号
に
よ
り
、
田
畑
の
税
率
が
、
各
府
県
及
び
北
海
道
と
も
に
、
〇
ニ
ー
パ
ー
セ
ン
ト
づ
つ
軽
減
さ
れ
た
。
 
 

㈱
 
地
租
が
課
せ
ら
れ
る
土
地
は
、
北
海
道
に
お
い
て
も
次
第
に
増
加
し
た
。
し
か
し
、
開
拓
が
永
年
引
続
い
て
行
わ
れ
、
地
価
も
本
支
 
 

庁
が
別
個
に
査
定
し
て
き
た
た
め
、
全
道
各
地
の
地
価
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
明
治
四
十
三
年
法
律
三
号
 
 

「
宅
地
地
債
修
正
法
」
 
に
基
づ
く
宅
地
の
地
償
の
修
正
作
業
が
北
海
道
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
明
治
四
十
四
年
一
月
十
八
日
に
認
可
さ
 
 

れ
た
。
全
国
の
宅
地
の
地
価
が
引
下
げ
ら
れ
た
 
（
平
均
引
下
げ
率
〇
二
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
）
 
の
に
対
し
、
北
海
道
で
は
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
も
 
 

（
1
7
）
 
 

引
下
げ
ら
れ
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
、
北
海
道
の
宅
地
の
地
価
が
従
前
よ
り
安
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

大
正
三
年
に
は
、
各
府
県
と
同
じ
く
、
税
率
が
〇
ニ
ス
ー
セ
ン
ト
づ
つ
引
下
げ
ら
れ
た
。
議
員
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
大
 
 

（
1
8
）
 
 

幅
な
減
税
を
求
め
て
い
た
が
、
政
府
の
財
政
状
態
が
許
さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
地
租
の
税
率
は
、
大
正
年
間
は
変
更
な
く
 
 

し
て
経
過
し
た
。
 
 

㈲
 
前
述
の
宅
地
地
価
修
正
で
も
な
お
、
有
地
価
地
の
地
価
の
間
に
は
相
互
に
著
し
い
不
権
衡
が
存
し
て
お
り
、
今
後
多
数
生
ず
べ
き
年
 
 

期
明
地
の
地
価
を
設
定
す
る
に
際
し
既
設
地
価
を
そ
の
ま
ま
基
準
と
す
る
と
き
は
、
地
租
は
勿
論
、
地
租
を
基
準
と
す
る
附
加
税
を
し
て
 
 

更
に
一
層
不
公
平
な
ら
し
め
る
慮
れ
が
強
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
大
蔵
省
は
、
将
来
年
期
明
と
な
る
べ
き
土
地
に
対
し
て
の
み
、
全
道
を
 
 

一
貫
し
た
衡
平
か
つ
確
実
な
地
価
を
設
定
す
る
方
針
を
決
定
し
、
札
幌
税
務
監
督
局
は
、
こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
大
正
四
・
五
両
年
に
わ
 
 
 



（
1
9
）
 
 

た
っ
て
全
道
の
地
価
整
斉
事
業
を
実
施
し
た
。
各
府
県
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
作
業
で
あ
る
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
国
郡
区
町
村
の
等
位
を
ま
ず
定
め
、
さ
ら
に
民
有
地
田
畑
各
筆
毎
に
そ
の
優
劣
を
表
示
す
べ
き
等
級
を
調
査
し
、
そ
の
 
 

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
現
実
の
収
穫
量
及
収
入
金
に
対
し
、
北
海
道
に
お
け
る
特
殊
事
情
を
し
ん
し
ゃ
く
し
て
低
減
割
合
（
田
は
五
二
 
 

パ
ー
セ
ン
ト
・
畑
ほ
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
定
め
て
各
区
町
村
に
お
け
る
適
用
段
金
を
決
定
し
、
新
に
年
期
満
了
し
た
土
地
に
対
し
順
次
 
 

地
価
を
設
定
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
既
定
有
地
価
地
が
多
く
将
来
地
価
設
定
を
要
す
る
土
地
が
比
較
的
少
な
い
八
二
 
 

町
村
は
、
等
級
調
査
を
行
わ
ず
大
体
現
地
価
に
比
準
し
て
設
定
し
、
他
の
二
二
三
区
町
村
に
つ
い
て
田
畑
等
級
調
査
を
行
っ
た
。
宅
地
に
 
 

つ
い
て
も
、
明
治
四
十
三
年
宅
地
地
価
修
正
法
実
施
当
時
実
施
し
た
材
料
に
基
づ
き
、
こ
れ
に
相
当
の
し
ん
し
ゃ
く
を
加
え
て
、
地
価
を
 
 

（
2
0
）
 
設
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
免
租
年
期
満
了
期
の
地
価
設
定
の
衡
平
適
実
を
期
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
 「

第
二
の
地
租
創
 
 

定
」
と
も
い
う
べ
き
大
作
業
で
あ
っ
た
。
 
 
 

大
作
業
に
基
づ
く
地
価
の
決
定
に
対
し
て
、
多
く
の
田
や
畑
の
地
主
か
ら
訴
顕
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
空
知
税
務
署
管
内
角
 
 

（
2
1
）
 
 

田
村
の
田
や
畑
の
地
主
か
ら
出
さ
れ
た
訴
叡
が
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
札
幌
税
務
署
管
内
の
江
別
村
・
沼
貝
村
（
現
美
唄
市
）
 
 

（
2
2
）
 
 

・
砂
川
村
・
音
江
村
・
上
川
税
務
署
管
内
の
旭
川
区
・
神
居
村
の
地
主
か
ら
も
、
相
次
い
で
訴
願
が
提
起
さ
れ
た
。
大
正
五
年
十
一
月
二
 
 

十
五
日
に
は
、
第
十
六
回
通
常
道
会
ほ
、
「
法
定
地
価
設
定
並
び
に
修
正
に
関
す
る
件
」
と
い
う
建
議
を
採
択
し
、
内
務
大
臣
及
び
北
海
道
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
3
）
 
 

長
官
に
送
付
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
北
海
道
農
会
等
が
地
価
設
定
方
針
の
変
更
を
建
議
し
、
五
年
九
月
に
は
、
有
志
者
が
北
海
道
に
お
け
る
 
 

（
2
5
）
 
 

地
価
設
定
に
閲
し
札
幌
に
会
合
し
、
つ
い
で
北
海
道
地
価
問
題
研
究
会
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
局
に
対
し
、
地
価
算
出
方
法
 
 

（
2
6
）
 
 

の
改
正
、
田
畑
等
級
の
低
減
、
地
価
調
査
委
貞
会
の
設
置
等
に
つ
き
、
陳
情
や
請
願
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
 

こ
れ
ら
の
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
地
主
で
あ
り
、
そ
の
集
り
で
あ
る
地
主
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
主
会
の
結
成
を
盛
ん
に
よ
び
か
 
 

五
九
 
 
 



六
〇
 
 

（
2
7
）
 
 

け
た
の
は
、
開
拓
に
熱
心
で
あ
っ
た
河
島
醇
長
官
で
あ
り
、
明
治
四
十
三
年
六
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
り
、
地
主
会
が
実
力
を
持
つ
 
 

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

あ
わ
せ
て
、
こ
の
当
時
は
、
大
正
二
年
の
大
凶
作
の
あ
と
、
大
正
三
年
は
大
豊
作
で
農
作
物
の
価
格
が
下
落
し
て
い
た
の
に
加
え
、
大
 
 

（
2
8
）
 
 

正
四
年
七
月
下
旬
に
は
、
水
災
が
あ
り
空
知
・
上
川
・
河
西
の
三
支
庁
管
内
の
被
害
が
激
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
地
価
整
斉
作
業
が
 
 

地
租
引
上
げ
と
、
と
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
も
い
い
う
る
。
 
 

一
方
、
こ
の
当
時
、
開
拓
促
進
に
つ
い
て
の
要
求
・
提
言
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
た
。
大
正
二
年
三
月
に
 
「
北
海
道
拓
殖
補
助
機
関
創
 
 

（
2
9
）
 
 

設
に
関
す
る
建
議
案
」
が
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
北
海
道
拓
殖
会
社
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
二
 
 

年
四
月
に
ほ
、
北
海
道
協
会
は
、
内
務
・
大
蔵
・
農
産
務
大
臣
に
、
「
北
海
道
拓
殖
二
関
ス
ル
建
議
」
が
提
出
さ
れ
た
し
、
大
正
二
年
十
一
 
 

月
に
道
会
も
「
拓
殖
振
興
並
ビ
ニ
権
利
拡
張
二
関
ス
ル
件
」
を
建
議
し
、
大
正
五
年
二
月
に
は
、
道
会
の
 
「
北
海
道
拓
殖
促
進
二
関
ス
ル
 
 

（
3
0
）
 
 

建
議
」
が
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
さ
ら
に
大
正
五
年
十
月
に
は
北
海
道
拓
殖
事
業
計
画
の
改
正
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
開
道
五
 
 

十
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
時
で
も
あ
り
、
開
拓
促
進
の
ム
ー
ド
が
高
ま
っ
て
い
た
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
れ
に
加
え
、
大
正
四
年
三
月
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
は
、
そ
れ
ま
で
多
数
を
占
め
て
い
た
政
友
会
が
敗
れ
た
。
大
正
五
 
 

年
八
月
の
第
六
期
道
会
議
貞
選
挙
で
は
、
政
友
会
と
憲
政
会
派
の
勢
力
が
ほ
ぼ
伯
仲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
大
正
三
年
十
月
に
は
 
 

立
憲
同
志
会
の
札
幌
支
部
が
、
大
正
五
年
十
月
に
ほ
憲
政
会
北
海
道
支
部
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
足
し
た
し
、
大
正
六
年
四
月
の
第
十
三
回
選
 
 

（
3
1
）
 
 

挙
で
は
選
挙
運
動
が
激
し
く
、
大
量
の
検
挙
者
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
頃
は
、
北
海
道
に
お
い
て
も
政
争
が
華
や
か
で
、
何
で
 
 

も
政
争
の
原
因
と
な
る
余
地
が
多
分
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
各
種
の
事
情
が
昆
然
と
な
っ
て
い
た
中
で
、
適
正
時
価
を
設
定
す
る
た
 
 

（
2
8
）
 
 

め
の
事
業
が
行
わ
れ
た
の
で
、
こ
う
い
う
問
題
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
存
在
す
る
。
 
 
 



こ
う
し
た
動
き
を
う
け
、
第
三
十
九
回
帝
国
議
会
は
、
川
北
海
道
地
債
設
定
の
た
め
の
官
民
組
織
の
調
査
磯
関
の
設
置
、
回
北
海
道
土
 
 

（
2
9
）
 
 

地
免
租
年
期
中
に
於
て
開
墾
せ
ん
と
す
る
者
に
対
す
る
地
価
据
置
年
限
の
許
可
を
求
め
た
建
議
を
可
決
し
た
。
こ
れ
を
う
け
、
大
正
七
年
 
 

一
月
、
北
海
道
地
価
調
査
委
貞
会
の
職
制
（
大
蔵
省
令
二
号
）
が
定
め
ら
れ
、
地
価
の
設
定
に
際
し
、
各
税
務
署
毎
に
設
け
ら
れ
た
地
価
 
 

（
3
4
）
 
 

調
査
委
員
会
に
諮
問
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
委
員
会
の
定
員
九
名
の
う
ち
、
六
名
が
管
内
区
町
長
又
は
戸
長
の
推
せ
ん
し
た
調
査
委
貞
 
 

候
補
者
が
互
選
し
た
者
で
あ
り
、
残
る
三
名
が
北
海
道
庁
長
官
の
指
名
し
た
税
務
署
所
轄
内
の
北
海
道
庁
支
庁
所
管
の
官
吏
及
び
公
使
で
 
 

あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
明
治
二
十
年
の
所
得
税
制
に
お
い
て
も
、
各
郡
区
役
所
管
轄
内
に
所
得
税
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
所
得
の
調
査
 
 

に
当
っ
て
い
た
が
、
明
治
三
十
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
各
税
務
署
所
管
内
に
所
得
調
査
委
員
会
を
置
き
、
「
第
三
種
ノ
所
得
金
額
ハ
所
得
 
 

（
3
5
）
 
 

調
査
委
貞
会
ノ
調
査
二
依
り
政
府
之
ヲ
決
定
ス
」
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
三
十
九
年
の
宅
地
地
償
修
正
法
で
も
調
査
委
員
が
置
か
れ
た
。
 
 

（
3
6
）
 
 

第
二
次
世
界
大
戦
前
の
税
務
行
政
の
共
通
し
た
特
色
が
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
大
正
七
年
五
月
に
は
、
法
律
四
十
三
号
及
大
 
 

（
3
7
）
 
 

蔵
省
令
二
十
三
号
で
も
っ
て
、
地
種
変
更
に
つ
い
て
の
手
続
が
整
備
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
北
海
道
全
体
を
さ
わ
が
し
た
地
価
問
題
が
沈
 
 

静
化
し
、
北
海
道
に
適
正
な
地
価
が
円
滑
に
選
定
さ
れ
た
と
、
「
明
治
大
正
財
政
史
」
は
評
価
し
て
い
る
が
、
計
数
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
 
 

な
い
。
こ
れ
ら
の
大
作
業
を
、
「
第
二
の
地
租
創
定
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
中
央
で
は
、
当
時
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
財
政
経
済
の
整
理
が
問
題
と
な
り
、
大
正
入
年
七
月
か
ら
同
十
一
年
七
月
ま
で
か
 
 

け
て
、
臨
時
財
政
経
済
調
査
会
に
よ
り
、
税
制
整
理
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
最
終
答
申
の
中
で
、
地
租
の
地
方
へ
の
委
譲
が
打
ち
出
 
 

（
3
8
）
 
 

さ
れ
、
以
後
、
長
く
世
論
を
騒
が
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
引
き
出
す
要
因
が
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
北
海
道
の
地
価
問
 
 

題
は
、
け
っ
し
て
と
う
と
つ
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
大
正
十
年
十
一
月
に
政
友
会
の
調
査
書
も
、
既
に
地
租
を
地
方
に
委
譲
す
る
こ
と
 
 

を
打
ち
出
し
て
い
た
。
 
 

六
一
 
 
 



・
‥
㌧
一
 
 

そ
の
後
、
昭
和
六
年
四
月
一
日
、
地
租
候
例
が
廃
止
さ
れ
、
地
租
法
（
法
律
二
十
八
号
）
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
地
租
の
課
 
 

税
標
準
が
法
定
地
価
か
ら
賃
貸
価
格
に
変
更
さ
れ
、
か
つ
、
田
・
畑
・
宅
地
・
そ
の
他
の
区
別
が
廃
止
さ
れ
地
種
も
ー
本
と
な
り
、
税
率
 
 

（
3
9
）
 
 

も
全
国
す
べ
て
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
統
一
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
、
全
国
で
統
一
し
て
税
率
が
変
更
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
開
拓
奨
励
の
た
め
、
北
海
道
の
地
租
に
特
別
措
置
を
講
ず
る
必
要
性
が
薄
く
な
っ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
と
、
い
う
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
こ
の
際
、
北
海
道
地
価
調
査
委
貞
会
の
存
廃
が
論
議
さ
れ
た
が
、
北
海
道
に
お
け
る
地
租
を
徴
収
を
円
滑
に
す
す
め
る
た
め
、
 
 

（
4
0
）
 
存
置
が
適
当
と
判
断
さ
れ
、
昭
和
六
年
四
月
大
蔵
省
令
七
号
に
よ
り
存
続
が
認
め
ら
れ
た
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
間
、
大
正
十
年
九
月
、
滝
川
・
名
寄
の
二
税
務
署
が
新
設
さ
れ
、
さ
ら
に
、
昭
和
入
年
に
ほ
紋
別
税
務
署
が
新
設
さ
れ
 
 

た
。
こ
れ
ら
の
地
で
、
開
拓
の
進
展
に
伴
い
納
税
者
が
増
加
し
た
証
で
あ
る
。
 
 

㈲
 
北
海
道
に
お
い
て
地
租
が
課
税
さ
れ
る
土
地
ほ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
拡
大
し
た
。
地
租
創
定
の
ピ
ー
ク
時
か
ら
昭
和
二
年
一
月
一
日
 
 

ま
で
の
動
き
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
1
6
で
あ
る
。
全
国
の
地
坪
（
反
別
）
が
丁
三
倍
、
地
租
で
丁
八
倍
で
あ
る
の
に
比
し
、
北
海
道
 
 

で
は
地
坪
が
一
五
九
倍
、
地
租
が
四
十
一
倍
に
達
し
て
い
る
。
北
海
道
の
こ
の
伸
び
の
高
さ
は
、
除
粗
の
満
了
や
開
拓
の
進
展
を
如
実
に
 
 

反
映
し
て
い
る
。
地
租
改
正
候
例
当
時
、
北
海
道
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
海
産
干
場
は
、
北
海
道
に
お
い
て
も
比
重
が
軽
く
 
 

な
っ
た
。
北
海
道
の
田
の
比
重
は
全
国
よ
り
依
然
と
し
て
軽
く
、
畑
の
方
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
た
も
の
の
、
全
国
水
準
に
近
づ
き
つ
つ
 
 

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
第
二
の
地
租
創
定
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
く
、
全
国
の
税
務
行
政
上
も
特
異
な
出
来
事
で
あ
っ
 
 

た
。
こ
の
第
二
の
地
租
創
定
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
分
析
を
進
め
る
。
 
 

〔
注
四
〕
 
 
 

（
1
）
 
「
佐
々
木
」
一
七
三
～
一
入
二
頁
。
 
 
 



（
1
の
2
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
五
五
入
貢
は
、
田
畑
宅
地
ほ
明
治
九
・
十
両
年
の
間
に
、
山
林
原
野
等
は
明
治
十
四
・
五
年
の
間
に
於
て
、
 
 
 

そ
の
調
査
を
了
し
た
と
い
う
。
 
 

（
2
）
 
熊
谷
閲
作
教
授
は
、
当
時
の
北
海
道
の
土
地
を
、
維
新
政
府
が
考
え
た
よ
う
に
、
か
ん
た
ん
に
国
有
と
認
め
て
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
 
 
 

問
題
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
熊
谷
閲
作
「
日
本
の
近
代
化
と
土
地
法
」
日
本
評
論
社
（
一
九
八
八
年
）
六
五
頁
の
注
目
。
 
 

（
3
）
 
「
新
北
海
道
史
年
表
」
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
刊
、
二
〇
〇
～
二
〇
四
頁
。
 
 

（
4
）
 
「
公
文
録
－
開
拓
使
之
部
全
」
明
治
九
年
自
九
年
至
十
二
月
」
三
十
一
号
集
件
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
。
 
 

（
5
）
 
「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
二
八
二
貢
。
 
 

（
6
）
 
「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
三
一
四
頁
。
 
 

（
7
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
入
〇
七
～
八
〇
入
貢
。
「
新
北
海
道
史
年
表
」
三
五
六
貢
。
 
 

（
8
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
七
巻
九
八
九
～
一
〇
一
入
貢
。
 
 

（
9
）
 
議
会
の
修
正
確
定
実
に
ょ
る
増
収
計
算
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
明
治
大
正
財
政
使
」
第
六
巻
三
六
頁
及
び
六
六
～
六
七
頁
。
各
税
目
の
税
 
 
 

率
一
覧
表
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
一
～
八
四
頁
に
詳
し
い
。
 
 

非第  非第  
常   常  

計              特二  特一  
別   別  
税次  税次   

四  地  

租    入    云万  六万  元方  七円  四′円  三円   

所  

○   五   
五  

五   得  
税  

八   ．へ   

営  

○   五   
入   八   

五   業  

○  
9  税  

酒  

七   五   
ノ＼  

税  
四   

印  
紙  

四  収  
ノ＼  ○  入     ／＼   

四  

そ   

○   
（ 

四   五  の   
五  

ノ＼ 九   

他  
七  八  

五   

五    計    七    六  八  七    八  

牲
）
万
円
未
満
切
捨
 
 

六
三
 
 
 



」
ハ
四
 
 
 

（
1
0
）
 
北
海
道
で
は
約
六
十
七
万
円
余
の
増
収
が
予
算
上
見
込
ま
れ
た
。
「
新
北
海
道
史
年
表
」
三
五
四
貢
。
全
国
の
増
収
見
積
り
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
 
 

も
満
た
な
い
。
 
 

（
1
1
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
九
九
～
一
七
三
頁
。
 
 

（
1
1
の
2
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
八
〇
～
七
人
一
貫
。
 
 

（
1
2
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
人
○
～
七
八
t
貫
。
 
 

（
ほ
）
 
宅
地
地
価
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
六
六
七
～
七
二
七
貢
。
調
査
委
員
の
定
数
は
十
人
で
あ
る
が
、
地
方
の
状
況
に
 
 
 

ょ
り
増
減
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
1
4
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
〇
八
～
七
二
四
貢
の
宅
地
地
価
修
正
成
続
内
訳
表
を
参
照
。
 
 

（
1
5
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
三
四
～
七
四
三
貢
。
 
 

（
1
6
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
人
四
～
七
人
六
貢
。
 
 

（
1
7
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
t
九
頁
。
 
 

（
1
8
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
七
入
四
～
七
八
六
貢
。
後
述
の
（
3
8
）
も
参
照
。
地
租
の
地
方
へ
の
委
譲
も
か
ら
ん
で
い
る
。
 
 

（
1
9
）
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
〇
九
頁
。
「
国
税
北
海
道
七
十
年
の
あ
ゆ
み
」
札
幌
国
税
局
編
中
の
青
山
大
書
氏
の
回
顧
録
、
二
〇
一
～
二
〇
 
 

入
貢
。
 
 

（
2
0
）
 
「
明
治
大
正
財
政
氏
」
第
六
巻
八
〇
九
～
八
一
〇
京
。
 
 

（
2
1
）
 
角
田
村
は
、
明
治
二
十
八
年
に
、
大
規
模
の
水
田
造
成
を
め
ぎ
し
て
水
利
狙
合
を
初
め
て
結
成
し
ょ
う
と
し
た
先
進
的
な
地
域
で
あ
る
。
さ
ら
 
 
 

に
、
明
治
三
十
五
年
±
一
月
に
は
本
道
に
お
い
て
は
じ
め
て
土
功
観
合
が
、
角
田
村
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
「
新
北
海
道
史
年
表
」
三
一
〇
及
三
四
 
 
 

六
及
三
〇
四
貢
。
な
お
、
明
治
二
十
七
年
三
月
に
は
北
海
道
度
会
の
支
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
2
2
）
 
「
国
税
北
海
道
七
十
年
の
あ
ゆ
み
」
 
二
〇
三
貢
。
「
新
北
海
道
史
年
表
」
四
〓
ハ
貢
。
 
 

（
2
3
）
 
「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
四
一
四
貢
。
 
 

（
望
 
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
一
〇
頁
。
北
海
道
農
会
は
、
明
治
十
四
年
十
一
月
に
設
立
さ
れ
た
勧
農
協
会
を
前
身
と
す
る
。
当
初
、
開
拓
大
 
 
 

書
記
官
掘
基
が
会
頭
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
半
官
半
民
的
性
格
が
強
い
。
明
治
二
十
六
年
十
一
月
に
、
正
式
に
北
海
道
会
と
改
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
 
 
 



（
2
5
）
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
2
8
）
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
）
 
 

（
3
1
）
 
 

（
3
2
）
 
 

当
時
、
こ
う
し
た
作
業
を
担
当
さ
れ
た
青
山
大
書
氏
は
、
明
治
三
十
九
年
北
海
道
に
府
県
の
地
価
と
の
権
衡
を
図
る
特
別
の
措
置
を
し
て
か
ら
 
 

実
施
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
何
等
の
措
置
も
講
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
指
摘
し
て
い
る
。
「
国
税
北
海
道
七
十
年
の
あ
ゆ
 
 

み
」
 
二
〇
三
貢
。
 
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
一
〇
貢
。
 
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
一
〇
～
八
t
四
貢
。
 
 
 

金
子
宏
「
租
税
法
（
第
三
版
）
」
 
四
七
頁
。
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
九
七
七
～
一
二
ニ
ー
頁
。
 
 
 

な
お
、
所
得
税
法
制
定
当
時
の
所
得
税
法
施
行
洗
則
第
五
条
は
、
所
得
調
査
員
の
定
数
を
五
人
と
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
 
 

は
、
大
蔵
大
臣
が
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
明
治
三
十
二
年
法
律
一
七
五
号
に
よ
る
所
得
税
法
は
、
税
務
署
の
発
足
を
踏
ま
え
て
所
 
 

得
調
査
委
員
会
を
各
税
務
署
所
轄
内
に
所
得
調
査
委
員
会
を
置
き
調
査
委
員
は
調
査
委
員
選
挙
人
（
第
八
条
の
申
告
を
な
し
た
者
十
人
に
つ
き
一
 
 

人
。
申
告
者
十
人
未
満
な
る
と
き
は
一
人
。
）
が
互
選
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
調
査
委
員
の
定
数
ほ
、
所
得
税
法
施
行
規
則
に
委
ね
 
 

ら
れ
、
同
規
則
（
勅
令
七
十
八
号
）
五
条
は
定
数
五
人
と
し
つ
つ
も
、
特
別
の
事
由
あ
り
と
認
め
る
と
き
は
大
臣
が
増
減
で
き
る
と
し
た
。
明
治
三
 
 

十
二
年
四
月
大
蔵
省
令
十
二
専
は
、
増
減
す
る
署
三
一
七
署
を
定
め
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
署
あ
た
り
最
高
九
人
、
最
低
四
人
（
四
九
署
）
で
あ
 
 

六
五
 
 
 

こ
う
し
た
団
体
が
建
議
を
し
た
こ
と
は
、
当
局
に
と
っ
て
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
北
海
道
協
会
も
同
様
の
建
議
を
し
て
い
る
 
 

こ
の
団
体
は
、
近
衛
篤
磨
が
提
唱
し
た
も
の
で
、
同
様
に
半
官
的
性
格
を
有
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 

「
新
北
海
道
史
年
表
」
 
 二

三
六
頁
及
び
三
〇
二
頁
。
 
 

四
一
二
貢
。
 
 

第
六
巻
八
一
〇
貢
。
 
 

三
八
六
貢
。
 
 

四
〇
六
～
四
〇
九
頁
。
 
 

三
九
入
貢
。
 
 

三
九
人
～
四
t
七
頁
。
 
 

四
一
六
～
四
〇
四
京
。
 
 



六
六
 
 
 

り
、
北
海
道
で
は
函
館
税
務
署
が
七
人
、
紗
那
税
務
署
が
四
人
と
さ
れ
、
他
の
一
四
署
は
原
則
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
北
海
道
の
全
国
収
 
 

入
に
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
を
反
映
し
て
い
る
。
 
 
 

あ
わ
せ
て
、
明
治
三
十
二
年
改
正
は
、
納
税
義
務
者
よ
り
政
府
の
通
知
し
た
る
所
得
金
額
に
異
議
を
申
出
た
と
き
は
、
収
税
官
吏
三
人
調
査
委
貞
 
 

四
人
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
審
査
委
貞
会
（
各
税
務
管
理
局
所
轄
内
に
開
か
れ
る
。
）
に
お
い
て
審
査
せ
し
め
、
従
来
の
府
県
常
置
委
員
会
の
審
査
 
 

に
代
え
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

「
明
治
財
政
史
」
第
六
巻
一
～
三
六
頁
、
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
九
七
七
～
一
〇
〇
貢
。
 
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
一
三
～
八
一
四
頁
。
 
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
一
四
～
八
一
五
頁
。
 
 
 

「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
二
四
二
～
二
六
二
衰
及
三
八
二
丁
五
二
六
頁
。
こ
の
答
申
は
、
単
な
る
参
考
実
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
以
後
、
各
政
 
 

党
の
間
で
論
争
の
対
象
と
な
っ
た
。
立
憲
政
友
会
は
、
地
租
を
地
方
に
委
譲
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
つ
つ
、
た
だ
ち
に
、
地
方
に
委
譲
す
る
こ
と
 
 

に
反
対
し
た
が
、
そ
の
後
、
賛
成
の
度
合
い
を
強
め
る
（
「
明
治
大
正
財
政
史
」
第
六
巻
八
二
四
～
八
t
≡
貢
。
八
四
七
～
八
六
六
頁
。
「
昭
和
財
政
 
 

史
」
第
五
巻
〓
三
～
一
三
二
貢
及
〓
ハ
八
～
二
五
七
貢
。
）
。
そ
の
後
、
小
会
派
が
地
租
委
譲
を
内
容
と
す
る
法
律
案
を
振
出
し
た
こ
と
か
ら
、
大
 
 

正
十
二
年
に
憲
政
会
は
、
地
租
の
二
分
減
税
法
案
を
提
出
し
た
。
大
正
十
五
年
に
な
っ
て
、
立
憲
政
友
会
は
、
か
ね
て
の
主
張
を
具
体
化
し
て
、
地
 
 

租
を
市
町
村
に
委
譲
す
る
法
律
を
提
出
し
た
。
最
終
的
に
は
、
昭
和
六
年
に
民
政
党
内
閣
の
手
で
地
租
が
大
改
正
さ
れ
る
。
一
方
、
地
租
徴
収
交
付
 
 

金
が
明
治
四
十
四
年
創
設
さ
れ
て
地
方
へ
の
還
付
が
始
ま
り
、
大
正
三
年
の
改
正
を
経
七
、
昭
和
十
五
年
に
は
分
与
税
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
地
租
の
歴
史
は
、
国
税
か
ら
地
方
税
へ
の
歴
史
で
も
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
各
政
党
が
北
海
道
で
も
争
っ
 
 

た
と
き
に
地
租
が
、
政
争
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

「
昭
和
財
政
史
」
第
五
巻
（
昭
和
三
十
二
年
）
 
二
一
〇
～
二
四
三
頁
。
 
 
 

「
国
税
北
海
道
七
十
年
の
あ
ゆ
み
」
 
二
〇
三
頁
。
 
 

（
平
成
三
年
十
月
十
四
日
了
）
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反
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反
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表
1
 
「
主
要
な
除
租
の
概
要
 
－
 
明
治
八
年
以
前
」
 
 

「 明   「 明   「 明  「 明   
匙治   匙治   開治  
海五  海五  墾五   
道年  

道年   
板  

土十   東  

地月   
所月   地  

貸   
規   御  
則   」  拠  

親  料  
型  親  

下   
（9④ （診② （》   （∋  ①  開   
官山  漁寄  永   

官  
移  墾   

の   費林  浜留  任   住  地   
地  募川  見人  の   そ  

の  
農  

（  

移渾  布拝  者  
夫  

人   者主  自   
十   村  人  屋         拝  漁   費  カ   
万   借  舎   を  年   内  

坪   
に  

地  倉   も  間   
限   で  庫   つ  扶   

り   ）  

て  
持  

地   る    既  敷  米  
等  

墾  る   墾           の    を  

営  い   老    も  

せ  寺  た  
し  及  も  
分墾   の  

成   
せ   容  
し  

（   （（（従  
（（      七  ≡三二 一   

粂   四条  条粂条 の   
条 拝  

借   地  
等   

交  作  （開  初  

付 後 十  
） 目 完 り 地 り  よ  は  年一 目、  り   

年   
年  よ り 三  十 よ  期  

年年年）（            よ     弘   り        り  
は り  有   

三費年   
間五  間  

十五  地   は年  
分年   年墾  十  
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2
 
根
室
支
庁
管
内
の
地
租
創
定
の
状
況
（
明
治
十
二
年
十
月
現
在
）
 
 

査  

至  
○   0 0   ○  創  

る  

定  
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0 0   ○  に            ○    ら  
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林八   使 七   
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板  
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下  拠  
規  
型  

家   
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奉   

漁   
な   

資   
ら  
び   

本   に   
金   昆   
受   布   
取   内  
者   で   
で   自   
家   
産   
営   

費    新  
開   

業   の   
の  
た  

分   

め  
地  
所  
の  
沸  
下  容  
を  
受  
け  
た  
も  
の  

営   自   
業   鮮）費   

着   免  
手  布 七 開   

租  
り   ；一 年  

期  
十  二 開 の り   

間  
年初 年  
よ の  

出
典
‥
「
開
拓
使
事
業
報
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第
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3
 
「
地
所
名
称
区
分
」
 
 

官  有  地  官有・民有  

第   
四  

琴   琴  第  
種別  

種   痙  種   

×   ×   
府県用地×  

×   
地券  

その他○  発行（○）・否（×）   

×   ×   ×  ×   
地租  

賦課（○）・否（×）   

○   
貸渡し ○   

○  ×   
区入費  

その他 ×  賦課（○）・否（×）   

○  0 0 0 0 0 0 0    0   0 0  0 0   
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教  堂失 ヒ  
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貧  敷 シ 園  ノ 野  に  府＝  官   
院  地土等   よ  藩  閲   
等  及地民  河  り  蘇  幣   所  

民  ヒ  有  
海  区  本  社   

町  支  府   
地  墓  二  

地  ア  
湖  村  鹿   

ア   
フ   サ   

辟             沼  の  裁  社  
ル  

月  ヒ   
サ  

モ   
渾  費  警  民   

イレ  
モ   ノ  

は  視  有  

ノ   琴  課  陸  ア  

堤  
窄  

道   
嘩  

た他 0  
田   政  
嘩  府  

ノ  
屋  許  

敷  可  
等   ヲ  
其   得   

七
一
 
 
 



民  有  地  官有・民有  

琴   琴   第   
種別  

面   種   

○   ○   
地券  

○   発行（○）・否（×）   

×   ○   
地租  

○   賦課（○）・否（×）   

×   ○   
区入費  

○   賦課（○）・否（×）   

○  0 0    0  0  0    0   

官  公「ラ 人  （「ノ 代「襲華人   
有  衆改サ民  十改創価官換民    ノ   ル  ニ   

ュム で  ス   
ア  用既土人  年既二下地ル 自   
ラ  ニ済地或  布済係、ニ ハ所  サ  地  

／レ  供ノ ハ ス民 一  告ノルし在官有 ）民社たルノノ   

郷  ル有た村  有寺 も 社許確    こ   ニ   
村  道 だ或  並の寺可澄   
社  路係 しハ  係 ニ （ ニ ヲ ア   
地  （カ 潰敦  カ 公十 シ乞ル   
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墳  三溜或所  溜地年境  地   所  
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等  月 戸墾確  戸中布匡  山  
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自 換場  腰  社該  開  
由 ス秩  ノ  式社  墾  

為ハ社  由  及 こ ル場  白  地寺  等       」  ノ  
シ官寺  ヲ  文の  如  

欲  明請   
得ノ 等      キ   サ許官  ス  十隣  大  
ル可有  ル  八 むこ   ニ  

モ ヲ 地  モ  年 よ  地  

ノ 乞 ニ  ノ  以 り  形   」 フ ア  」  前無  ヲ   

（
備
考
）
区
入
費
は
、
明
治
十
二
年
地
方
税
と
な
る
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表10 地租創定における槙成比の推移  

（％）  

10年度  11年度  12年虔  13年度  14年度   

地  海産干場  48．2   10．1   10．1   10．2   9．9   

坪  宅  地  15．0   13．8   13．5   13．2   12．9  

畑   36．8   64．4   66．0   66．6   67．4  

田  11．6   10．3   9．9   9．7  

温泉地   0．0   0．0   0．0   0．0  

社  地  0．1   0．1   0．1   0．1  

計  100  100   100   100   100   

地  海産干場  34．9   21．6   22．5   21．8   19．7   

粗  宅  地  61．0   52．5   51．7   52．1   56．0  

畑   4．1  16．7   17．6   18．0   17．0  

田  9．2   8．2   8．1   7．3  

温泉地  0．0   0．0   0．0   0．0  

社  地  0．0   0．0   D．0   0．0  

計  100  100   100   100   100   

地  18．7   27．7   29．5   31．5  

坪 の  78．2   69．2   ・6   65．7  
本  
支  3．1   3．0   2．9   2．8  
庁  
別   100   100   100   100   100   

（備考） 基礎数字は，表4による。  
（出典） 「開拓使事業報告」  
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表14 地租改正真の内訳  

費  用   知  間   金   額   備 考   

本局経費  7年度′～13年度   772，278円余   2．1％   

府膵経費  7．329，912／／  19．7  

地租改正結局まで  

民費  29，095，822／／  78．2  

より同13年に至る  

計   37，198，012J／  100％   

出典：「地租改正報告書」（大蔵省）所収「地租改正要領報告」第十二款   
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表28 測  

札 幌   函 館   根 室   計   

円   円   円   円  

明治5年  不 明   661   不 明   661   

6   7，566   871   不 明   8，437   

7   4，763   1，400   不 明   6，163   

8   11，760   153   不 明   11，913   

9   11，654   1，184   不 明   12，838   

10   1，038   10，721   不 明   11，759   

4，094   16，305   不 明   20，399   

12   5，406   11，454   265   17，125   

13   7，292   8，458   667   32，167   

14   9，673   4，743   1，249   15，665   

341′）344  358′）363  ≡〒業〕  P．307～， 337～  
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